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決 算 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和７年１０月８日（水） 

２ 開 会 場 所   第１会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 中 澤 史 夫    副委員長 髙 森 喜美子 

  （１７人）   委  員 大 浦 美 鈴    委  員 拝 野   健 

          委  員 弓 矢   潤    委  員 中 村 謙治郎 

          委  員 吉 岡 誠 司    委  員 鈴 木   昇 

          委  員 岡 田 勇一郎    委  員 田 中 宏 篤 

          委  員 本 目 さ よ    委  員 木 村 佐知子 

          委  員 風 澤 純 子    委  員 伊 藤 延 子 

          委  員 小 坂 義 久    委  員 青 柳 雅 之 

          議  長 石 川 義 弘 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          技  監                  赤 星 健太郎 

          企画財政部長                関 井 隆 人 

          企画財政部参事           （都市づくり部長 兼務） 

          企画課長                  川 田 崇 彰 

          経営改革担当課長              三 谷 洋 介 

          臨時特別給付金担当課長      （経営改革担当課長 兼務） 

          財政課長                  髙 橋 由 佳 

          情報政策課長                小野田   登 

          情報システム課長              廣 瀬 幸 裕 

          用地・施設活用担当部長           越 智 浩 史 

          用地・施設活用課長             坂 本 一 成 
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          清川二丁目プロジェクト推進課長       伊 藤   慶 

          総務部長                  小 川 信 彦 

          区長室長                  浦 里 健太郎 

          総務課長                  福 田 健 一 

          人事課長                  飯 田 辰 徳 

          人材育成担当課長             （人事課長 兼務） 

          広報課長                  吉 田 美弥子 

          経理課長                  田 渕 俊 樹 

          施設課長                  五 條 俊 明 

          人権・多様性推進課長            落 合   亨 

          総務部副参事        （選挙管理委員会事務局長 兼務） 

          区民部長                  前 田 幹 生 

          くらしの相談課長              小 林 元 子 

          子育て・若者支援課長            河 野 友 和 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子ども家庭支援センター長          田 畑 俊 典 

          区民部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          文化産業観光部長              上 野 守 代 

          文化振興課長                川 口 卓 志 

          大河ドラマ活用推進担当課長      （文化振興課長 兼務） 

          観光課長                  横 倉   亨 

          産業振興担当部長         （文化産業観光部長 兼務） 

          産業振興課長                三 澤 一 樹 

          福祉部長                  三 瓶 共 洋 

          都市づくり部長               寺 田   茂 

          都市づくり部参事              坂 本 秀 昭 

          都市計画課長                反 町 英 典 

          地域整備第一課長              長 廣 成 彦 

          地域整備第二課長              門 倉 和 広 

          地域整備第三課長              行 天 寿 朗 

          建築課長                  松 﨑 晴 生 

          住宅課長                  浅 見   晃 

          都市づくり部副参事             小 河 真智子 

          土木担当部長                原 島   悟 
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          交通対策課長                清 水 良 登 

          道路管理課長                三 宅 哲 郎 

          土木課長                  髙 杉 孝 治 

          公園課長                  村 松 克 尚 

          会計管理室長                内 田   円 

          会計課長             （会計管理室長 事務取扱） 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局児童保育課長        村 松 有 希 

          教育委員会事務局指導課長          宮 脇   隆 

          教育委員会事務局教育改革担当課長      増 嶋 広 曜 

          教育支援館長           （教育改革担当課長 兼務） 

          教育委員会事務局生涯学習推進担当部長    吉 本 由 紀 

          教育委員会事務局生涯学習課長        吉 江   司 

          教育委員会事務局スポーツ振興課長      榎 本   賢 

          選挙管理委員会事務局長           大 野 紀 房 

          監査事務局長                山 本 光 洋 

          文化産業観光部参事（産業振興事業団） 

                           （産業振興担当部長 兼務） 

          文化産業観光部副参事（産業振興事業団・事務局次長） 

                                久 我 洋 介 

          文化産業観光部副参事（産業振興事業団・経営支援課長） 

                            （事務局次長 事務取扱） 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          議会担当係長    女部田 孝 史 

          書  記      藤 村 ちひろ 

          書  記      関 口 弘 一 

          書  記      遠 藤 花 菜 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－4－ 

          午前１０時００分開会 

○委員長（中澤史夫） ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 本日はよろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、委員各位並びに理事者にお願いを申し上げます。 

 本日も多くの質問が予定されております。質問は、決算特別委員会の性格をお含みいただい

た上で、重複を避け、趣旨を分かりやすく簡明にされるようお願いいたします。 

 また、理事者におかれましても、答弁は質問に対する結論を簡潔明瞭にお答えいただき、議

会運営にご協力いただきますようお願いいたします。 

 第５款、文化観光費については、項ごとに審議いたします。 

 第１項、文化費について、ご審議願います。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 232ページの「べらぼう」の活用推進についてお伺いいたします。 

 大河ドラマ館の状況については、先日の文化・観光特別委員会においてお話しいただきまし

たので、ちょっとここでは耕書堂について伺いたいんですけれども、これらを訪れている訪問

者数あるいはちょっとそこの訪問者の集計がなければいいんで…… 

          （「文化費でお願いします」「212じゃないか」と呼ぶ者あり） 

◆田中宏篤 委員 ごめんなさい、212です。ごめんなさい、失礼しました。あるいはもし集

計がなければ売上状況等、その活況の度合い等が分かるような指標を教えてください。 

○委員長 大河ドラマ活用推進担当課長。 

◎川口卓志 大河ドラマ活用推進担当課長 お答えいたします。 

 江戸新吉原耕書堂ですけれども、日々、多くの方がいらっしゃっています。入館に関する集

計というのは行っていないんですけれども、商品を販売しておりますので、そちらのちょっと

購入者数でお答えさせていただきます。開設から９月までの合計で約１万4,000人の方が商品

ご購入いただいているような状況でございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。非常に活況だなというのは、実際に現地を訪れてもすごく
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実感できると思っていまして、「べらぼう」の影響で吉原を訪れる人の数も質も大きく変わっ

たということをすごく実感していて、大河ドラマの効果というのを目の当たりにしています。

正直、始まる前に、時代が戦国とかではないので、どうなるかなというふうにちょっと不安も

あったんですけれど、視聴率の部分は若干苦戦しているようですけれど、配信とかでも見てい

る方も多いのかなというところで、すごく活況感があると思っています。ただ、ちょっと心配

なのは、大河が終わって、耕書堂がなくなった場合に、結局この１年で変わってきた流れとい

うのが元に戻ってしまうという懸念もありまして、区が直接的にあそこで何かやるというのは

難しいとは思うんですけれど、民間が今後、吉原文化とか歴史を発信するような機能を残すよ

うな活動をした場合には、ちょっと行政としても、せっかくできた流れなので、しっかりそこ

をご助力いただきたいということだけ要望して、耕書堂に関して、すごい活況だということが

分かったので、それで質問としては終わります。 

○委員長 次、よろしいでしょうか。 

 質問をどうぞ。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 211ページの台東区長賞でございます。初めに、この決算年度の区所蔵作

品管理・展示等委託料の内訳について確認をしたいと思います。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 こちらの主な費用なんですけれども、作品輸送、運搬、展示委託

が約120万円、あとは音楽部門の区長賞の受賞者の演奏会の運営業務と映像制作で約227万円

となっております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 作品輸送、運搬と今、課長のほうからありましたが、今現状、作品を管理

している、江東区の倉庫で管理しておりますけれど、この保管料について年々上がっていると

思うんですが、ちょっと現状を教えてください。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 現在、保管料としてはこの年度は年間約414万円となっておりま

す。 

          （発言する者あり） 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 今414万ということなんですけれど、これって、ちょっと静かにしてよ、

414万ということですけれど、年々やはり上乗せしていくんですね、この保管料って。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 倉庫も、実はその電気代の高騰とかによりまして、物価高の影響

で年々、単価が上がっていっているような状況でございます。 

○委員長 小坂委員。 
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◆小坂義久 委員 区長賞展示について、庁舎では１階のアートギャラリーで行っています。

これ庁舎ですね、１階で行っているんですけれど、例えば様々この庁舎全体を含めて、また、

区有施設とか民間の施設とか、ちょっと文化のまち台東区、これをアピールするために、こう

いった意味で様々展示するように展開してみてはいかがでしょうか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 まず、ちょっと現状から申しますと、アートギャラリーのほか、

生涯学習センター、たなか多目的センター、リバーサイドスポーツセンター、谷中小学校など、

区内７か所で展示をさせていただいたり、あと彫刻とか工芸作品につきましては、上野中央通

りの地下歩道内の展示ブースで展示しております。あと民間というお話ありましたけれども、

松坂屋さんの展示ブースをお借りして、区長賞の展示をしたということもこれまでございます

ので、委員のご指摘・ご提案を受けて、また今後もいろいろな形で推進はしていきたいと思っ

ております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 そういう形で行っているというのは理解していますけれど、あまり目立た

ないよね。だから、いろいろな意味でもっともっと展示してみたらいかがですか。基本的にせ

っかく区長賞という作品があるわけですから、やはりいろいろなところで、何だろう、展示し

ていただいて、本当に台東区でしっかりと、藝大とも連携を行っているということもしっかり

アピールできると思うし、もっともっと展示に力を入れてもらいたいと思います。これは要望

します。 

 最後に、台東区長賞における、記念演奏会におけるユーチューブの配信状況についてを伺っ

て終わりたいと思います。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 ユーチューブの再生回数ですけれども、トータルで今のところ約

9,500回の視聴回数となっております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 これって多いんですか、少ないんですか、分からないんだけれど。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 私の思いよりはちょっと少ないかもしれませんが、ある程度の方

は見ていただいていると認識しています。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました。では、もっと宣伝してください。以上です。 

○委員長 次。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 私は212ページの障害者アーツに関してです。「森の中の展覧会」ですね、

毎年、私も楽しみにしていますし、感動を覚えますし、多くの方に来ていただいているものと
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承知をしております。この開催に当たっての現状といいますか、方向性といいますか、そうい

うものって何かございますでしょうか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 この「森の中の展覧会」をやるに当たりましては、展覧会に出品

するきっかけづくりとしまして、障害者施設に講師を派遣して、美術ワークショップというの

を実施しております。また、制作した作品を含めて、公募した作品を展覧会で展示していると。

あとは障害のある方の文化芸術活動の支援に取り組む区の上野の森美術館さんとか東京文化会

館さん、東京都美術館さん等と定期的に連携会議を設けていまして、情報共有と今後どうやっ

ていったらいいかというのを連携していっているような状況ではございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。ワークショップとかに参加している方というか、

気持ちというか、やってみたいという人が増えているとか、そういうのって何かございますか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 決算年度の令和６年度は17か所で実施しまして、令和５年度よ

り３か所増えたんですね。実は今年度になりまして、また６か所増えて23か所で今、開催し

ております。というのも、やはり皆さんがやっている姿を見て、アート、活力になるというこ

とで、皆さん、何でしょうね、やってみたいという気持ちが芽生えるみたいでして、そういっ

たところで、やはり手を挙げる事業者さんが多いというところで、私たちも精いっぱいそうい

った手を挙げていただけるところには講師を派遣したいということで、今、実施をしいている

ような状況でございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。活力になるということで、生きがいなどにもつな

がっていけたらいいと思うんですけれど、それで私たちも活力になっているところがありまし

て、ちょっと提案というか、紹介なんですけれども、その美術館の中で行うのはもうとてもと

てもすごくいいと思っているんですけれども、アートをちょっとまちに開放するという視点は

いかがかなと思いまして、例えばなんですけれども、障害者アートでいうと、江東区で行われ

たアートパラ深川というのがあって、これ、もともと市民、地域の住民が主催で始めたんです

けれども、今では厚労省とか文化庁とか、観光庁とかもついて、大きな企業もいっぱいスポン

サーについているので、全然ここで今からやるというレベルとはちょっと違うんですけれども、

まち全体を美術館にしようみたいな感じで、障害者の描かれた作品などを、例えば江東区の富

岡八幡宮とか深川不動とか、清澄庭園とかに展示したりとか、あと江東区の隅田川テラス、江

東区にもあると思うんですけれど、そこの川のテラスにも展示していて、まち行く人がもう美

術館に行かなくても見れるみたいなイベントを行っています。 

 ９月にプレイベントがあったの、ちょっと行けなかったので、これから10月に行われる本

催には行ってみようかなと思っているところなんですけれども、そういったところで区がやる
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にしては、雨の日はどうしたらいいんだとか、展示するにはさらにいろいろなグッズが必要な

んでコストもかかるしということで、なかなか難しいかなとは思うんですけれども、例えば文

京区などでも街なかアートということで、やはり同じように、障害者の描かれた作品を薬局だ

とか飲食店などに展示をして、美術館に行かなくても、そういった障害者のアートが身近に見

られるというのを取り組んでいたりとかするので、ちょっとそういったことを開放する、開く

という視点でも今後ぜひお願いできたらなというふうに思っております。どうですか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 委員のご提案につきましては、他自治体の状況も調査しまして、

先ほど言いました連絡会議等を設けております。様々な知見をお持ちの方いらっしゃるので、

ご意見等伺っていきたいとは思っております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。作者の権利とか、あと作品の保存とかいう点でい

ろいろ課題があると思うんですけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 障害者アーツという項目ですけれどね、パラアートとか、江東区ではアー

トパラでしたっけ、いろいろな名称が出てきていますし、障害を持つ方だけじゃなくて、アー

ト全般として屋外に朝倉作品もそうですが、そういった取組はもう本当広がっていますよね。

いろいろなところでアートフェスというのがもう出ていますし、上野とか浅草は以前からやっ

ている部分もあるんで、近いうちに実現するんじゃないかなと思います。 

 「森の中の展覧会」、令和６年度の受賞作品、この中で上野の森美術館賞を受賞した方の作

品がお菓子のパッケージに採用されたんですよね、ＩＲＯＤＯＲＩ ｃａｆｅのパッケージで

すか。そういった形で福祉とアートと、あるいは生み出された作品がこうやってどんどん広が

って、活躍の場が広がっているのかなというふうに思いますが、この方向性というか、こうい

った取組をもっと進めていったほうがいいんじゃないかと思うんですが、その辺りは障害福祉

課と、こちらの文化のところとの連携というか、コラボはどのように進んでいるでしょうか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 この事業をやるに当たりましても、連携会議の中にも障害福祉課

が参画をして、一緒に議論をやっているような状況でございます。先ほど上野の森美術館賞を

贈られた方がパッケージになったということがありますけれども、「森の中の展覧会」の中で

も森の中マルシェという名前で福祉作業所の方の製品を販売するブースを設けたりですとか、

展示を見た後にそういったところを見ていただいて、自分もこういうふうになれるように頑張

っていきたいんだとか思えるように、そういった、ちょっと連携を今やっているようなところ

でございます。 

○委員長 青柳委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆青柳雅之 委員 障害者アーツの項目の中でワークショップやっていますよね。今回これだ

けじゃないんですが、いろいろなワークショップをやったときの作品がＵＫＩＹＯＥ ＣＯＦ

ＦＥＥでパッケージになったりとか、あとブースで買物もしたもんね、あのときも。皆さんが

あそこでやっていて、その商品というんですか、お菓子とか作品の販売の場所になっているの

はすごいいい取組だなと思っていますが、やはり閉鎖的なところじゃなくて、もっと幅を広げ

ていただきたいなと思っています。 

 それで幅を広げているという意味では、社会福祉協議会とかと連携の中で、もう上野のすぐ

そばのキンコーズさんの壁がもう今まさにパラアート、障害者の人たちの作品で彩られていま

すよね。少し前では蔵前というか、田原町にある変なホテルさんの中のコンビニのところだっ

たかな、あそこにも作品が飾ってあったりとか、あとはこれ社協さんとか、よくご存じだと思

うんですが、今、全国ではいろいろなコラボとかが始まっていて、例えばスーパーのライフさ

んとか、あとはＪＡＬとかもそういったコラボが始まっていますね。 

 一応、全国的に牽引しているのが滋賀にあるやまなみ工房というところですよね。ここの取

組が非常に全国的に注目を集めていて、私も先日そのワークショップというか、座談会参加し

てきたんですが、本当に世界的なアーティストが誕生しているんですね。もう数百万、数千万

で取引されるような作品が出ていると。やはり環境を整えてあげるというか、環境を整えるこ

とで、本当にポテンシャルが発揮されるその土台になるんだなということとか、自然体でこう

いった取組を進めていくのがとても大事なのかなと思っています。 

 まだ台東区の部門はある意味スタートをしたばっかりとだと思いますが、そういう意味では、

土壌というんですかね、台東区の町並みとか文化とか、いろいろな歴史をふだん目にしている

ことこそが、こういったアートとか作品に影響を受けるんだなということもよく分かったので、

ぜひこの機会をホップ・ステップ・ジャンプじゃないですけれど、進めていただきたいと思い

ます。特に今回は蔦重、浮世絵、そしてパラアートということで結びついて、さらにそれが商

品化されて、ふるさと納税の販売にまで結びついたというのはすごい大きな成果だと思います

ので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 213ページの１、したまちミュージアムの管理運営でお尋ねします。 

 今年３月にリニューアルオープンして、したまちミュージアムと名前も本当に分かりやすく

てよくなりました。１階には、昭和30年代の坂本の表長屋や裏長屋の建物をリアルに再現し、

アニメーションによる金杉通りのにぎわいなども体感できます。なかなか見応えのある展示と

なっています。訪れた人の滞在時間も長いです。私も、人も連れていっても本当に長くいさせ

てもらっています。満喫しています。今後も企画展やイベントなどを考えていらっしゃいます

よね。どのような展開を考えているのか、教えてください。 

○委員長 文化振興課長。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◎川口卓志 文化振興課長 現在、戦後80年ということで11月３日までは「戦争と日常」と

いう企画展をやっております。11月５日からは再現展示の映像のところで、いろいろな交通、

路面電車だったり、リヤカーが映像流れていますけれども、そういった当時の台東区内の交通

事情について紹介をする「交通の発達」という企画展があります。その後、３月はガラス乾板

の写真展を実施したいと思っておりまして、ガラス乾板の技術と歴史だったり、その写された

風景、詳細について紹介をしていく、そんな取組を今後進めていきたいと思っております。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 そうですね、やはりあそこならではの興味深いイベントをどんどん打ち出

してほしいと思います。上野公園内という絶好のロケーションなんですよね。300円で下町を

体感できる。私、体操行っているんで、そちらのほうへ行っていますけれど、噴水広場では、

もう１杯、結構お金取られるようなビールとか売っていて、それを考えると300円であれだけ

見れるというのは本当にすばらしいなと思っています。もっともっと多くの人の来館が期待で

きるところだと思います。上野公園に来たらしたまちミュージアムと、外せない名所になるこ

とを心から期待しています。よろしくお願いします。 

○委員長 ほかに質問、どうぞ。 

          （「したまちにちょっと１個だけ関連しておきます」と呼ぶ者あり） 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 以前のしたまちミュージアム、風俗資料館、やはり本物が多かったんです

よね。今回も改修されて、よりリアルなものが再現されるというか、本物が置いてあるって思

ったんですよ。やはりあそこの以前の下町風俗資料館は、軒下にユキノシタという植物が置い

てあったんですね。あれは生きているのが置いてあったんですよ。区長の花の心じゃないです

けれど。職員さんが定期的にあれをお日様に当てたりとかいう作業をしているという話も聞い

たことあるんですが、今回リニューアルされて、オリヅルランというものとユキノシタ等が置

いてあるんですが、あれがまた植物が増えて、お仕事増えて大変だろうなって思ってよく見た

ら、プラスチック製なんですよね。がくってきましたね。あれは本当にそこで営みというか、

暮らしを再現しているというところがあったんで、この発想は、こちらの部署じゃなくてデザ

インした人たちなのかな。逆に今はＬＥＤライトっていって、外に出さなくても、お日様の代

わりになるようなグッズが非常に充実しているので、その辺り、フェイクじゃなくてリアル求

めていただきたいなということだけ言っておきます。 

○委員長 ほかに質問よろしいでしょうか。 

 以上をもちまして、本項について審議を終了…… 

◆青柳雅之 委員 いえいえいえ、もう１回します。 

○委員長 よろしいですか。 

          （「じゃあ続いてよろしいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長 青柳委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆青柳雅之 委員 続いて、私、質問出しておきましたのが書道博物館ですね。書道博物館の

いろいろな活用というのは、いろいろなご提案がありました。田中委員からは、拓を取っただ

と、石碑を拓にして、それが非常に価値が高いんじゃないかということで、これも引き続き研

究していただきたいなと思いますが、私としては、この書道博物館の財産みたいなものってた

くさんあると思っているんですが、その中の一つで字体ですね、フォント。あれが今から六、

七年前にすごい話題になったときがありましたよね、ネットでね。あそこに注意書きがこうや

って書いてあるやつ、その文字が秀逸だということで話題になったりとかした中で、あのです。

それで、ちょっと待ってください。ページが今飛んじゃった。戻そう。ありました。 

 それで、今、何でフォント、字体かというと、シブヤフォントというのが今すごい有名で、

これは障害者のいろいろな福祉のジャンルなんで、それぞれの自治体、シブヤフォントだった

り、何とかフォント、エドフォントとか、いろいろ地域によってできているんですが、それ以

外に、それぞれの自治体でそれぞれの特色を持った字というんですか、を選定するというのが

今動き出しているんですね。例えばヨコハマフォント、横浜に合った字体を選ぼうということ

で、これはいろいろな市民のアンケートを取りながら、横浜の字体はこれですよというのを決

めました。あとは大阪のﾅﾒｶﾀ市かな、ﾅﾒｶﾀ市もﾅﾒｶﾀフォントということで、あと東大阪市、

これはローマ字の字体なんですが、そういった形でそれぞれの自治体独自のフォントというの

を制定する、あるいはイベント等に合わせて創り出していく、これがあるんですね。 

 じゃあ台東区は何かというと、財産として朝倉文夫さんのフォントがあるんですよ。中村不

折さんだ、中村不折さん。有名なところで、いまだにレトルトカレーの中村屋さんのパッケー

ジのあの「中村屋」という文字だったり、お酒でいうと真澄、日本盛というのがありますし、

台東区内でも…… 

          （「まとめて、質問」と呼ぶ者あり） 

◆青柳雅之 委員 違ったか。 

          （「長い」と呼ぶ者あり） 

◆青柳雅之 委員 長い。 

 ということがあるので、その字体をやはり台東区の字として活用したらどうかなというふう

に思っているんですが、これはぜひ研究していただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○委員長 文化振興課長。 

◎川口卓志 文化振興課長 自治体独自とか地域共同プロジェクトでご当地フォントが作られ

るということは私も認識しておりますけれども、今後はちょっと自治体の事例を参考にさせて

いただいて、研究をさせてください。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 もうぜひ熱心に研究してもらいたいと思うんですね。この話いろいろ聞い

てみたんですよ。そしたら、これ実際に使われたことがあるというんですね。区内のある部署

が、あれがもう既にフォントとして彫塑館が持っているというふうに思ったらしいんですね。

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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それで表彰状をやるときに、あの中村不折さんの字体、あれで表彰状を作りたいと思って、書

道博に相談したそうです。そしたら、いわゆるデジタル的なフォントにはなっていないといっ

て、某学芸員さんが不折風の文字で表彰状を書いたということもあって、やはり台東区の何か

しらの字体としては、非常に趣もあるし、歴史もあるし、あるいは必然性、理由もあると思う

ので、ぜひ研究していただきたいと思います。やる気満々の学芸員さんもいます。よろしくお

願いします。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第２項、観光費について、ご審議願います。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ２点お伺いいたします。 

 １点目は、217ページの４番、観光プロモーションの（１）番、観光プロモーションの推進

についてです。こちら、事務事業評価シートなどをちょっと見ていると、内容として、区内の

事業者と連携した修学旅行生誘致のための商品造成とあります。現状では、どのような事業者

と連携し、修学旅行生誘致のために取り組んでいますでしょうか。可能な限り具体的にお願い

いたします。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 観光課では、プロモーションといたしまして、教育旅行、修学旅行の誘

致のほうも行ってございます。近年、修学旅行につきましては、探求学習という学習要素を取

り入れまして、教育の効果を求めた旅行とする学校が増えつつあるということでございます。

一方で、受入れを行う事業者にとりましては、なかなかこういったプログラムを造成すること

は難しいということから、令和６年度より区がプログラムを造成する知見のある業者とともに、

ライオン株式会社にて１件のプログラム造成、コンテンツをつくりました。本年度におきまし

ては既に受入れが始まっているということでございまして、こういったことも取組を、引き続

きプログラムをつくっていきたいというふうに考えてございます。という取組でございます。

以上でございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ライオンさんが今回あったということで、これ内容とか何か具体的にありま

すでしょうか。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 これはライオンさんですので、歯のことですとか、あと環境のことです

とか、そういった中心に、来ていただいた中学生や高校生の方にいろいろとレクチャーをして

いるという話では聞いてございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 分かりました。たしかに修学旅行といったら、やはり浅草はすごくあそこを

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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通るたびに学生さん、中学生とか多分修学旅行だろうなという団体をたくさん見ます。また、

上野・浅草は本当にそういう修学旅行生だったり、人のにぎわいがありますが、やはり台東区

全体での回遊性というところでいったら、確かにライオンさんだったら本社が蔵前にあります

し、ここ、ちょっと離れたところでもすばらしい伝統工芸であったり、魅力がたくさんありま

すので、それこそ日本のいろいろな全国各地の子供たちが修学旅行などを機に、いろいろなと

ころに行って、それでまた回遊性が広まっていければ、さらに台東区の魅力を知って、またも

う１回行こう、もう１回行こうというふうになるのかなと思いますので、その辺りももうちょ

っと広げていけるように、これから取り組んでいただきたいと思います。以上です。 

 次、もう１点です。218ページの13番、隅田川花火大会についてお伺いいたします。こちら

は、決算額が前年の令和５年度よりも1,500万ほど増えておりますが、その理由をお伺いいた

します。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 令和６年度隅田川花火大会の経費につきましての増額理由でございます

が、やはり花火の打ち上げの材料費という形で大きく上がっている。もう１点としましては、

警備委託の人件費ですとか設営委託の資材費などが上がったため、こういった金額が跳ね上が

ったという形になってございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 何というか、花火大会の企画とか規模とか、そういうものを広げたというわ

けではなく、もう材料、機材、警備委託、そういうものが上がったということで承知いたしま

した。これ隅田川の花火大会って主に台東区と墨田区で協力してやっていっていると思うんで

すけれど、その分担というところで分担金の割合であったり、分担相手も教えいただけますで

しょうか。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 令和６年度の分担割合でございますが、パーセンテージでお話しさせて

いただきます。東京都のほうが37.45％、台東区、墨田区は28.72％、中央区が2.56、江東区

が1.02、荒川区が1.53という形での分担をさせていただいたと思います。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 私、これ、てっきり台東区と墨田区での分担だと思っていたんですけれど、

これはプラス東京がかなりの割合なんですけれど、中央区や江東区、荒川区も数％ではありま

すけれど、入っているということで承知いたしました。これは今回、物価が上がって、決算額

も1,500万円ほど上がったということですけれど、これは今後も上がることも想定できますし、

その都度このパーセンテージも均等に上がっていくんだろうなとは思いますが、本当にこれは

隅田川花火大会って日本を代表する花火で、検索をすると、いつも当日ニュースにも出てきて

おりますので、本当にこれからも安全安心で、すごく快適な運営をしていただきたいなと思い

ます。以上です。 
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○委員長 ほか質問。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 おはようございます。217ページお願いいたします。その５番のＳＮＳに

よる多言語観光情報発信というところでお伺いいたします。こちらの閲覧数、インプレッショ

ンでも大丈夫なんですけれども、５年間の推移を教えてください。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 観光課では、多言語ＳＮＳは現在６言語で発信しておりまして、区では

平成27年度よりフェイスブックを中心に発信しておりますので、フェイスブックの各言語合

計「いいね！」の獲得数、フォロワー数でお答えさせていただきます。令和２年度が39万

7,649、３年度が45万2,870、４年度は50万14、令和５年度は55万998、令和６年度が55万

3,050と、年々フォロワー数は増えているというところの状況でございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。台東区でも外国人の観光客の方たくさん来ていた

だいて、このように閲覧数、「いいね！」数ですね、伸びていると思うんですね。そこで一緒

に観光客の方に対してのマナー啓発というものをされているのか、もしされていれば具体的に

どのようなことをしているのか、教えください。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 マナー啓発につきましては、本年９月にもう中国のアカウントにおきま

して、ごみの持ち帰りですとかスーツケースの移動の配慮ですとか、そういったマナー啓発の

記事を一部掲載したというところの実績がございます。引き続き多言語でも投稿を考えている

ところでございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。私自身、かなりたくさんの国の方とお話しする機

会が意外と多くて、今年だけでも50組ぐらいの方とお話しすることが多いんですね。そこで

やはり話していると、本当にただただ日本のマナー、いわゆるあうんの呼吸じゃないけれども、

こういったことを気をつけようねということがただ分からないだけで、悪気がなくなってしま

っているということも多いのかなと思っています。実際に私も、例えば谷中のお寺の方と、住

職さんとお話しする機会が多くてお聞きしていると、本堂にそのまま土足で入ってきてしまっ

たりとか、写真撮影しちゃいけないところでしちゃったりとかいう、本当に悪気がないんです

けれども、やってしまうこともあるみたいですね。例えばあとは宿泊時の騒音のマナーだった

りとか、そういったところも併せて、神社仏閣のマナーでもそうですね、そういったところを

ぜひ啓発もしていただきたいと要望させて終わります。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 217ページの６番、フィルム・コミッションについてお伺いします。フ
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ィルム・コミッションは、台東区を題材にして取り上げる映画とかドラマとかいうのが多いな

という印象があって、私は台東区が大好きなので、テレビの場面に台東区が映ると、いつもわ

くわくしながら見させていただいていますけれども、映画やドラマ、ＣＭなどの撮影の支援を

行っていると思うんですが、令和６年度も多くの作品で台東区が舞台として取り上げられたと

思うんですね。その撮影の実績と経済効果、あとは区として広報の連携をどういうふうに行っ

ているかというのを教えていただけますか。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 まず、実績ですが、フィルム・コミッションの支援作品につきましては

404件ございまして、海外作品は39件という形になってございます。主な作品といたしまして

は、ちょっとなかなかメジャーなものはないんですけれども、海外の作品では「Ｔｈｅ Ｓｍ

ａｓｈｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ」という形でドウェイン・ジョンソン、海外の方が出られたり

ですとか、あと最近ウェブドラマとかが多うございまして「愛のあとにくるもの」ですとか、

あとＣＭ等、ウェザーニュースのＣＭに使ったというところがございます。 

 広報につきましては、やはりこちら今、委員ご指摘のとおり、テレビに出ますと、やはり地

域のブランド力とか、そういった形での知名度の向上というのに大変役立っていると思います。

あわせて、当然、皆様が出ていただくと、台東区に誇りを持っていただけるという感じで、そ

ういった形での広報に寄与しているというふうに考えてございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 結構、実績あるなというふうに感じました、365日しかない中で404件。

本当にこれは誇りになるなというふうには思います。私も、自分の息子がテレビを見ていて台

東区が出ると、これ台東区だよねと言うので、やはり台東区が出るということに、すごく台東

区民はみんな喜びを覚えていると思うんですけれども、ロケの増加がすることによって地域経

済には一定の寄与はしていると思うんですが、やはりその裏で交通規制だったりとか騒音だっ

たりの苦情も一部あると認識しているんですが、区としては、その地域の理解と調和を図るた

めに、どのように工夫をされていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 すみません、先ほどの答弁、私、経済効果が…… 

          （「そうですね、抜けていましたね」と呼ぶ者あり） 

◎横倉亨 観光課長 そこの話が抜けてしまいました。失礼いたしました。すみません、全体

的な間接的な経済効果というのはなかなか出しづらいので、一例といたしまして、各個別のロ

ケを行ったときのこういった効果があったということだけ、金額だけご紹介させていただきま

す。ウェブドラマでちょっと分からないんですけれど、「ニューロマンサー」というウェブの

ドラマでは、アメ横ですとかセンタービルを大きく、あと浅草地下街、貸し切りまして、もろ

もろ合わせて約1,600万、1,460万ぐらいの支出があったということもあります。また、先ほ

ど説明していた「Ｔｈｅ Ｓｍａｓｈｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ」なども450万円、あとＣＭな
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ども100万単位で、そこの通りを全部貸し切るという形で、例えば雨を降らすですとか、そう

いったことで100万単位の金額が動いて、大きな経済効果・波及効果があったというふうに認

識をしてございます。すみません、失礼いたしました。 

 それでは、騒音ですとか、そういったロケに対するご意見に対してどう調整しているかとい

うことでございますけれども、当然ながら、区の支援する作品におきましては、地域の方に説

明を丁寧にするほか、騒音が危惧される内容であれば当然ながら職員が立ち会って対応してい

るということで、住民の配慮を鑑みながら撮影を指導しているところでございます。一方で、

なかなかちょっとフィルコミを通さずに撮影する方たちも多く増えてきておりまして、その辺

りに関しては警察ですとか、あと分かれば地元の方たちにヒアリングして、その方たちに一応

ご意見、指導といいますか、お話をするですとか、警察にもフィルコミも通すようにですとか、

そういったところで大切なロケ地でございますので、いろいろなところで担当職員が動いてい

るというところでございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、そういうふうに今ちょっと知って、初めてあれだったんで

すけれど、フィルコミを通さないというロケもあるというのは、やはりそういう一部苦情とい

うのがどちらなのか分からない、区が知っているのか、知らないのかが分からないという状況

というのはなかなか厳しいところなのかなというふうに今感じました。 

 近年、そのロケ誘致をすることで、地域によっては観光の復興だったりとか地域のブランデ

ィング政策として位置づけていたりとかするんですけれど、台東区は上野・浅草という巨大な

ブランドがあるので、これ以上、聖地巡礼みたいなものが増えても困る部分はあるのかもしれ

ないんですけれど、これから国内向けのインバウンド、今、海外向けのインバウンドがすごく、

やはりはやっているところですけれど、国内を充実させるということも一つの重要な部分かな

と思いますので、二次的な波及策を検討していってもらいたいなというふうに意見を一つ申し

上げるとともに、最終的に作品に登場したスポットが区民に誇れるような仕組みがつくれたら

いいのかなと。それがまちの回遊性につながったりとか地域の誇りにつながったりできると思

いますので、ぜひその辺も考えながら進めていただけたらありがたいということをご意見して、

終わりにさせていただきます。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 216ページ、３番、浅草文化観光センターの運営の観光案内業務の委託料に

ついて伺います。コロナも間に挟んでいるんで、何ともちょっと比較しにくい部分はあるんで

すけれども、業務委託料の金額がそこまで、令和元年ですと6,200万ぐらいかな、来館者は

100万人ぐらいで、来館者1.5倍になって、全部、全員が案内のところに来るわけではないん

ですが、その辺の数字の委託料の受け止め、どうお考えでしょうか、お伺いします。 

○委員長 観光課長。 
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◎横倉亨 観光課長 委員ご指摘のとおり、センターの入館者数ですね、令和６年度は約145

万7,000人と、過去最高という形になってございます。一方で、委託料との関係なんですけれ

ども、センターの中心業務というところというのは認識しておりますけれども、人件費の高騰

ですとか人材確保の点から、令和５年度から160万から200万程度、毎年増額しているという

ことで、令和５年度からは増額をしているというところの状況がございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 分かりました。ちょっと委託業者とも話しながら丁寧に進めてほしいなと思

うのと、あと、これだけの人数になってくると、消防法的にも人数が増えてくると、いろいろ

な避難経路だとか、訓練も含めて、いろいろ考えていかなければいけないと思いますので、そ

の辺は要望させていただきます。以上です。 

          （「関連です」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 通告しなかったんですけれど、文化観光センターの機能、これ浅草の文化

観光の中心地というか、発信地だと思うんですけれども、芸者踊りとかも一時期やっていたと

思うんですね。ちょっと確認だけしておきたいんですけれど、実はちょっと芸者踊りやる基地

としては、お稽古場とかいうの、裏の浅草見番があるんですけれども、そこがちょっといろい

ろ耐震構造に問題があって、お稽古場、貸出しというのをちょっとやめるという話が出ている

んですけれど、その辺って観光課として、お話として認識はされているかどうかをちょっと確

認させてください。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 そのような話は関係所管課としても認識しているところでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。ご認識いただいているということで、これ本当に文化観光、

その芸者文化という意味でも、文化方面でも、観光にとっても非常に現状ゆゆしき事態だなと

思っています。民間の状況なので、自分もいろいろ情報収集しているところなんですけれども、

行政としてもここ、こういった部分に関して注意して、本当、何かあったときに、いろいろ動

けるように準備だけはしておいていただければということだけ要望しておきます。以上です。 

○委員長 拝野委員、戻します。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 217ページの７番のインフォメーションボードで伺います。観光案内板の公

衆無線ＬＡＮサービスの環境というか、環境、Ｗｉ－Ｆｉサービスを使っていると思うんです

けれども、今日も、最近よく委員会で出てくる、いろいろな人のマナーの問題だとか公園で騒

ぐとか、いろいろな話あると思うんですが、公衆Ｗｉ－Ｆｉ、いろいろな方が使うと思うんで

す。外国の方ももちろん使っていると思うんですが、例えばよく行く喫茶店、チェーン店の喫
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茶店など行くと、Ｗｉ－Ｆｉ使う前に同意画面が出て、そこで商品の宣伝したりできるという

サービスがあったりします。本区においても、例えば公衆Ｗｉ－Ｆｉ使うときに、同意画面の

前に例えばマナーだとか区の重要な情報だとか、防災アプリでもいいんですけれども、何かそ

ういうこと、通知、周知するための手段として使うことはお考えになりませんでしょうか。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 公衆無線ＬＡＮアクセスすると、マナー表示ということにつきましては、

回線事業者に確認しましたところ、有料のサービスですね、同様のことができるということは

確認をしてございます。一方で、課題といたしましては、そのアクセスの全体の観光客の利用

割合ですね、アクセスポイントごとの利用割合というのがなかなか、どういう方が利用してい

るかというのは判別が難しいということですので、そのマナー啓発、どういった方たちにやる

というところもございますので、利用者の状況ですとか、あと有料サービスでございますので、

費用面等も含めて関係する課と、いろいろと協議・研究してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 ありがとうございます。もちろん費用面の話は検討しなければいけないなと

思いながらも、やはり町なかに注意書きばっかり増えるのも、公園とかもよくありますけれど

も、それって、あまりいいおもてなしとしては、先ほどあれ誰だったかな、吉岡さんか、ルー

ルが分かっていない場合が多いということを考えると、ルールは説明する機会というのを、誰

もが見れる場所、Ｗｉ－Ｆｉ使う場所は見れる、分かるというのはいいのかなと思ったりしま

すので、ぜひ検討いただければと思います。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 218ページになるか、218ページ、持続可能な観光推進というところで質

問させていただきます。 

 昨日の民生費、衛生費の議論の審議の中でも民泊の話ですとか、あと観光客によるごみの問

題等の議論も結構出ていて、闊達に話がありました。観光課としても、こういった諸問題に対

していろいろと、対処してきたと思うんですけれども、こちらについてどういったことを行っ

てきたかということをお聞かせください。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 令和６年度対策事業の実施結果等につきましては、本年の第２回定例会

で、令和７年度持続可能な観光づくり事業として主な内容はご報告させていただいたところで

ございますが、やはり主にマナー啓発ですとかごみ捨て防止、混雑緩和等の対応を行ってきた

ところでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ありがとうございます。ちょっとこちら委員会とも重複になってしまった
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んですけれど、何が言いたいかというと、この後、土木費の審議の中でも観光バスに関する議

論も恐らく出てくるとは思うんですけれども、持続可能な観光推進には、観光課だけではなく

て、部や課を横断して全庁的に取り組む必要性というのを、様々な諸問題を見ているとすごく

感じているんですね。なので、ちょっとぜひ観光課のほうで取りまとめて、対処いただきたい

というふうに思っているんですね。関連する部署も当事者としていろいろ対応いただきたいと

思っていまして、先ほどＳＮＳでの発信、吉岡委員のほうからもあったんですけれども、例え

ば自分も結構よく、自分がたまに行くバーで、結構外国人の方が多いところに行きまして、い

ろいろな話を聞いていると喫煙所、たばこ、どこで吸っていいか分からないんだよとか結構外

国人の方と会話すると、いろいろな話が聞けるんですね。なので、そういった実際に来街者の

方の声を、例えばＳＮＳでもいろいろな方法あると思うんですけれども、どういったところに

不便を感じているのかというのは、ぜひちょっといろいろ聴取していただいて、全庁的に各関

係課と連携して、いろいろな部分、これ本当に観光公害みたいなことを言われていますけれど

も、やはり浅草・上野というのは観光すごく盛んなまちで、これを、観光環境をしっかり整え

ていくというのは、観光課だけで全部やるという話ではないと思っていますので、ぜひそこを

しっかり対応いただければというところだけ要望しておきます。以上です。 

○委員長 ほかの質問、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 １点です。219ページ、18番、観光団体等観光振興事業助成についてお伺い

をいたします。 

 この夏、浅草サンバカーニバル見させていただきました。あのサンバカーニバルが始まった

当初は、区役所の職員チームがあったなというのも思い出しながら見ておりました。助成金が

2,100万円で、今週末にある谷中菊まつりだと80万円ってあるんですけれども、この助成金の

算定の根拠というのは何なんでしょうか、教えてください。 

○委員長 観光課長。 

◎横倉亨 観光課長 助成金の金額の根拠でございますが、台東区観光団体等観光振興事業助

成金交付要綱に基づきまして、助成対象となる団体の事業内容ですとか予算規模を確認の上、

対象経費も２分の１以内を上限として助成をしているというところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。台東区の本当にもう観光というところに、どこまで地域の活

動に助成金を出すのかという、すごく悩ましいところだと思うんですけれど、オーバーツリー

ズムであったり、時期的な問題で、この時期は地域観光が弱いから、そこに少し助成金をとい

うのを含めてあるんだと思いますけれど、ぜひいろいろな多面的な面々で見ていただきたいな

というふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。 

 観光、以上です。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 
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 第５款、文化観光費について審議を終了いたしましたので、本款について仮決定いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本款について仮決定いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第６款、産業経済費について、ご審議願います。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 223ページ、商店街振興対策の中の９番ですね。商店会空き店舗活用支

援についてです。これ平成30年から始まっている事業だと思いますけれども、これまでの空

き店舗を助成した件数と、さらに今まだ助成して空き店舗として利用し続けている数、また、

あとはどんな業種があるのかも含めて教えてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えさせていただきます。 

 本事業につきましては、平成24年度から事業のほう開始をいたしまして、まず、これまで

の累計は52店舗の家賃支援のほうを行ってまいりました。また、定着状況につきましては、

直近で52店舗中11店舗が閉店しておりますので、今現在は41店舗が営業を継続している状況

になります。また、このうち主な業態につきましては、一番多いのが飲食サービス業、また次

いで小売業という形になっております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 ありがとうございます。エリア的にはどの辺に集中しているとかありま

すか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 本事業につきましては、近隣型商店街を対象としておりますので、

いわゆる繁華街以外の日用品の買物だとか、そういったものが集約している商店街のほうを対

象としております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 分かりました。ありがとうございます。でも、52店舗がこれまでに助

成を受けて、41店舗がまだ続けられているというのは正直ちょっと多いなって思いました。

よく続けてくれているなというふうに思います。 

 今、課長がおっしゃったように、日常的な買物という需要がやはり近隣型の商店街にはある

と思うんですね。やはりこれから助成の額も１年目が５万円で、２年目が４万円で、３年目が

３万円と、少しそこは下がっていってしまうというのもありますし、また、どうしても空き店

舗となっているところを活用しているわけですから、そもそも来街者とか観光客がちょっと少

なめのところにお店をオープンされると思うんですね。なかなか継続していくのが大変な中で

まちを活性化してくれるようと頑張ってくださるわけなんで、区としても最近、家賃も上がっ
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ていますし、今後その辺の助成の額などは、もう少し支援の拡大というところは求めたいとこ

ろでありますけれども、それと同時に、やはり商店会空き店舗が埋まるというのは、商店会に

とっても、また、地元の方々にとっても大変うれしいことだと思うんですね。この助成をする

ときに、事業者を選定にするときに、その前にか、前にやはり商店会とか地元の皆さんがこの

地域にはどういう業種が欲しいのかとか、どういうお店に入ってほしいのかというところ、そ

ういう需要というか、ニーズというのは、区のほうでは吸い上げられているんですかね。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 産業振興課で行っております日常の商店街とのやり取りの中で、

商店街からの今、委員おっしゃいました、どういったお店が入ってほしいんだとか、どういっ

た要素が足りないから、こういうのが欲しいみたいなところは日々のやり取りの中でいろいろ

聞き取りをさせていただいているところでございます。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 ありがとうございます。安心しました。いろいろな今、空き店舗の無人

型だったりだとか、いろいろなビジネスモデルが出てきていますけれども、やはりそうやって

地元のニーズとしっかりマッチするように、これからも努力していっていただきたいと思いま

す。以上です。 

          （「関連です」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ちょっと、こちらの事業評価シートを見ますと、これは家賃支援が、令和４

年からずっと５件、５件、５件としっかりクリアしているなというところは評価させていただ

いております。先ほど中村委員からどういうところが助成になっているかなどもありまして、

定着もすごく高いなというふうに感じておりますが、ちょっとここで伺いたいこととしまして、

これ結構、私も商店街の方とお話をすると、空いているところを入れてもらえるのはすごくあ

りがたいというその上ではあるんですけれど、入ったところがお店とかそういうところではな

くて、会社のオフィスや事務所のような使われ方がされている商店街もあります。商店街とし

て、事務所とかでは商店街としての集客があまり期待できないのではないかなというふうにも

ちょっと感じておりまして、そもそもこの事業の目的が空き店舗の活用を促進することによっ

て商店街の活性化を図るというふうに書かれておりますので、そういう意味では、この事業の

趣旨としてはちょっと大丈夫なのかなというふうには思っております。その上で、そういうオ

フィスなどであっても入ることによって、商店街にとってプラスになることは何かありますで

しょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 本事業によりまして家賃支援を受ける事業者につきましては、事業所所在地にあります商店
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街に加入することが要件となっております。こういった点におきまして、商店街にとっては会

員の増加に寄与することができる事業として、この点がプラスの点になると考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 商店街の会員になるということは、それはすごく安心しました。商店街に入

っても、やはり最初の打合せがうまくいかずに会員になってもらえないというようなことも聞

いておりましたので、こちらの支援の条件としてしっかりと会員になるということですので、

ありがとうございます。 

 あと、この中でもう１点ちょっとお伺いいたします。もう一つの支援の改修費支援というと

ころがありまして、こちらに関しては令和４年が１件、５年、６年は０件として、目標に達し

ておりませんが、このことについての現状認識はいかがでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 ただいま委員からご指摘ありましたとおり、本事業の改修費助成

につきましては、平成29年度事業開始以来、累計助成件数３件にとどまっております。その

ため、区といたしましては、チラシや案内を直接、近隣型商店街に赴きましてＰＲをしており

ますが、実績の数値が上がっていないというところが現状認識として持たせていただいており

ます。このため、要件の見直しを含めまして、利用しやすい制度については鋭意検討してまい

りたいと考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。課長おっしゃるように、そのとおりだと思います。周知

はもちろんですが、対象の方にとって使ってみたいと思えるような条件に、さらに改善してい

ただきますよう期待しております。以上です。 

○委員長 次、新たな質問、どうぞ。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 221ページ、４番の海外プロモーション推進、お伺いいたします。今まで

に私も質問させていただいていたんですけれども、令和６年度の活動内容と、これからの取組、

予定しているもの、展望があれば教えてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 まず、活動内容につきましては、決算年度につきましては現地商

業施設でテスト販売会を約１か月間開催いたしました。また、現地バイヤー商談会を計２日間

開催いたしまして、15社、また、計67件の商談を行ったところです。さらに国内では、これ

から海外販路開拓を目指す企業向けにウェブセミナーを開催いたしまして、34社の参加をい

ただいたところです。 

 今後の展望といたしましては、引き続き海外販路開拓を希望する事業者に対しまして、本事

業で培ったノウハウまたは現地とのパイプを継続、また、発展させていくことで、より区内事

業者に合いました海外販路開拓支援に取り組めるよう、事業の内容の充実などを検討してまい
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りたいと考えております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。区内の事業所の中でもすごいすばらしい商品を持

っているけれども、外に出すので、いや、どうしても海外に出すのに敷居が高くなってしまう

というところで、このご支援というのは非常に大事なものと認識しています。さらに今までの

実績もあると思いますので、経験値がどんどんとたまっていくので、非常にどんどんブラッシ

ュアップされていくのかなと思うんですが、参加された事業者がその後どうなったのか、いわ

ゆる後追いのご連絡だったり、そういったものはされているんでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 本事業に参加されました事業者に関しましては、我々産業振興課、

また、産業振興事業団、さらに地域の金融機関と連携いたしまして、後追いのほう継続的に行

っております。そうした中で参加事業者の成果として幾つか事例を挙げますと、輸送の申請手

続が非常に難しい、飲食関係で本事業をきっかけに現地パートナーの連携が生まれましたとか、

そういったお答えをいただいているところでございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。いわゆる日本ブームの追い風もありますので、例

えばこの実績を基に、バンコク以外のホーチミンだったり、シンガポールだったり、そういっ

たところの同じような文化圏、購入層があるところに展開することもぜひ検討していただきた

いなというのを要望させていただきたいと思います。 

 あと、もう一つは、こういった事業を、すばらしい事業をそもそも知らなかったという方が

まだまだいらっしゃると思うんですね。いわゆる最初の一歩を踏み込むことが非常に難しいと

は思うんですけれども、例えばそういったところで、産業振興事業団もそうですけれども、ま

ず１回目来てもらえるというところも、さらなる工夫もぜひしていただきたいと要望させてい

ただきます。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 産業経済費に関して３点質問させていただきます。 

 まず、220ページの３番、家内副業相談なんですけれども、これ、いわゆる家でできるよう

な内職の相談のあっせんというふうに捉えているんですが、このような就職あっせんについて

は今、民間でもいろいろなチャンネルがありますし、また、そういった内職という需要がどこ

まであるのかというのとかも疑問に思うところなんですが、この事業についてどのように評価

されているか、教えてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 本事業につきましては、委員おっしゃいますとおり、内職のあっ

せんというところで、家庭外において就業することが困難な方に対しまして、内職のまた相談
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も一緒に、ともに行っているところでございます。また、内職の仕事をお願いしたいという事

業者の登録も併せて行っておりまして、決算年度につきましては36事業所からの需要がある

ことが上げられます。こういった点から、内職希望者の就労または事業者の求人に寄与してい

る事業であるというところで認識しているところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ちなみに求職者は区内の方だと思いますけれども、求人する側、企業は

台東区の事業所だけなんでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 事業所につきましては、台東区ももちろん含みますけれども、近

隣の千代田区、荒川区等、幾つかの数区の事業所からの受付も試験で行っているところでござ

います。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 需要が全くないというわけではないと思うんですが、正直言ってハロー

ワークに行けばいいんじゃないかと思うんですけれど、駄目なんでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 先ほど答弁申し上げましたとおり、家庭外において就業する、困

難な方に対しまして、その方の区民生活の安定を図るというところ、目的に持ち合わせてござ

います。そういった点から、相談を受けながら内職のあっせんを行うというところで、そうい

った点で区役所のほうで実施しているところでという認識でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 何度も聞いて申し訳ないんですけれども、ちなみにこういった副業相談

をやれというのは何か法令上の根拠があって、国とか都とか予算が出ているからやっていると

いうことなんでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 根拠法令といたしましては、家内労働法の第15条に基づきまし

て実施しているところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 法令上の根拠もあるので、何かしらやらなければなというのもあるのか

もしれませんが、ただ、法律も時代によって見直されていくべきものと思いますし、法律があ

るから絶対やらなければいけない事業というわけでもないと、私は認識していますので、徐々

に見直しを図ってもいいんじゃないかなと思いました。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

◆木村佐知子 委員 失礼しました。もう２点ございます。失礼いたしました。 

 226ページの９番、産学公交流推進等というところで伺うんですが、いわゆる産学連携につ

いての現状について伺いたいんですけれども、現状、台東区では区内に大学としては東京藝大
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がありまして、やはり先ほどの文化振興のところでも出てきましたが、それ以外、大学との交

流の現状というのはいかがでしょうか。 

○委員長 企画課長。 

◎川田崇彰 企画課長 お答えいたします。 

 個別分野で様々取組、大学と連携をしておりますが、具体的な例を一つ申し上げますと、高

齢者の健康づくり、フレイル予防対策の部分で東京大学の高齢社会総合研究機構と連携協定を

結んで取組を進めているところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 そういった部分的な連携はあるということが確認できました。ちなみに

私、池之端地区に住んでいるんですけれども、東大がちょうどお隣というか、文京区ではある

んですけれど、裏にありまして、一度オファーいただいたことが、そういった地域との連携と

いうのは東大も模索しているらしくて、何か連携できませんかというものを持ちかけられたこ

とが町会としてありまして、もちろん町会として個別にそういう交渉をすることはいいんです

けれども、もし何か区外の大学からそういったオファーを受けた場合に、区と連携を図ろうと

思った場合には、どの辺とおつなぎすればよろしいんでしょうか。 

○委員長 企画課長。 

◎川田崇彰 企画課長 お話しいただくきっかけとしては、やはり個々の分野、個々の事業関

連でお話しいただくことが多くございますので、そういった場合、それぞれの所管課のほうで

まずは対応するような状況です。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ぜひもちろん区内の大学というのが連携の対象としては、すごくやりや

すいとは思うんですけれども、大学というのは、そもそも社会に開かれているものだと思いま

すし、区内外に限らず、広く連携を模索していきたいと思っております。そのための相談窓口

というのが、区内だと藝大しかないから文化振興課しかないとかだと、ちょっと相談しにくい

と思いましたので、お伺いしました。各担当部署におつなぎするということが分かりましたの

で、今後はそのようにしていきたいと思います。 

 この点については以上です。 

 あと次に行きたいと思います。222ページです。台東区産業振興事業団運営ですが、これの

小規模事業者等事業承継支援について伺います。昨年度決算特別委員会の総括質問でも事業承

継についての件、取り上げました。こちら助成件数６件ということで、若干少なくは見えるん

ですけれども、具体的には何の助成なんでしょうか、教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 お答えいたします。 

 小規模事業者事業承継支援については、まず初めに、専門家との事業承継の計画を策定して

いただきまして、その計画に基づきまして、例えば設備の購入であったりとか老朽化の更新、
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機器の導入、そういったものをした場合、その経費を助成するものでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 助成金額などについてはいかがでしょうか。実績として上限まで支給す

ることが多いのかなどについても教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 決算年度においては、助成限度額50万円となってござ

います。実際に申請いただいた際には、対象経費がそれよりも多くなっていることがございま

して、令和７年度に関しては100万円に増額をしているところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。助成金額について拡充いただいたということで

したので、今後の活用に期待したいと思います。 

 この点についてなんですけれども、前回の総括質問では、事業承継についていろいろなトラ

ブル事例が散見されるので、そういった相談についても力を入れてくださいというふうにお伝

えしたいと思います。その後、相談の現況など、いかがでしょうか。課題など把握されている

ことがあったら併せて教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 事業承継に関する相談でございますが、廃業も含めまし

て決算年度は36件、５年度と比較して18件の増となってございます。相談の一例申し上げま

すと、資産評価で後継者が不在の場合の総論的な相談であったりとか、債務超過に伴い、廃業

された方の自己破産の手続に関する相談となってございまして、今お話のございましたＭ＆Ａ

に関するトラブルということは幸いなことにございませんでした。 

 次に、その課題でございますが、我々としては周知が何よりも重要と考えております。これ

までも専門コーディネーターが・・・訪問をやっておりましたが、それに加えて地域金融機関

にご協力をいただくなど、周知啓発に努めているところでございます。特に決算年度では委員

のご提案を踏まえまして、新たにチラシを作成し、なるべく選択肢の多い段階からご相談いた

だけるよう、表現にも工夫をしているところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。様々な工夫をしていただいていること、とって

もありがたく思います。これからもＭ＆Ａはまだまだ市場が活況だと思いますので、引き続き

支援に力を入れていただきたいと思います。 

 最後に、すみません、事業承継税制についても新しい制度で、その締切りが今年の春ぐらい

までだったかなということを指摘したと思うんですけれども、何かその後、質問とか相談など

ありましたでしょうか、すみません、ごめんなさい。相談というか、その税制自体が使いにく

いから、そもそもあまり申請がないというような話も聞いているんですけれど、何か情報があ

ったら教えてください。 
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○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 事業承継税制についてでございますが、ご相談の中で２

件扱ったことはございます。ただ、あくまでも制度の概要についてのお話のみとなっておりま

して、その２社とも顧問税理士がいらっしゃるとのことでしたので、具体的な支援にはつなが

っていない状況でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 承知しました。そういった、いろいろな事例を挙げていただいて、以前

も事業承継に関する調査をしていただいていると思うんですけれども、今後の活用に役立てて

いただけたらと思います。以上です。 

○委員長 次の質問。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 220ページの２番ですね、消費者保護育成、この中で消費者相談というと

ころがありますけれども、今、詐欺など、いろいろな形での被害に遭う方などが多いんじゃな

いかなというふうに思うんですけれども、今回も私のところに、要するに通信販売でお試しを

取ったと。そしたら、もうそれは要らないということで断ったにもかかわらず、５回にわたっ

て、最初2,400円だったものが５回目には１万8,000円になっていたということで、それで消

費者の、こちらのほうにご相談ということなんですけれど、このときに相手側もなかなか応じ

ずに、要するに消費者センターなどを通してやって、解約というんですかね。だから、本来で

したら、あれがありますよね、きちんと解約できるとか。こういうものが全然ついていないと

いうんですかね、そういうことに対応しない業者さんがいらっしゃるということなんですけれ

ど、この辺について相談をお受けしているということなので、おおよその相談内容とかをちょ

っと教えてください。これが私、こういうことがここでいいのかなって、ちょっと疑問に思い

ながら質問しましたけれど、以上です。お願いします。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 お答えいたします。 

 通信販売によるトラブルについてでございますけれども、令和６年度相談件数でまいります

と600件のご相談がございました。ただ、こちらのほうの通信販売につきましては、実際にテ

レビコマーシャルですとかインターネットの通販画面の下のところに、契約条項が書いてござ

いまして、それに伴って、その規約に沿って契約が結ばれているというところでございますの

で、注文する前に契約内容を確認していただいて、ご注文していただくよう注意喚起を進めて

いるところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。実際にこういう方というのは、何回もというのか、被害に

遭ってしまうということがあるのかなと。台東区としては、こんな「くらしのちえ」とかクー

リングオフの方法とか、いろいろな形で啓発とかされているということを、ちょっとこちらで
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も承知しているところではありますけれども、２番目の消費者生活支援での「くらしのちえ」

などをどのような形で活用して、どれぐらいの活用をされているんでしょうか。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 「くらしのちえ」の発行部数と配布先ということでご答弁さ

せていただきますと、町会回覧用といたしまして7,000部印刷しております。また、区有施設

用として3,000部印刷しておりまして、こちらの「くらしのちえ」のほうが２か月に１回発行

しておりますので、区有施設や区内の金融機関ですとか消費者団体などについて配布をさせて

いただいているところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 区としては随分として努力されているというふうに思うところですけれど、

やはり今、被害はもうどんどん拡大しているという形ですので、新たにやはりこれを超えてと

いうんですかね、被害をどのようにしたら減らせるかというのを何かご検討されているでしょ

うか。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 繰り返しになりますけれども、昔の知恵のような啓発用の周

知媒体ですとか、あと、暮らしに役立つ講座などについて、消費生活相談の利用についてお勧

めしているところでございます。機会あるごとに啓発のほうを進めていきたいと考えておりま

す。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 こういうことがあったら、何でしたっけ、いろいろ配信で、こういう詐欺

がありますから、ご注意くださいということなどの配信などもやられているというのも承知し

ているところです。区民というんですかね、私たち自身もやはりこういうことが多いから注意

しましょうって、いわゆるよく電話詐欺でも、お隣とというか、そこでとどまらずに必ず誰か

知っていると人と相談しましょうという、そういう身近なところで守り合うというのか、そう

いうことなどの啓発も併せてお願いしたいと思います。 

 ここは以上です。 

○委員長 じゃあ次…… 

          （「・・・・」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連じゃないでしょ。 

          （「関連じゃない」と呼ぶ者あり） 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 じゃあ田中委員。 

◆田中宏篤 委員 すみません、ちょっと２点通告させていただいているんですけれど、ちょ

っと反射的に住民税のふるさと納税のところを通告しちゃったんですけれど、それ歳入でしっ

かりやりましたので、ここではやらずに、225ページの大河ドラマ「べらぼう」活用推進につ
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いてお伺いします。文化振興費のところでもあったんですけれども、この年度については「べ

らぼう」関連が非常に目玉事業だったと思いますので、産業経済費についても質問させていた

だきます。ＢＥＡＭＳ ＪＡＰＡＮと連携した新商品開発でおよそ29品目、約1,500万円です

が、を投じましたけれども、この成果としてどういった形なのか、教えていただければと思い

ます。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えさせていただきます。 

 まず一番の成果として捉えておりますのが、参加した事業者が、株式会社ＢＥＡＭＳのバイ

ヤーの厳しい指摘、また、アドバイスなどを基に商品開発する苦労を体験できたというところ

を考えております。また、ふだん、なかなか関わることのありません、コンテンツ産業に関わ

って、結果として販路の拡大のチャンスを得られたことというところも成果として捉えている

とおりです。参加いたしました事業者からは、厳しい意見をいただいた、しかし、今では自分

たちにとって必要なご指摘をいただいたというような、前向きなお声をいただいているところ

でございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ありがとうございます。本当、商品開発について様々なノウハウを蓄積、

地元企業が蓄積することができて、非常に有意義で、さらに「べらぼう」の活用という意味で

も関連の商品がいっぱいできているような、非常に有意義な事業だったのかなというふうに振

り返りますけれども、今後、大河ドラマが今年いっぱいで終わってしまうんですが、すぐに関

心が100％、次の大河に移るというわけではなくて、余熱というか、熱って徐々に冷めていく

ので、この事業で開発した商品というのはまだ少しの間、活用の余地があるんではないのかな

と思っているんですけれども、この商品開発の在り方等々を含めて、ちょっと今後この事業で

行った経験・成果をどのように活用していこうとお考えなのか、ちょっとそのことについてお

聞かせいただければと思います。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 まず、本事業を通じまして開発された商品の活用につきましては、昨年12月のＢＥＡＭＳ 

ＪＡＰＡＮのテストマーケティングを始まりに、今年度につきましても鉄道駅での催事、また、

今月の17日から始めます上野エリアでのポップアップショップなどで、その商品のほうは活

用してまいりたいと思います。さらに本事業で培いましたバイヤーとのつながりだとか区内事

業者のつながりというところを今後の事業にいろいろ展開してまいりたいと思いますので、あ

らゆる機会を捉えまして、本事業で培った経験というところを生かしてまいりたいと考えてお

ります。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ありがとうございます。この事業に投じた金額、その部分の回収といいま
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すか、成果というのはしっかりと考えていただいているようで非常に期待しております。次の

大河ドラマが「豊臣兄弟！」でして、これ連携都市である長浜市が結構、実は主要な舞台とな

っておりまして、それで、それもあって文化・観光特別委員会で長浜市の視察を検討して、決

定しているんですけれども、せっかくの連携都市間における大河のリレーになりますんで、こ

の関係性を生かして、何かコラボするような工夫もしていただければと思います。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 何、質問、鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 いいですね。219は終わって、220ページですね、失礼しました。まず、私

の質問は、４番の雇用・就業支援であります。この年度の約78万円、ポケット労働法印刷費

等というのがありますけれども、具体的にポケット労働法の印刷物をどこに、どういうふうに

配っているのか、ちょっと教えてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 ポケット労働法につきましては1,200部作成しております。そのうち950部は新成人向けの

二十歳の集いで配付をしております。残りの部数につきましては、一般の方向けに産業振興課

の窓口、また、我々の主催のセミナー等で相談者やセミナーの参加者の方に配付しているとこ

ろでございます。 

○委員長 鈴木委員。成人の集いで配るというのはすごく重要なことで、これは共産党の区議

団が過去ずっと求め続けてきたそれが実績として配られるようになったというのを伺ってはい

ました。非常にいいことだと思うので、続けてほしいと思います。働く人が働く側の立場で労

働法を知っていることでトラブル回避ができる知識の一つになると思いますし、労働者側の相

談をよく私たち乗るんですけれども、裁判になったときに、やはり基になるのが労働法であっ

たり、労基法関連であったりというのがあるんですね。裁判だと、裁判の日程調整をというと、

相手側の弁護士がなかなか出てこないとか、日程調整がうまくいかないなんていう、そんな愚

痴の話も聞きますけれども、やはり知っておくことで未然にトラブルを防ぐということの一つ

になると思いますので、ぜひやっていただきたいんですけれども、例えば私これ提案なんです

けれども、このポケット労働法自体は冊子型で結構、まあまあ、ボリューム感あって、幅広く

内容が載っているものだという認識を持っているんですけれども、もっともっと簡易版を作っ

て、中学３年生、高校生になると、これからアルバイトを始めますから、高校生でアルバイト

向けになるような、本当に基本的なポケット労働法の冊子を作ったり、例えばそういう冊子を

基に、先日も出たように、上野の飲食店で働くような人たちにも、こういう法律があるんです

よ、知ってくださいねというのも含めてなるようなリーフレットなどを作って、アプローチか

けるべきだと思いますけれど、そういう検討というのはされたんでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 今現在、ポケット労働法以外の検討というところはしておりませ
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んが、今、委員からご提案ありました簡易版につきましては、今のポケット労働法からいろい

ろアレンジをしていく必要があるとは思いますので、どういった形のものができるかというと

ころを研究してまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ研究を一歩、二歩進めていただいて、区は、企業側を守るだけではなく

て、働く人たちを守れるような形を取っていただきたいなと思います。 

 それと、222ページの経営相談でちょっとお伺いをしますが、経営の中では先ほど内職の事

業、見直してもいいんじゃないかという意見ありましたけれども、やはり民間の企業に投げた

ときに、内職って、そんなにもともと利益が上がるようなものではなくて、民間企業にコマー

シャル料とか広告料とか出すよりも、台東区がこういうふうにやり続けてくれて、規模はもっ

と大きくなってくれるといいなと思いますけれど、区が絡んでいることで内職を発注する側も

安心だし、受ける側も区が絡んでいることで安心だという接点があるものだと思いますので、

ぜひ拡充を、どちらかというとしていただきたいなと思いながら、経営にお伺いしますけれど

も、この経営相談の中でインボイスについて相談というものがあったら少し教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 お答えいたします。 

 決算年度においてインボイスに関する相談でございますが、３件ございました。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 何か具体的にはインボイスのどんな内容など、教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 失礼いたしました。この３件の内容なんですけれども、

取引先から導入を求められたけれど、どうすればいいかなどの制度に関するものでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。インボイスに関しては、共産党区議団、相談を受けている中

で、やはりこの制度を導入しないと、相手の取引先からいろいろ言われてしまう、もしくは負

担が増えてしまうというので、導入したけれど、実際に税金を払うのには、借金して税金を払

わないと、もう店畳まなければいけないというね、そういう状況だという、ひどい状況を聞い

ています。インボイスそのものはもう中止を求めるべきだというふうに、私は思っております。

ぜひそういう相談にも丁寧に乗っていただきたいなと思います。 

 それと、もう一つ経営相談のところで、先ほどの保健福祉委員会で介護保険事業所が、事業

者とかが、区としては、赤字経営どうかの情報はつかんでいないよというふうに発言があった

んですけれども、介護保険事業所、ヘルパーであったり、高齢者施設も含めてだと思うんです

けれども、そういう事業所さんから経営に関しての相談というのには窓口としては開いている

のか、また、どういう相談があったのか、教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 
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◎久我洋介 文化産業観光部副参事 介護事業所からの相談実績でございますが、決算年度に

おいては開業、これから始めようとされる方から４件のご相談がございました。今年度におい

ては既にもう廃止をされている事業者から資金繰りに関して２件、あと助成金について１件の

ご相談をいただいているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。開業もやはり必要なことなので、やっていただきたいですし、

資金繰りの問題、資金貸付けとかいうものも含めて丁寧に乗っていただきたくって思うんです

けれども、例えばそういう介護事業所に対して、ちょっと特定な狭い領域で聞きますけれども、

そういう事業所に対して、事業団としては、こういう経営相談に乗れますよみたいなのを改め

てアプローチをかけるというのは可能なんですか。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 開業支援資金をご利用された事業者におきましては、専

門スタッフがアフターフォローを行っております。その中で具体的なお困り事があれば再度、

相談支援につなげ、また、何もない場合でも、商工相談の窓口だったりとか助成金制度につい

てご案内しているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ広く今は相談受けたところは、そういうふうに後追いもしているという

のは分かりましたけれども、その他の介護事業所に関しても継続的にやはり介護を展開してい

っていただきたい、提供していただきたいというのがありますので、もちろん介護保険上の不

備の部分は産業振興事業団では解決ができないのは分かりますけれども、その中から情報抽出

とかも含めてやっていただきたいなと思います。 

 （３）番の企業人材育成支援のところでお伺いをします。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 大きな声で。 

          （「すみません、関連です。失礼しました」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 すみません。関連させていただきます。 

 ちょっと鈴木委員の後で基本的なことでちょっと恐縮なんですが、こちらと同じところで、

この図があると思うんですけれど、こちらに令和４年、５年度には経営サポート相談という欄

があったんですが、その欄がなくなっているのはどうしてかというところで、こちらを見ます

と商工相談、もしかして、この商工相談のところに変えられているのかもしれないなとは思っ

たんですが、また、商工相談と専門コーディネーターの相談件数がそれぞれ倍近くに増えてお

ります。しかし、決算額は倍増しているというわけではなく、1,000万弱の増加でありますの

で、その辺りの理由をお聞かせください。 
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○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 委員ご指摘のとおり、令和５年度までコロナの影響で、

従来の商工相談とは別に経営サポート相談という名称で相談枠を拡充してまいりました。決算

年度において、その２つを統合したことによって実績が増えているということでございます。 

 次に、専門コーディネーターでございます。こちらは５年度と比較して約2.2倍の実績の増

となっておりますが、要因の一つは職員を１名増員したことで、それで決算額も増額となって

おります。また、もう一つの要因としては、アフターフォローの対象者が増えているというこ

とと考えてございます。商工相談の過去３年の実績を見ますと、年平均で1,100件ほどになっ

ておりまして、コロナ禍前から約３割の増となってございます。助成金についても、過去最多

の実績となってございます。そのような状況を受けて伴走支援体制強化図っているところでご

ざいますが、専門コーディネーターの訪問実績も増加しているということございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ３点の理由があったということで承知いたしました。これ、すごく相談件数

が増えているということなので、こちらの事業は、大変必要なものにニーズがある重要なもの

だなというふうに認識しております。相談される方に寄り添って、さらなる体制充実に期待し

ております。以上です。 

○委員長 鈴木委員、戻します。 

◆鈴木昇 委員 企業人材育成支援のこれという項目でいったらば、きっと職場環境向上とか

事業継承とか、その辺になるのかなと思うんですけれども、私、さきの委員会の中で正看護師、

准看護師さんの奨学金の話を伺いました。ちょっと委員会の中で答弁も聞き漏れてしまったの

で、後で聞いたんですけれど、区内の病院や診療所というのかな、そういうところで継続的に

勤めていけば一定免除になるという制度だというふうに伺いました。今の台東、そういう形で

奨学金を借りて大学や専門学校に行っている学生というのは一定いて、その奨学金の負担を軽

減するべきだと、日本共産党は国会でも求めているところではありますけれども、なかなか今

の政権下では進まないのが現状であります。やはり台東区としてできるところでいえば、台東

区内にある中小零細企業の人たちの採用したときに、奨学金が残っていたら、その奨学金の全

額を区が負担して返してあげればいいんだけれど、なかなかそこまでは踏み切れないだろうな

と思うんですけれど、例えば一部分だけでも、区が肩代わりして、中小企業に働きやすい環境

を整えてあげたいなというふうに私など思うんですけれども、制度的にそういう奨学金返還に

手助けをできるような制度そのものがあるのかどうか、ちょっと教えてください。 

○委員長 文化産業観光部副参事。 

◎久我洋介 文化産業観光部副参事 奨学金の返還支援ということでございますと、まず、東

京都が実施しておりました。特別区の中でも３区ほどで実施していると承知しております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。３区もやっているんですね。じゃあぜひ台東区も進めてもも
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らいたいなと思うんです。やはり台東区内の中小企業、本当に自分の事業を発展させていくの

に、新しい人材、若い人、入社してほしい。でも、なかなか賃金条件が合わないというので、

大手に行かれてしまう。でも、優秀な人材を確保して、これからの台東区、地場産業も含めて、

伸ばしていきたいって思っている中小企業の人たち、たくさんいますので、考えていただきた

いなというふうに思います。それこそ、先ほど障害者アートの問題とか商店街施策の問題とか

の一つでいえば、屋根のある商店街、佐竹商店街でもうたくさん企業入っていますし、商店も

いっぱいありますから、そういうところで障害者アーツをやったり、１か月間のお試し販売と

かも、障害者団体が店舗を借りてやれるような、そういうところも含めて、産業振興で地域を

盛り上げるというのが大切かなというふうに思いましたので、ぜひ個店舗も含めて産業振興、

頑張っていただきたいと思います。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。223ページの７番、商店街活性化アドバイザーにつ

いてお伺いいたします。こちらの事業は、商店街が抱える様々な問題に対し、アドバイザーが

適切な助言を行うことにより、商店街の再生や活力向上を図るものであると認識しております。

また、事業も大きく３つに分かれて、様々な内容があるというふうに認識しておりますが、こ

れ令和６年度ではどのような成果がありましたでしょうか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 商店街活性化アドバイザー事業の成果といたしましては、商店街との対話を通じまして現状

や課題などの実態把握とともに、中小企業診断士の指導、助言により新たなイベント事業の構

築だったり、また、他区の商店街との連携強化、さらに空き店舗の可視化や商店街ビジョンの

策定に向けた協議という、進めることにつながったことを成果として考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 様々な支援をしていただいているなと思いました。先ほどの家賃補助であっ

たり、アドバイザーとか本当にいろいろあるなって思っております。この中でも巡回相談事業

というものも行われておりますが、これではアドバイザーがそこの商店街に入って、またプラ

ス区の職員の方も一緒に入って、アドバイザーというのは中小企業診断士さんなんですけれど、

商店街をどうするかというふうにしているものなんですが、これもすごく需要があるなと思っ

ていまして、ここで私もちょっと思ったこととしまして、商店街の目的って様々だと思うんで

すよ。もうさらに発展させていこうというところもあれば、体制が変わったので、やり方さえ

も分からないから、その辺りからも手取り足取りというか、やってほしいというところもあり

ますし、そこで新しく来た中小企業診断士の方と商店街側で、何か本来言わなければいけない

こともちょっと遠慮してしまうとか、こんなこと聞いていいのかなとか、そういうことももし

かしたらあるかなというのも思いましたので、そういう意味では区の職員さんも一緒に入って
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いらっしゃるということで、なかなかちょっとプレッシャーかもしれないんですけれど、その

辺りの橋渡しというようなところもぜひやっていただきたいなと思います。商店街をこれから

も盛り上げていけるような支援を続けていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長 次の質問、どうぞ。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、じゃあ223ページの商店街振興対策全般についてちょっと確

認をしたいと思います。この年度における区内商店街の現状ですね、各商店街が抱えている、

共通する主な課題や問題点、また、それらに対する区のアドバイスについてちょっとお伺いし

たいと思います。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 この決算年度におきまして、近隣型商店街に対してアンケート調査を行いまして、それの結

果によりますと、商店街からは、来街者数は増加傾向にあるものの、売上げに結びつかない状

況だったり、また、後継者の不足、また、集客の核店舗が少ないといった課題が商店街から上

げられております。また、そういったものに対する区からのアドバイスといいますか、助言に

なりますが、それぞれの課題の解決に資するような、例えば助成メニュー活用の提案、また、

商店街活性化アドバイザー事業などによる専門家を活用した取組などを案内し、支援を行って

きたところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 後継者の問題というのは、やはりあれですよね、伝統工芸とか地場産業も

やはりそういった悩みが多いというのを聞いていますけれど、本当にそういう現状だというこ

とがよく理解できました。 

 今、様々、商店街施策を行っているんですけれど、この決算年度ですね、新たな商店街、振

興対策として行った事業について確認をしたいと思います。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 決算年度、令和６年度におきまして新たに取り組んだものといたしましては、223ページの

（７）にあります商店街活性化アドバイザー事業の中の巡回相談派遣となっております。この

巡回相談派遣につきましては、店舗の減少や集客などの根本的な課題につきまして、より重点

的な支援が求められていることを踏まえまして、先ほども答弁申し上げました中小企業診断士

と区職員とで商店街のほうに定期的に赴きまして、解決策の提案やその後のきめ細やかなフォ

ローなど支援を行う取組となっているところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 実際こういう形で、例えば大変だなって、本当に大変な商店街ってたくさ

んあると思うんですけれど、実際の幾つもの商店街さんがこういう形でお伺いに来られたと思
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うんですが、この２団体に判断された一応要件というか、条件というか、それについての確認

と、あと今後どうまた展開をしていくのか、ちょっとそれも確認させてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 決算年度におきまして、この２件につきましては事前に商店街か

らの要望を聞き取りまして、その商店街ごとの課題を解決がどういうふうにできるかというこ

とをあらかじめ書類をもって中小企業診断士の皆様と区とで審査のほうさせていただいて選定

したところであります。ただ、令和６年度は２件という実績なんですけれども、今年度の令和

７年度は４件を選定しておりまして、やはり事前に聞き取りの中で新たな課題だとか商店街ご

との様々な課題がございますので、そういったものに解決につなげればというところで事業の

ほう拡大したところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 選定内容については分かりました。 

 服部区長１期目のときに「躍進台東 新しい台東区」ということで元気な地域産業と商店街

の創造ということで５つの大きな政策があり、その一番初めにこの元気な地域産業と商店街の

創造ということでスタートしてもう早９年と、10年ぐらいたちますかね。もう本当に、そう

いう意味で、その頃の本当、商店街対策、また本当にいろいろと充実していたというふうに私

は認識をしております。そういう意味で、さらなるこの商店街をやはり盛り上げていく必要性

があるかなというふうに思うんですね。所管としてやはり今後この各商店街に対する様々な、

いろいろあると思うんですけれど、盛り上げていくためにどう今後動いていくのか、また12

番に法人商店街連合会支援とあります。この詳しい内容についてちょっとお披瀝いただきたい

と思います。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 まず１点目の今後どういうふうに動いていくかになりますが、令

和６年度末に策定いたしました産業振興ビジョンでありますＴＡＩＴＯ ＣＯＭＰＡＳＳの中

で記載いたしました、産業振興に関わる職員のスタンスといたしまして、どんどん動く、ニー

ズをつなぐ、少しだけおせっかいを、これを着実に体現をしながら、商店街の皆様との関わり

を一層深く持っていきたいと考えております。 

 そうした中で、意欲を持った商店街がやりたいこと、そういったことを実現できるよう助成

メニューの活用、また困り事への解決策というところを商店街と一緒になって考えていったり、

また商店街にとって行政が安心できる相談相手となるよう鋭意努めてまいりたいと考えており

ます。 

 また２点目、223ページの（12）にあります法人商店街連合会支援の詳しい内容なんですけ

れども、本事業につきましては、法人商店街の組織強化、また商店街活動の活性化を図るもの

で、内容は大きく２つございます。１つ目は商店街振興組合の決算分析となっておりまして、

成果説明書に記載のとおり、18の商店街振興組合の決算関係書類などを中小企業診断士に委

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－37－ 

託し、分析しているところです。２つ目は、法人商店街の指導・育成事業助成になりまして、

台東区商店街振興組合へその活動費の一部を補助しているところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 課長ね、少しだけおせっかいじゃなくて、大いにおせっかいしてください

よ。いろいろな意味で本当に安心できる相談相手としてやはりしっかりと大いにおせっかいし

てください。 

 それと、今、法人商店街の連合会支援の件をちょっと確認させていただきましたが、台東区

の商店街連合会ですね、ちょっとこの現状について、ちょっと伺いたいなと思っています。ち

ょっとあまり、最近どうなのかな、見えないなというところが私はあるので、ちょっと教えて

ください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 台東区商店街連合会の現状につきまして、まず、会員商店街数に

なりますが、現在43団体が加入しております。本年10月現在、区内には106の商店街がござい

まして、台東区商店街連合会の加入率につきましては、先ほどの43団体の数字としては

40.5％となっている状況です。 

 また、活動内容につきましては、共同売出し事業の実施、また会員向けの講演会などの実施

を行っている状況でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 今現在、43団体ということなんですが、これ団体数が減少していないで

すか。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 ここ数年は特にコロナ禍を挟みまして減少傾向が続いております。

小坂委員おっしゃるとおり、数年前はもう少し団体の数は多かったところでございますが、今

現在は43団体という状況になっているところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 課題ですね、これどう捉えているのか、また今後どうこうした、いわゆる

商店街対策を行う上で大切なパートナーですね、そういう意味でどうこれから対応していくの

か伺いたいと思います。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 まず課題としてなんですけれども、加盟をしていない商店街から

は、台東区商店街連合会に対しまして、例えば商店街ごとの会計だったり、補助金の申請など

の事務のサポート、また商店街同士のつながりを醸成して商店街を盛り上げられないかという

ふうに、そういうことができる台東区商店街連合会についての期待の声はいただいているとこ

ろでございます。ただそういった期待に応えられていないところが現状でございますので、こ

うしたところを課題として捉えまして、台東区としても台東区商店街連合会としても共通認識
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をしているところでございます。またそうしたところの対応になりますけれども、現在、台東

区商店街連合会で今後のビジョンの検討を始めるというふうに伺っているところでございます。

台東区といたしましては、台東区商店街連合会の活性化が図れますよう、まずはそのビジョン

の策定を始めまして、今後の効果的な活動に対しての助言を引き続き行うなど、その活動を積

極的に支援していきたいと考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 よく理解しました。新たなビジョンを作成し、これから活性化のために頑

張るということなので、しっかりとやはり所管も連携を今まで以上に図っていただいて、バッ

クアップしていただきたいなと思います。本当にやはり一緒になってこの台東区の商店街振興

対策をさらに盛り上げていただきたいと思いますので、強く要望します。以上です。 

○委員長 次の質問どうぞ。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 221ページの産業振興推進の（８）産業振興計画の策定について伺います。 

 この令和６年度はＴＡＩＴＯ ＣＯＭＰＡＳＳをつくりまして、無事令和７年、今年度です

ね、進め始めたと思うんですけれども、これ計画としては10年間の計画で、財政をやってい

ても計画、なかなか見通しが立たない世の中でＴＰＰとかもそうですし、関税もそうですし、

靴、地場産業だと関割ＴＱがだんだん減っていく中でとか、なかなか難しい時代だなと思うん

ですけれども、中小企業の景況を見ると、卸売はちょっといいんですけれども、ほかはなかな

か厳しい状況が続いているようなこともありました。その中でこの産業振興計画を策定し、ど

のように今後進めていくのか、教えてください。 

○委員長 産業振興課長。 

◎三澤一樹 産業振興課長 お答えいたします。 

 変化の激しい産業の動きに対応するために、まずは産業振興に携わる職員が事業者などの状

況を理解いたしまして、スピード感を持って事業を実施する必要があるというふうに考えてお

ります。ＴＡＩＴＯ ＣＯＭＰＡＳＳに掲げましたアクションの中で、例えば同士とつながる

だとか、あと地域資源を生かす、また経営を強くするみたいなところを体現する事業者の取組

を応援するために、特に今年度につきましては中小企業グループ地域力向上支援だったり、異

業種交流商品ブラッシュアップ支援事業などを実施しているところでございます。今後も業界

団体、また関係者で構成いたします会議体だったり、区と産業振興事業団で実施しております

各事業の参加者の事業者の皆様からご意見、また要望を聞きながら、必要な取組というところ

を事業に反映していきたいというふうに考えております。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 ありがとうございます。やはり時代が変わっていく中で、やはり、何ていう

のかな、全部、一から十まで全部、ゼロから十まで全部手伝うってなかなかできない中で、や

り方を教えるとか一緒に考えていくというのは大事で、そのための仲間だと思いますので、ぜ
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ひ頑張っていただけたらなと思います。 

 総括するかどうか悩んでおります。以上です。 

○委員長 以上をもって、本款についての審議を終了させていただきます。 

 本款について、仮決定いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本款について仮決定いたします。 

 理事者が席を交代しますので、少々お待ちください。 

          （理事者、席を交代） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 土木費については、項ごとに審議いたします。 

 第１項、土木管理費について、ご審議願います。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。 

 230ページの６番、自動車等駐車場運営の（１）番、雷門地下駐車場運営についてです。先

月、三重県で記録的な大雨により四日市市の地下駐車場は、地下２階部分も含め浸水し、何と

274台が浸水被害に遭ってしまいました。台東区の話に戻りますが、本区における地下駐車場

は上野と雷門の２か所にありますが、豪雨などの際は現状どのように対応していますでしょう

か。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 お答えをいたします。 

 上野中央通り地下駐車場につきましては、地上入出庫口、階段に止水板のご用意がございま

す。エレベーターにつきましては土のうの対応となっております。もう１点でございますが、

雷門地下駐車場につきましては、地上入出庫口、階段、エレベーターともに土のうの配置とな

っております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 雷門は両方とも土のうということで承知いたしました。雷門の地下駐車場に

ついて、今後は土のうから例えば止水板に切り替えるような予定はありますでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 雷門地下駐車場につきましては既に止水板の設置ができないかと

いう検討を開始したところでございます。具体的な現地調査を行いまして、物理的な設置の可

否も含めて今後検討してまいります。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。最近では止水板、止水板は本当に最近では耐久性であっ

たり耐久年数が優れていて、かつ軽いという非常に魅力的なものも出てきておりますので、こ

の件についてはぜひ検討を進めていただけますよう要望させていただきます。以上です。 
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○委員長 次、質問よろしいでしょうか。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 228ページの自転車対策全般でお聞きしたいんですけれども、来年４月

から自転車も交通反則通告制度、いわゆる青切符が始まりますよね。16歳以上の違反には反

則金の処理が可能になってしまうということで、区内で多い違反の類型、例えば信号無視です

とか、歩行者妨害ですとか、注視などと、あとホットスポット、よくそういうところで起こっ

ているよという場所がどこで、どのような重点対策を講じていらっしゃるか教えていただけま

すか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 区内で起こる違反の大きな類型でございますが、まず、交差点で

の安全進行違反、ちょっと分かりやすく言いますと、歩行者が優先などの優先関係を無視した

り、あと、交差点をすぐに停止できる速度で通過していないなどでございます。それから安全

不確認、これは左右前後の確認が不十分で見落としがあるなど、あとは、委員からお話があっ

たように一時停止不停止や信号無視などでございます。 

 また、交通事故の多発地点につきましては警視庁が公開をしておりまして、区内におきまし

ては谷中地域を除いて区内に広く分布をしている状況でございます。やや多いところは江戸通

り、蔵前橋通り、以上でございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 ちなみに重点対策は何かやっていますでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 今年度でございますが、自転車活用推進計画を策定する予定でご

ざいます。その中の柱の一つとして、現状を守るというものを策定していく予定でございまし

て、警察と連携しながら様々な交通安全の啓発等に取り組んでまいりたいと、そのように考え

ております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 昨年11月から自転車のながらスマホですとか酒気帯び運転への罰則が

強化されていると思うんですね。来年の青切符開始と合わせて周知と、あと現場の抑制をどう

進めていく予定でしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 区内小・中学校への啓発のほか、区民を対象とした自転車安全講

習会などの講習も行っておりますが、先日、交通安全のつどいでスタントマンによる事故再現

の中で、いわゆる青切符に対する、逆走ですとか、そういったものも取り入れさせていただき

ました。非常に分かりやすくて心に刺さると思いましたので、そういった手法を効果的に今後

も取り入れていきたいと考えております。 

○委員長 岡田委員。 
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◆岡田勇一郎 委員 台東区というのは本当に自転車の利用の多いまちだと私も認識していま

して、それに加えてＬＵＵＰのようなものも増えてきていて、車と自転車と歩行者がどう共存

するかというのは結構重要なポイントになってくるのかなというふうに思っています。令和８

年の９月から生活道路の法定速度も原則30キロに全部合わせられるはずなんですけれど、歩

行者、それから自転車優先の設計に向けて、幹線道路以外のヒヤリ・ハット交差点とか、あと

はゾーン30、ゾーン30プラスとのその整合性とか、そういった部分の、デザインの更新も含

めてどう進めていくか、教えていただけますでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ２点ございまして、まず、ゾーン30や30プラスなどの規制に関

しまして、現時点で区内の警察署から具体な相談はございませんが、相談がございましたら警

察と協議を行いながら適切に対応してまいりたいと考えております。 

 もう１点は、今年度、先ほど答弁した自転車活用推進計画の中で自転車通行区間の整備とい

うものを行ってまいりますので、その中でナビマークの整備とかも併せて進めてまいりたいと、

そのように考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 主要な幹線道路とか国道、都道などは徐々に進んでいますけれど、やは

り区道ってかなり距離が多いじゃないですか。ですから全ての整備に相当時間かかると思うん

ですけれども、自転車走行環境の指針の作成とかそういったものを進めながら、ぜひその青切

符導入で事故の処理が迅速化される一方、区として、ごめんなさい、ちょっと読む場所間違え

ちゃった、すみません。珍しいことやっちゃいました、すみません。多いまちであるので、そ

ういう自転車レーン整備や走行空間の確保はしっかりとやっていっていただきたいなというふ

うに思っています。 

 都条例で対人の賠償保険責任の義務、加入義務が進んでいますけれども、青切符の導入で事

故の処理とかが迅速になる一方、賠償未加入の生活不安も懸念されると思います。区として未

加入者ゼロとヘルメット着用の促進などをどう進めていく予定でしょうかね。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 まず、保険の加入につきましてはＴＳマーク取得助成ですね、こ

ちらは自転車の安全点検もセットになりますが、こういったものを促進しまして、保険の加入

率というものを上げていきたいと、そのように考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、もう拝野委員がしっかりと進めてくれたこのＴＳマーク取

得助成、これが効果を発揮するということが大切な部分だと思っておりますので、自転車の

様々、ルールが変わったりとかそういったものを、やはり区民の皆さんがちゃんと周知しない

と、特に私たち世代より年が上の方々というのは自転車がもう何か当たり前のものになってい

て、手足のように使っていると思うんですね。そういった意味で、手足にどれだけ規制がかか
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っているかということをしっかり周知することが大切だと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長 続けて…… 

          （「すみません、関連で質問していいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 すみません、通告していなかったんですが、今、自転車計画の話が出ま

したので、１点だけ要望させていただきます。 

 私、上野地区に住んでいまして、この期間、度々アピールしていますけれど、浅草に自転車

で行こうとするときにどうしても駅を超えなければいけないんですよ、上野駅を。そこの自転

車の動線というのが非常に、周りにからも聞くんですけれども、悪くて、この後ちょっと質問

しようと思っているんですけれど、アメ横など通ることもあるんですけれど、あそこはあそこ

で混んでいたりとか、春日通りもちょっと危なかったりとか、上野駅越そうとする、あそこ自

転車レーンが途中でなくなってしまって、どこ通っていいのか分かんなくなってしまうんです

ね。最近上野駅でちょっと工事しているので、もしかしたら何か造るのかなって期待していた

りするんですけれど、計画はつくるときにはそういった区民の自転車の動線とかも意識しなが

らどこのルートを通ったら、推奨ルートというんですかね、いいのかとか、であれば推奨ルー

トについては自転車レーンをちゃんと設けるとか、そういった工夫をしていただきたいなと要

望だけさせていただきます。 

○委員長 要望でよろしいですね。 

          （「ちょっと関連して・・・・」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 関連して伺います。これ、ちょっと通告していないんですけれど、自転車

関連なのでここでやらせていただきます。 

 230ページの放置自転車対策についてなんですけれども……。 

          （発言する者あり） 

◆田中宏篤 委員 そうか、自転車……。じゃあちょっと別でやります。別でやります、いい

です、大丈夫です。ごめんなさい。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 じゃあ、ここで昼食時となりましたので、ここで休憩いたしたいと思います。午後

は１時から再開いたしますので、よろしくお願いします。 

          午後 ０時０１分休憩 

          午後 ０時５９分再開 

○委員長 ただいまから、決算特別委員会を再開いたします。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－43－ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 引き続き、第１項、土木管理費について、ご審議願います。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 引き続きまして、231ページお願いします。観光バス駐車対策です。観

光バスの駐車対策は、台東区は本当に台東区モデルを実施していただいていて、大変高く評価

をさせていただいているところではあるんですけれども、やはりコロナ明けてからのこの観光

需要の回復が物すごいスピードであるのも事実でありまして、その結果、やはり観光バスの違

法駐車や停車による交通渋滞だったりとか環境の負荷が再び課題になっているのかなと認識し

ています。服部区長も区長会で要望を出していただきまして、それが都のほうに提出をされた

ということも確認をさせていただいているのは本当にありがたいなというふうに思っておりま

す。区長の粘り強い姿勢があったからこそだと高く評価をさせていただきます。 

 そこで、区は、今、観光バス駐車対策を現状でどのように位置づけで、令和６年度はどのよ

うな取組をしたか確認をさせていただけますか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 本定例会の交通対策地区整備特別委員会でご答弁した内容と重な

らないようにご答弁をいたしますと、特に誘導警備業務委託の増強を行いました。具体的には

監視員の増と誘導員の増を実施しまして、駐車場や乗降場周辺の安全確保に努めました。１点、

特徴的なデータがありまして、監視員の指導件数が増加をしていまして、令和６年度に前年は

１日当たり3.6回の指導回数だったものが8.9回に増加しているという状況でございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、本当にそのように取組をして、その監視員の方も意識が向

いているのか、もうそういう、言わざるを得ない状況なのかというところもあるとは思うんで

すけれども、意識がそちらに向いているということはありがたいなと思っています。現状、特

に浅草周辺が目につくんではないかなと、多分ここにいらっしゃる委員も皆さんそう思ってい

ると思うんですけれども、浅草寺とか浅草寺の裏っ側辺りですかね、かなりのバスが長時間道

路に停車しているということも散見されていまして、見ているとやはり歩行者とか自転車との

交差が大変危険だなという声がありまして、区として今、短時間で乗降スペースの整備とか誘

導策をやっていただいていますけれども、現場での安全確保という部分で、二度と事故を起こ

さないでいただきたいという気持ちから、その安全の確保をどう考えていらっしゃるかをお示

しいただけますか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 台東区の場合ですと結構場所の制限がございまして、例えば京都

モデルのような、ショットガン方式と申しますが、乗降場が混まないようにバスプールを別に

設けるという方式でございますが、なかなかそういった方法も取れないというところがござい

ます。したがいまして、先ほどの答弁とも重なるところがございますが、人がしっかりと見る
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というところが最も確実かと思っておりますので、今後も引き続き増強に向けて対応していき

たいと、そのように考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、人を増やしていただくというのは一つの対策としては重要

かなと思っています。今のいる方々の人々の数より、やはり目が増えると安全にはすごく、安

全性高くなると思いますので、ぜひそこは進めていただきたいと思っています。 

 観光バスの駐車場って、もう整備は区の財政負担はかなり大きいじゃないですか。もう単独

では難しいのかなと私自身思っていまして、区長のほうから都や国に要望を出していただいて

いますけれども、それとともに民間の駐車場ですとかバス会社、あとは隣の区みたいなところ

で、どことは言いませんが隣の区とかに共同事業のモデル実施みたいのを知っていって、ほう

がいいんじゃないかなと思っているんですけれど、そういった柔軟な仕組みづくりに対してど

ういう姿勢を持っていらっしゃるかと、今後の方向性を教えていただけると。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ただいまの委員のご発言のとおり、正直、台東区内の土地だけで

は難しい点は非常に大きいかと思います。具体的に検討するという答弁はなかなか難しいとこ

ろはございますが、委員のご提案含めて考えていきたいと思います。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 心強いご意見ありがとうございます。ぜひ、その前向きな課長の気持ち

があれば実現可能だと思っておりますので、観光の振興と生活の環境の両立というのはもう本

当に台東区の課題でありながら、やはり区民の安寧が重要だと思いますので、単に駐車場整備

するだけじゃなくて、ずっと私、今回言い続けていますけれど、滞在の回遊性の向上も含めて、

歩いて歩く、降りて歩く観光への誘導だったりとかそういうのも含めて、スマートシティの視

点を取り入れることがこれから必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上

です。 

          （「すみません、関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ちょっとほぼ岡田委員がおっしゃっていただいた意見、ほぼほぼ自分も同

意している中で、もう自分が言いたいこともある程度含めて言ってくれたんですけれど、ちょ

っと１点だけ、周辺、その昇降所だけじゃなくて周辺のところですごくずっと止めているとい

うケース、先ほど岡田委員からの発言もあったんですけれど、これは結構やはり非常に深刻な

のかなと、いろいろなところ、スポットができているので、今までも一回そこ強化して、注意

して、改善されて、またしばらくたったらそうなるといういたちごっこで、これもう対処って、

しばらくは、当面の短期的な対処としてはそこをしっかり強化するしかないと思っていますの

で、ぜひまた引き続きよろしくお願いします。以上です。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－45－ 

          （「関連でよろしいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長 新しく、関連。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 お願いします。通告していましたので、観光バスという項目で質問する

んですけれど、私からは白タク対策について伺いたいと思います。項目がなかったので、こち

らで失礼いたします。 

 以前、別の委員会でも対応について質問があったとは記憶しているんですけれど、改めて令

和６年はどのような取組をされているのか、また現状の認識について、白タク問題に関する認

識についてお伺いいたします。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 順序が逆になります、まず現状の認識から答弁させていただきま

す。 

 浅草地区を特に中心で無許可で旅客運送車ですね、いわゆる白タクと思われる車が増加して

いるということは認識をしておりまして、特に最近ですと恐らく緑ナンバーをつけているもの

が多いんではないかと思われます。しかしながら、区には道路交通法による取締りの軽減も、

いわゆる旅客運送車の許認可に対する権限も有していないので、例えば白タクかもしれないと

事情聴取したいと血が騒ぐことはあるんですが、実際に、権限はありませんので、声をかけて

調査するというのもなかなか難しい状況でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 一応聞くんですが、道路管理者としてやはりターミナル駅とかに怪しそ

うな車が、しかも大きい車が止まっていて、それこそ幹線道路などが塞がれていて自転車が通

れないみたいなことが結構あるんですけれども、それ道路管理者として注意するということは

できたりしないんでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 駐停車している車両については、原則、交通管理者の所管になり

ます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 そうですと、やはり区には権限は難しいという答弁になるんだなと思い

ました。いずれにしましてもこの問題大変、最近新しく浮上してきた大変大きな問題だと思っ

ております。区としてできることは少ないのかもしれませんけれども、まずは現状、実態の把

握に努めていただいて、白タクと思われると先ほども答弁でありましたけれども、まずは実施

どうなのかと、警察ですとか、あるいは東京都とか国とも連携しながら、まず実態把握に努め

ていただいて、対応をご検討いただきたいと思います。以上です。 

○委員長 次、質問どうぞ。 

 小坂委員。 
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◆小坂義久 委員 230ページの放置自転車対策についてお伺いいたします。 

 この成果説明書では自転車一時保管所が６か所という形になっていますが、たしか今年の１

月ぐらいからかな、６か所あった保管所は清川と上野桜木の２か所で管理していると思います。

現在ホームページの確認すると、違法自転車対策としての保管所は清川のみとたしかホームペ

ージには記載されているんですが、上野桜木の保管所はどうされたのか、ちょっとまずそこを

確認したいと思います。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ホームページの記載につきましては引取りに来ていただく場所を

表示させていただいているもので、直近ですと自転車移送業務の輸送効率を上げるために一番

収容台数の多い清川保管所を中心に集約しているという点がございます。上野桜木の保管所に

つきましては、以前よりも台数が減少しているものの、廃棄ですとか再利用の自転車を置かせ

ていただいている状況でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 じゃあ、廃棄、再利用が主に上野桜木に保管されていると、よく分かりま

した。その再利用の、ついてのこの決算年度、台数とその額について教えていただけますか。

それと、その額はどこを見ればいいのか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 恐縮ですが、項目と併せてご答弁させていただきます。 

 台数につきましては230ページ、今のページの放置自転車対策の項目に記載している表の中

の売却台数でございまして1,748台、決算額は歳入になりますので96ページですね、諸収入の

30番、自転車売払代金の707万2,917円、以上でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 承知いたしました。例えばほかの保管所ですね、今戸は今ちょっと工事中

ということで、たしか令和８年度いっぱいまでなのか、使用不可。千束は令和８年の12月ま

で使用不可という状況だと思うんですけれど、入谷と根岸の状況についてお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 質問にはなかったんですけれど、千束につきましては千束保健福

祉センターの工事の時期がずれ込んでおりますので、令和９年度の再開を予定しております。

根岸につきましては、こちらは200台と収容台数が少ないので、今、廃棄や再利用のストック

ヤードとして使っております。入谷に関しましても同様でございまして、こちらも規模は小さ

いものでございますので、廃棄や再利用のストックヤードとして利用しております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました。清川、今、清川保管所ですね、この二丁目プロジェクトが

順調に動き出した場合、この清川保管所の今後は、展開について、どうするのか。 
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○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 清川の自転車保管所は廃止とすることを予定しております。その

際には、先ほどの話にもありましたが、千束と今戸が再開をしているという見込みでございま

すので、分散して管理をしたいと、そのように考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 じゃあ、最後です。今の清川廃止、プロジェクトが順調に動き出した場合

は廃止して千束と今戸のほうにというふうな、今、答弁をお伺いいたしましたが、そうなると

ほかの保管所について、例えば用途変更など考えてみてはいかがと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 本年の10月から、ちょうど今月からでございますが、総合自転

車対策の事業開始しておりまして、土日も含めた放置自転車の撤去というのをしばらく力を入

れていきたいと考えております。そうしますと一時期的に撤去の自転車の台数が増えるという

こともございますので、年間の撤去台数というのは徐々に現象はしているものの、まだまだ自

転車保管所として使いたいと思っております。ただ、将来的に保管所の需要が減少した際には

その他の用途についても考えていきたいと、そのように考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 承知しました。よろしくお願いします。 

○委員長 ほかの質問、どう…… 

          （発言する者あり） 

○委員長 関連。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 通告も出していますので、ちょっと関連で入らせていただきますけれど

も、今、課長がおっしゃったように10月１日から放置自転車対策の強化ということで、365日

24時間体制のコールセンター設置を始めていただいて、早速、上野ではもう効果が出ていま

す。昨日も地元の方から写真が送られてきて、５日と７日に撤去をしてくれて、写真まで送っ

てくれたんですけれど、今おっしゃっていた清川の保管場所の地図までちゃんと貼ってくれて、

非常に、持っていかれちゃった方も悔しい思いをするんでしょうけれども、これだったら迅速

に誘導できるのかなというふうに思っています。 

 ちょっと交通安全というところで話をさせていただくんですけれども、最近やはり繁華街に

お買物とか飲食をされる方というのは結構近隣の方が多いんで、ちゃんと自転車駐輪場に止め

てくれる方というのは多いんですけれども、最近よく目立つのは、先週もちょっと大阪でニュ

ースになっていましたけれども、モペットと言われるいわゆるフル電動自転車ですね、アクセ

ルはついているんですけれども、ほぼ電動で走るみたいな、そのモペットが急増しているなと

いうふうに思うんです。いろいろまちを見ていても、そのモペット乗っている方たちというの
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は、住民というよりはどちらかというと従業員のほうが多いかなというふうに思っていて、上

野の繁華街の中でもそのモペットを置いて仕事をされているのかお買物しているのか分からな

いですけれども、非常に増えてきました。まちをこう歩いていても、そのモペット自体は今回

というか、今、区が力を入れている放置自転車対策の対象にはなるんでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 お答えいたします。 

 区が撤去して、できるものについては電動アシスト自転車でございまして、具体なお話をさ

せていただきますと、電動アシスト自転車はペダルをこがないと前に進まないもので、アシス

ト機能は26キロまでのものでございます。一方でモペットというのはこがなくても、ペダル

がついていてもこがなくても進むものでございまして、そちらは条例上、対象外となります。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 そうなんですよね、対象外ということで、要は原付、簡単に言ったら原

付なんですよね。そうすると今度は警察の範疇になってくると思うんです。駐車違反の区域で

あれば駐車違反の取締りをしてもらうというふうに求めなければいけないんですけれど、その、

先週大阪で書類送検された事例というのは、モペットなんだけれども免許は不要ですといって

販売をしちゃって書類送検されたんですよね。実際に今、インターネットでモペットって検索

するとばあって出てくるんですけれど、時速は何キロまで出ますとか書いていないのが多いん

ですよ。実はモペット風というのもあるんですよね。モペット風電動アシスト自転車というの

もあって、何か町なかを見ていると、もう明らかにタイヤも太いし、大きなライトをつけてい

るし、スピード出ているんだけれどナンバープレートがついていないのをよく見ます。多分皆

さんも見ると思うんですけれど、あれは完全に、改造しているのか分からないですけれども、

モペットなのにちゃんと、本来だったら保険も加入しなければいけないし、原付と同様な整備

をしなければいけないのにしていないで違法で走っているのか、それともそのモペット風の自

転車を購入してスピードが出るように改造しているのか、ちょっと分からないですけれど、そ

の辺やはり、例えばじゃあモペット風の、タイヤが太いモペット風の電動アシスト自転車だっ

たらば持っていけるんですか。いわゆる放置自転車、移送できるのかどうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 一番厳しいご質問いただいたと思っておりまして、先ほどの見分

けの仕方というところをお話しさせていただいたと思うんですが、委員のおっしゃるとおり最

近ですとモペット風のデザインの電動アシスト自転車というのもございまして、現場の撤去の

際に、実はそれ、走らないと見分けがつかないというところがありまして、移送する際にそれ

は撤去していいのかどうかということで迷うことはあるという方向はよく受けております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 すごい難しいですよね。それ以外にも今いろいろな乗り物が出てきて、

つい先日も、ちょっとごめんなさい、メーカーを忘れちゃったんですけれどもフル電動自転車、
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だけれど20キロ以下のやつが出てきたりとか、今こうやって台東区、思い切った放置自転車

対策を進めているのに、やはりモペットとかそれに似たものが、警察もやはり違法駐車として

今度しっかり取り締まってもらわないと、台東区が放置自転車対策で移送の頻度を上げている

のに、モペットだけが町なかにいろいろなところにあり続けるという状況はつくりたくないな

と思っているんで、これはしっかり上野警察とも連携をしてモペット対策をしっかり進めてい

っていただくように要望させていただきます。以上です。 

○委員長 次。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 すみません、放置自転車対策について、放置自転車対策の側面もあるので、

ここでちょっとシェアサイクルについてやらせていただきます。 

 この決算年度において、自転車活用推進計画の策定に向けての基礎調査が行われていて、令

和６年12月末時点のシェアサイクルのポート数とか利用状況についてはいろいろ調査いただ

いて報告いただいているんですけれども、この年度全体、年度末の状況というのはどんな状態

でしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 令和６年度の決算時点で３社合計のポート数は140ポートを超え

ておりまして、年度末時点で146ポートでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 12月時点から１ポート増えたということだと思うんですけれど、その後、

現状の状況ってどうですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 令和７年度のポート数の推移については、現時点ではまだ報告を

受けていないところでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ありがとうございます。利用回数については、12月末時点で50万5,800幾

つだったかと思うんですけれど、その後、年度を通して、もし報告が上がっていれば教えてく

ださい。 

◎清水良登 交通対策課長 すみません、後ほど答弁させていただきます。 

◆田中宏篤 委員 かしこまりました。 

 まさにこれ自転車活用推進計画、今、策定中で、４定である程度、中間のまとめの報告があ

るというふうに認識しているんですけれど、現時点での検討状況でいいので、シェアサイクル

の位置づけとか方向性についてちょっと、可能であれば、お話しできることがあれば教えてく

ださい。 
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○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 今年度策定をいたします自転車活用推進計画の策定におきまして、

現時点でシェアサイクルの事業を計画事業として位置づけまして、今、試行期間となっている

ものを本格実施に移行することをただいま検討しているところでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました、ありがとうございます。すごくちょっと楽しみになってき

ました。 

 放置自転車対策についてなんですけれど、やはり区内の自転車保有数、絶対数を減らすとい

うことはやはり非常に有効だと思っていて、根本的な解決という意味ではシェアサイクルには

大いに期待しているところなんですけれども、ただ同時に、今、中村委員からの質問等あった

んですけれど、やはりラストワンマイルの交通手段というのはいろいろなものが出てきていて、

そういったところもトータルで含めてラストワンマイルの交通手段をどういうふうに整備して

いくかという視点の中でのシェアサイクルの位置づけだと思っているんですね。やはりそこの

整備というのは今後の放置自転車対策の流れの中では非常に重要だと思いますので、ぜひ自転

車活用推進計画の中間のまとめ、楽しみにしていますので、ぜひ期待したいと思いますが、多

分先ほどの数字が出てきたと思うんで。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 利用回数でございますが、65万4.045回でございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 すみません、３か月、前回の報告で50万だったのが65万ということで、

３か月ですごくやはり増えているんですね。やはりいろいろここって活用の余地はあるのかな

と思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 ほかにご質問ありますか。ほかの質問。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ３点お伺いします。今、電動モビリティとかの話が出たので、まずその

話をしたいと思います。 

 228ページの２番、交通安全のところなんですけれども、今ほかの委員からも言葉が出まし

たモペットとか、あと電動キックボードとかについて、本当に最近よく見る機会が多いんです

けれども、区内における電動モビリティ関係、そういった新しい交通手段の事故件数と、また

苦情件数を教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 お答えをいたします。 

 区内の件数については公表されておりませんで、交通対策白書で公表されている数字でお答

えをいたします。まず電動キックボードですね、特定小型原動機付自転車につきましては事故

件数338件、死者１名、負傷者350名、続きまして、ペダル付電動バイク、俗に言うモペット
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でございますが事故68件、以上でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 この白書というのは東京都の数字ということですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 国の数字でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 台東区単体での数字は、出そうと思ったら何か手段はないんですかね。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ただいま公表されている所管ごとの数字がないので、そちらにつ

いては今後情報収集をしたいと考えております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 そうですね、台東区非常にこういったモビリティが多いということは先

ほどの質疑でも確認できましたので、独自にそういった件数を調査することにも意義があると

思います。前回の予算委員会だったかな、要望させていただきましたけれど、そういった台東

区の交通安全白書などのいろいろな自転車の事故件数だとか期待されている案がございますけ

れど、こういった新しいモビリティについても今後そういった記載を検討いただきたいと思う

んですけれども、何かそんなお考えがあるかどうか、もし答えられたら。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ただいまにつきましてはいわゆる事故全体、それから自転車の事

故というものを中心に掲載していると思いますが、白書で取り上げているとおり国も注目して

いるところでございますので、記載については検討したいと考えております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 じゃあ、次の質問に移りたいと思います。229ページの自転車駐車場運営です。これも毎度

質問させていただいているんですけれども、現在、令和７年になって新しく予算がついて、そ

の放置自転車の対策をやっていただいていることは大変評価しております。一方で、放置自転

車を対策するんであれば、同時に駐車場も整備してほしいなと思うところでして、以前から予

防させていただいているとおり、なかなか地下だとか駅から少し歩くような駐輪場が活用でき

ていないという現状があるかなと思います。そのうちの一つの御徒町駅南口の駐輪場なんです

けれども、以前の委員会でもちょっと指摘しましたが、その値段帯がほかの近くにある駐輪場

と比べて無料時間がなかったりだとか、ちょっと１時間当たりの金額が高かったりというのが

あったと思うんですけれど、その後、何か調査とか改善の研究ってされておりますでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 木村委員から情報提供いただいた多分にあって答弁としては恐縮

でございますが、近隣の駐輪場と御徒町駅南口駅前広場の駐車場を比較した場合に、１日の駐
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車料金で例えば松坂屋さんは100円、吉池は150円、区の駐車場は150円となっております。一

番違うところは、先ほどご発言あったとおりで無料時間の設定でございまして、松坂屋、吉池

が３時間無料、区のほうは無料時間の設定はないという状況でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 状況についてはよく分かりましたので、ちょっと、もうちょっと考えて

いただきたいなと要望だけいたします。 

 その上で駐車場一般についてですけれども、再三になるんですが、御徒町駅など本当にきれ

いになったなと思って、放置自転車自体は目に見えて減りましたが、その分、コーンとかバリ

ケードは同じ自転車が止まっていた場所にあるわけですね。それで、最初はそこのバリケード

のさらにこちら側に自転車が止まったりしていたんですけれど、それはなくなったと思ってい

ます。ただ、バリケードは残ってしまうわけで、あれはいつまでやるのかなと、また、再三に

なりますが、ああいったバリケードやるんだったら、もういっそそこに自転車置ける場所をつ

くってほしいと、そういったお声も多くございます。この辺りについてはいかがでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 実はバリケードについては結構お声をいただく機会がございます。

まず自転車置場の設定につきましては、これまでのご答弁とも重なるところはあるんですが、

道路や広場については基本的には通行の支障になるものでございますので、自転車を置く場所

自体は道路区域外に原則設けたいと考えております。バリケードにつきましては、先ほど答弁

ございましたが、総合自転車対策、10月からスタートしておりまして、放置自転車の対策に

力を入れてまいりますので、その実情を見ながら、次第にバリケードの撤去を試みたいと思っ

ておりますので、何とぞご理解を賜れば恐縮でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 今、過渡期ですので、致し方ない部分もあるとは承知しております。１

点だけ、平置きというか、地上の道路に置けるような駐輪場についてなんですけれども、以前

の課長ですけれども、答弁のときにそういった地上の駐輪場を設けてしまうと、そこを利用し

てくれる人はいいんだけれども、結局その周りが違法駐輪になってしまって増殖してしまうか

ら、そういうのは造りませんというようなご答弁されていたかと思います。それについてなん

ですが、一応反論というか意見としましては、やはり自転車置きたくなる場所というのがある

んですよね。それより少ないポート数だとやはり増殖してしまうけれども、一定、増殖できる

場所というのは何となく決まっているようなものでして、例えばＲＯＸの周りだって別に通れ

ないほど自転車が置かれるかといったら実際そうじゃなかったり、あの辺違法なんですけれど、

違法も一定の、車が一応通れるぐらいみたいな感じで置かれていたりするんですよね。いっそ

そこを全部ポートにしたら、もうそこは増殖しないんじゃないかなという気も私としてはする

ので、引き続きご検討いただきたいと思います。この件については以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－53－ 

◆木村佐知子 委員 最後に。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 232ページの11番、道路監察について伺います。 

 先ほどもちょっと質問の中で言ったんですけれども、上野のいわゆるアメ横、上野四丁目、

六丁目辺りの、ちょうどその上野から浅草に行くときには私にとってはすごく大事な、私とい

うかあの辺の人にとってはすごく大事な交通の要衝でもある細い道路とかがあるんですけれど、

そこが立ち飲み屋さんとか、あとはシーシャ屋さんとかいろいろな店が立ち並んでいて、非常

ににぎわいのある地域でもありまして、そこはもともと狭かったんですけれど、コロナのとき

は若干空いていましたが、その後さらに何かコロナ前より狭くなったなと思うことが最近増え

ました。どういうことかいうと、看板とか、あとは椅子、テーブル、立ち飲み屋さんのですね、

立ち飲み屋なんだけれど椅子とかテーブルがあるんですけれど、が道路沿いにあると、それで、

そこが、もちろんああいう場所ですから、繁華街ですし、そういったものも含めてアメ横とか

いう地域の文化と言ってしまったらそういう、分からないではないんですけれど、明らかにち

ょっとやり過ぎだなというぐらい最近せり出しているように感じます。この辺りについて、現

状認識はいかがでしょうか。 

○委員長 道路管理課長。 

◎三宅哲郎 道路管理課長 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、アメ横において道路上に看板やテーブル、椅子などを許可なく不法占

用されている件については区としても認識をしております。区の対策といたしましては、地元

商店街と所轄警察署と共に合同パトロールを毎月２回程度実施しております。その際に違反と

なる物件を発見した場合には、お店の方とお話をさせていただき、通行に支障のない状態にす

るように指導を行っております。また、電話やメールにより通報の連絡も入りますので、毎日

午前、午後の２回、景観指導員による現場確認と指導を行っております。区による指導を行い

ますと、ほとんどの場合で応じてくれることが多いのですが、一定期間が経過すると元の状態

に戻ってしまうということが多いということも認識しております。引き続き、地元商店街や警

察署と連携して対応してまいります。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 そうですね、あともう１点だけ伺いたいんですが、この件について、あ

そこが通れないという苦情とか、あとは何か事故とか起こったりしていないかどうかだけ教え

てください。 

○委員長 道路管理課長。 

◎三宅哲郎 道路管理課長 区におきましても、アメ横が狭くて通りづらいという苦情や意見

というのは通報として入ってきております。その都度、景観指導員による是正指導を行ってお

ります。また、所轄警察署である上野警察署にも同様の通報や苦情が入っているものと認識し

ております。先ほど委員がおっしゃっていたトラブルのような事例というのは、例えば狭くて
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ぶつかったとか、そういったところについては区のほうには入ってきていない状況でございま

す。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 引き続きちょっと警察とも連携していただきたいと思うんですが、この

件は総括でやらせていただきたいと思います。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 記憶を思い返すと、2020年４月６日ですよね、緊急事態宣言があって、

あれから本当に上野のまちは自分は47年間住んでいて、こんな絵は見たことないなという衝

撃を受けた、あれが２か月ぐらい続いたわけです。その間はほぼ上野の、今、木村委員が言っ

ていたのは四丁目と六丁目、あとは二丁目も入るでしょうけれども、あの辺を指しているんで

しょうけれども、ほぼ99％、100％近いお店が営業自粛をして、２か月間耐えたわけです。そ

の後、今度６月のたしか中旬ぐらいに国交省のほうから、いわゆるコロナの感染拡大を防ぎな

がらも営業を再開しようという社会の流れになってきてコロナ占用特例、いわゆるテラス支援

が始まりました。そのテラス支援というのはちょっと、今考えてみれば雑なやり方だったなと

いうふうに思うんですね。あれは国交省がそういう営業のスタイル、新しい生活スタイルをや

っていこうということだったんですけれども、なかなかその申請とか許可のあれがスムーズに

なかなか、本来は商店街が一括で占用するスタイルだったと思うんですけれども、商店街に申

請が来たところ、手挙げで申請が来たところの飲食店には、ある一定条件のルールを守った、

守ったもらった上でテラス営業していてもらったわけですけれども、それがずっとしばらく続

いて、たしか３回か４回ぐらい延長されて、テラス支援が終了したのは、私の記憶だと、すみ

ません、ちょっと議事録が間違っているかな、2023年の３月末ぐらいだったと思うんですよ、

たしか。2023年の３月末で終わったんですけれど、その後やはり国からは通知だけだったん

ですよね。もうこれからはしっかりとやはり道路占用許可を取って営業してくださいと、そう

いう通知は１通しか来なかった。だけれど、やはりコロナでみんな疲弊していた中で、上野の

お店というのはもう本当に店内すごく狭いですから、外で営業することでもう売上げも本当に

1.5倍とか２倍とか、そういうやはり頑張っていたわけですけれども、そういう営業スタイル

を一回してしまったのをなかなかすぐに元に戻すというのは大変なことだったんですよ。その

中でまた今度始まったのは、国がいわゆるそのまちのにぎわいの創出とか、新たな飲食店の営

業スタイルということで歩行者利便性増進道路、いわゆるほこみち制度、創設されてきたわけ

です。でもそれはやはりかなり条件も厳しくて、台東区は初めての事例になりましたけれど、

上野二丁目が…… 

          （「決算に戻して」と呼ぶ者あり） 

◆中村謙治郎 委員 決算に戻す。 
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          （「大丈夫だよ」「どんどんやってください」と呼ぶ者あり） 

◆中村謙治郎 委員 決算に戻す。 

          （「決算の中身」「決算の中身ですよ」と呼ぶ者あり） 

◆中村謙治郎 委員 なので、そういうことがあって、今じゃあ何が言いたいのかというと、

結局、今のそのひどい状態だという、収集がついていないというか統率が取れていないという

状態の中で、今、課長がおっしゃっていたように、今、商店街、町会、警察、台東区含めて、

やはり皆さんで今後のその上野の姿というのをどういうものにしていこうかというのを一生懸

命考えてやっているわけでしょ。例えば共同意見書みたいな、例えば暫定的な合意の下で、あ

る一定条件を守りながらそういったルールをつくっていく、台東区はもちろん不法に占用する

ということは認められないと思うけれども、だけれど、まちとか警察、台東区、皆さんで共同

で考えたものを、そういったものを後押しするということはできると思うんですよね、法的に。

そういう流れに今なっているということは一応、意見だけ申し上げておきます。以上。 

○委員長 意見でよろしいですか。はい。 

 ほかに質問、よろしいでしょうか。新しい質問ですか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第２項、道路橋梁費について、ご審議願います。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 こちら、２点お伺いいたします。まずは235ページ、１番の道路維持につい

てお伺いいたします。 

 こちらの事業には、一昨年、昨年には路面下空洞調査等委託料という項目がありました。し

かし今回のこちらの成果説明書には記載されておりませんが、しっかりと実施されているので

しょうか。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 お答えします。 

 路面下空洞調査は、令和６年度も実施しております。235ページの項番１、道路維持の表の

下５行目にございます、交通量調査等委託料に含まれております。これは決して意図的に隠し

ているわけではないんですが、今回、今年度、今回こういう形になってしまっております。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 すみません。調査内容でございますが、区道の陥没事故を未然に防止

するため、主要な幹線道路と歩道が設置されている道路の路面下の空洞の有無をレーダー探査

車を用いて調査をいたしました。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 書いていなかったんでちょっとどうなのかなと思ったんですけれど、しっか
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り実施されていて安心しました。こちらは、答弁にもありましたが、埼玉県の八潮市での陥没

事故もありましたので、そういうのもありましたので今まで以上に調査のほうは実施していた

だけているのでしょうか、また、さらにこれからしていく予定になっているのでしょうか、そ

の辺りもお伺いいたします。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 調査結果につきましては、11路線、延長18キロを調査しております。

52か所の以上箇所を検出しましたが、その後、より正確な位置や深度を測定する小型の探査

機とスコープを用いた２次調査を実施いたしまして、35か所の空洞が確認されました。この

35か所の空洞につきましては、空洞判明後、順次、原因調査から舗装復旧を実施いたしまし

て、令和７年７月に全て補修対応は完了してございます。 

 また、対象路線の延長というのが約50キロございますが、本調査は道路陥没による大事故

を未然に防ぐための非常に有効な調査であるため、これまでの年間約５キロの調査から、今年

度、令和７年度より約10キロに変更しまして、これまで以上に道路利用者の安全安心の確保

に努めてまいりたいと思っております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 年間５キロから10キロと倍になっているのはすごくすばらしいことだなと

思います。ぜひこれからもお願いいたします。こちらは以上で、次の、もう一つです。 

 237ページの３番です。３番の無電柱化推進についてお伺いいたします。 

 電柱の無電柱化は道路空間の有効活用や景観の向上だけでなく、災害時の防災機能の強化を

図るという観点からも非常に重要な事業であると考えます。しかし、こちらの事務事業評価シ

ートを見ますと、令和４年、５年、６年まで、目標実績ともに実施と記載されています。もう

少し詳しく知りたいので、令和６年度の実施内容と、また今後の予定についてもお聞かせくだ

さい。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 お答えします。現在、無電柱化の推進事業は、浅草一丁目と谷中三丁

目で行っておりますが、浅草一丁目においては電線共同構の設置に当たり支障となる電気、ガ

ス、水道の移設工事を行いました。電線共同構の本体の工事に着手しております。また、谷中

三丁目につきましては、当該路線で計画されている東京ガスや水道局等の専用企業者との調整

を行うとともに、詳細設計に必要な情報を整理するため、試掘調査工事を実施いたしました。

進捗につきましては、今年度、浅草一丁目は電線共同構の本体工事を引き続き施工いたします。

谷中三丁目は事業着手に向けて詳細設計を実施するものでございます。以上です。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ということは、これ、ここでの記載は実施というふうになっておりますが、

これ１つのところをするのにはかなり何年間もかかるというところで引き続き、データは令和

４年から６年までしかありませんが、ずっと継続しているということで、かつこれからの予定
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も、それが引き続くというような認識で合っていますでしょうか。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 委員おっしゃるとおりなんですけれども、浅草一丁目につきましては、

現在、電線共同構の工事の完成年度、これあくまで予定にはなりますが、令和12年度を予定

しております。また、谷中三丁目につきましては令和13年度を予定しております。以上です。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 分かりました。引き続きお願いします。以上です。 

○委員長 ほか、質問どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 道路橋梁、237ページ、大丈夫だね。 

○委員長 はい、大丈夫です。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 私道舗装助成でお伺いいたします。 

 私も何年間かこの成果説明書を見ている中で、私道舗装助成の中で事務用品購入しか書いて

いなかったのは実は初めてで、事前に伺ったら、この年度でなかったから、会計上、そういう

表記になったんだというのは分かりましたけれども、谷中地域とか根岸、やはりまだ私道がた

くさんあるエリアで、逆に区道のほうが少ないんじゃないかと思うぐらいのエリアであって、

私道舗装と、あと下水管も、私道の下に埋まっている下水管もまあまあ古いので、何か所か表

面が落ちちゃったらとか、土木に一時的な鉄板舗装をしてもらったとかいうので何度かお願い

をしたこともあるところでもあるんですけれども、今、私道舗装で、下水管の交換も含めて、

民間の中で進まない、なかなか進まないから多分、今回ゼロ件というのだと思うんですけれど、

課題は何にあるのか。例えば、私、過去提案したのは、距離の問題を少し短くしたらどうだろ

うか何ていう提案もさせていただきましたけれども、何か課題があって私道舗装が進まない、

もしくは私道舗装をする、付け替えるというのかな、も含めてやる必要がないからこういう状

況だった、何かそういうところがあったら教えてください。 

○委員長 土木課長。 

◎髙杉孝治 土木課長 お答えします。 

 私道助成は地元の方々からの申請に基づいて行うものでございますが、申請まで至らなかっ

た要員としましては、１つは、その当該私道全体でないと助成の対象にならないことが上げら

れると思います。２つ目は、当該私道の土地所有者と住民等の関係権利者全員の承諾が必要に

なります。３つ目は、排水施設を整備する場合、工事費の少なくとも10％が地元負担となる

ことが考えられます。それらの理由といたしましては、例えば私道はあくまで私有財産ですの

で、所有者の所有権の問題が発生するということがございます。無断で立ち入ると舗装や下水

管等に手をつけることはトラブルの原因にもなりますので、必ず関係権利者全員の承諾をいた

だくようにお願いしております。 
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 ２つ目は、排水施設を整備する場合の地元負担金ですが、排水施設は家庭からの生活排水を

公共下水まで流すものでありますので、個人の財産としての側面が非常に大きいことから、ご

負担をいただいております。 

 また、部分補修についてなんですけれども、権利関係だけでなく、一部分だけの補修ですと

その、例えば下水管、舗装もそうなんですけれど、１か所だけ直せばそこで済むというような

ケースというものはほとんど見受けられません。大体同じように傷んでいるので、どこか直す

とまた別のところが傷んでしまうというようなことも多くありますので、そういうことも理由

の一つとして上げられるかなと思っております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 細かく今教えていただいたことで、やはりその課題の抽出というのもしやす

くなっているのかなと思うんです。私がその相談を受けたときに、本当に表面の舗装だけであ

れば土木のやはりいわゆる通常の私道舗装だけで解決ができるのですけれども、やはり下水を

いじるとなると各家庭での自己負担分が結構な金額で重荷になってしまって二の足を踏んじゃ

うんだけれども、早くにやっとかないともうそろそろ下水管そのものも限界が来ている場所と

いうのもやはりたくさんあるというふうに歴代の土木の担当の方からお話は伺っています。確

かにその権利問題とか私有財産というところではあるんですけれども、下水というところでい

えば上水下水はやはりもうインフラの部分だというふうに思っているので、やはりそのインフ

ラ整備として、もちろん区は下水入替えのための補助金という大きなお金は出しますけれども、

やはりそのインフラ整備というところで考えていく必要があるのかなというふうに思っていま

す。かき氷屋さんから中華屋さんに抜ける道なども、もう本当に下水が限界なんだよというの

はもうずっと、前任の議員のときから話があって、でも中心になる人に声をかけても、その人

がずっと大きい件数、ｹﾞﾝﾎﾞ件数の同意と判こをもらえるかってすると、なかなか終わらない

というのがあったりして進まないとか、あとは古い土管が残ってしまっていて、それを撤去す

るだけでも相当な金額がかかってしまうのでそのままにせざるを得ない、なので車の出入りは

勘弁いただいて、人と自転車とぐらいにしてもらっていますという私道のところとか、それこ

そ区立保育園があるところの道ですけれど、そういうところも含めて、やはり公共性のある道

だという位置づけになるんであればそれなりの手だては取っていただきたいなというふうに思

って、私道についての質問は以上にしておきます。意見と。 

○委員長 以上ですね。 

          （「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第３項、河川費について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第４項、公園費について、ご審議願います。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 242ページの公園・児童遊園についてお伺いをさせていただきます。 

 すみません、今さらなんですけれど、確認をさせてください。公園の分類として、１、公園、

２、児童遊園、３、その他とございますが、何を基準の根拠としているのか教えてください。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 お答えします。 

 まず、公園は都市公園法、こちらに基づく条例により設置しております。次に児童遊園、こ

ちらは地方自治法に基づく条例により設定しております。本区ではおおむね500平米に満たな

いものを児童遊園としております。最後にその他ですが、こちらは暫定的な公園ということで、

要綱により管理を行っております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 その他のこのその他なんですが、たしか４つあるというふうに認識してお

ります。広徳公園ですね、それは何となく理解できます。そのほかの、例えば蔵前とか駒形公

園、これ立派な公園だなというふうに思うんですが、あと芋坂児童遊園ということで、なぜそ

の他扱い、これ要綱として、先ほどというの、ありましたけれど、なぜその他扱いなのかとい

う、ちょっとよく、もうちょっと詳しく教えてください。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 その他の公園につきましては、公園にすることを前提のその土地を無

償でお借りしております。その関係で返還の要求があった場合には速やかに返還する必要があ

ることから、暫定公園として管理しております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 これ土地を無償にお借りしているとあるんですが、これは誰から借りてい

るんですか。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 土地によって変わるんですけれども、例えば駒形公園、こちらのほう

は浅草寺さん、また国や都の土地をお借りしております。そのほか、蔵前公園であれば東京都

の下水道局であったり、広徳公園であれば広徳寺の土地が入ったりということでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 理解しました。もし言われたらもう返さなければならないということなん

ですが、もう結構かれこれ長いですよね、これ本当に返す要求はあるのかな。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 今、委員ご指摘のとおり、設置が大分、昭和の時代からあるものであ

ったり、直近でも平成18年ぐらいからというものですけれども、一応、契約上はそういう書
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類のやり取りをしておりますので、それに基づいて区として管理しております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました、契約上そういうことで、理解しました。 

 ちょっと最後に山谷堀広場ですね、これも公園が管理している、公園課が管理しているんで

すが、様々イベントを行っております。区のイベント等もあると思うんですが、これ決算年度、

どれぐらいイベントが行われたのか、ちょっとお聞きしたいと思うんですけれど。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 隅田公園の山谷堀広場ですが、こちら占用承認件数でお伝えさせてい

ただきます。令和６年度、この決算年度、23件でございまして、ほぼ週末の占用となってお

り、年間の週末の約45％が利用されているというような状況でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ありがとうございます。実はこの間、ある区民の方から、ちょっとお会い

したときに、山谷堀広場であるスポーツメーカーがイベントをやっていたんですね。こういう

の知っていますかというから、いやあ、私、知らなかったんですね、いや、知りません、こん

なのやっているんですかみたいな。例えばそういう、いわゆる区の公園なんで、公園施設なん

で、差し障りなかったら、差し障りない情報であれば、できたら教えていただきたいなという

ことを要望しながら総括、詳しくまたお聞きしますので、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかに。 

 本目委員。 

◆本目さよ 委員 244ページ、さわやかトイレ整備、公園トイレ改修が、この年度、５つの

公園のトイレが改修されているんですけれども、改修に当たって乳幼児連れの利用を想定した

設備がどの程度整備されているか、特にお着替えボードと呼ばれる足元によいしょとやって立

ったままおむつを替えさせるというボードの設置状況について、現時点での整備率だったりと

か、対応方針お聞かせください。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 ベビーチェアやおむつ交換台、こちらにつきましては、さわやかトイ

レ整備に当たり100％実施してございます。先ほどおっしゃったチェンジングボード、こちら

については現在２か所、２公園でのみの設置となってございます。その整備の方針につきまし

て、さわやかトイレ整備方針もございますが、区の定めた幼児の子育て支援環境整備ガイドラ

イン、こういうものも定められている中で、施設課さんのほうとも相談しながら今、決めてい

るような状況でございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 昨年度の５つの公園の中で２つはチェンジングボードがされているという

ことですけれど、もしそうだとしても、そうじゃなかったとしても、５つの２つだった、もし

くはゼロ個だったという状況だとしたら、なぜそんな感じなのかなというところを聞きたいん
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ですが。 

○委員長 施設課長。 

◎五條俊明 施設課長 お答えします。 

 委員おっしゃられるフィッティングボードというんですか、着替え台につきましては、昨年

度、設置、整備しましたトイレの中ではつけてございませんと。先ほど公園課長が２施設ある

と言いましたのは、東盛公園のトイレと金杉公園のトイレとなってございます。 

 その整備の状況ですが、今まではだれでもトイレ、車椅子対応トイレにつきまして、簡易オ

ストメート等をつけてはございましたが、今、普通のオストメートをつけているところでござ

います。そうした中で、車椅子対応の空間を取ったりとかしますとなかなかちょっと、つける

場所がなかなか見いだせないということはございます。ただ、先ほど公園課長がおっしゃった

とおり、ベビーシートやおつむ替えシートにつきましては100％つけているところでございま

す。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 特に幼稚園に通わせている保護者の方、幼稚園児とかは幼稚園終わった後

に公園で遊ぶみたいなのが結構定番のパターンになっているというふうに聞いていまして、そ

うすると何が起こるかといったら、トイレトレーニングが終わった子供が、トイレに行きたい

っていったらすぐに行きたいんですよね。トイレの中に、おむつをはいていればそうですし、

下の子を連れていたらやはりそれを替えなければいけないみたいなところも出てくるときに、

１歳何か月までかな、普通のおむつ台は上に高くなっているので年齢制限があって、じゃあそ

れより大きいおむつ履いている子はどこで替えればいいんだろうみたいなところがあるので、

だからそのため、そういったところも含めて子育て支援環境整備ガイドラインを以前に提案し

て、コンビさんと子育て・若者支援課と施設課で一緒につくり上げていただいたと思うんです

けれど、何かそれあまり活用されていない感じですか、それともチェンジングボード、下にあ

るから、外にあるから清掃の問題とかでなかなか設置しづらいとか、その辺もあったりするん

ですかね。 

○委員長 施設課長。 

◎五條俊明 施設課長 なかなか公園トイレ、メンテナンス、今委員がおっしゃられたメンテ

ナンス等でなかなかつけづらいところはございます。ただ、建物等の中のトイレにつきまして

はできる限り、スペースがあればつけているところでございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひ、せっかくガイドラインつくったこともありますし、それは本当に必

要ないのかみたいなところも含めて、利用状況も含めてぜひ設置、そんなに大きなスペース要

らないと思いますので、設置できるところはしていくという方向をぜひお願いしたいと思いま

す。 

○委員長 トイレ。 
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 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 私、今、本目委員のほうから出されましたけれど、今、全体としてはこの

計画どれぐらいやるのか、昨年はどれぐらいやって、これから先どれぐらいやるのかとか、設

置の状況を、整備の状況を教えてください。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 公園トイレにおけるさわやかトイレの整備ということでお答えいたし

ます。 

 公園トイレ、全体で43か所ございますが、令和６年度末で26か所の整備が完了してござい

ます。公園トイレの整備済み箇所を全体で除した割合は60％となってございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 こういう中で、どこの地域とか、どこが終わっていないということが具体

的にあったら教えてほしいんですけれど。私のほうで見ていますと今戸公園のところが、ここ

までやってもらっていないんですよという方、いらしていらしたんですよね。だからそういう

こともちょっと含めて全体の状況、進捗、これからの進める状況を教えてください。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 今後整備する数や場所につきましては、現在作成中の新行政計画の中

で検討してまいりますが、この整備に当たっては実は古いトイレ、建築が古いトイレから順番

に今、行っているところでございます。先ほどおっしゃった今戸公園のトイレですけれども、

それより古い公園はまだかなりございまして、順番にやっておりますので、いましばらくお待

ちいただければと考えているところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 正直驚きました。今戸公園より古いところもあるんですね。 

 あともう一つ、今戸公園の、前回お聞きしたときに場所が狭い、全体の場所が狭いというこ

とで、今、本目委員が言われたそのチェアとか子供さんたちのためとか、そういうことも設置

したいというときの限界というのか、そういうこととかもあるのかと思うんですけれど、その

辺はどうでしょうね。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 先ほどご説明しました都市公園ということで……。区立公園は都市公

園に当たるものでして、都市公園法で建築面積というものが規制がございまして、公園面接の

２％までが建築物可能となっておりますので、どうしてもその公園を造る、公園の中のトイレ

ということで、その規模もどうしてもその公園に広さに応じた規模になってしまうというとこ

ろがございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。なかなか地域の皆さんたちの要望まで広がるということは

ちょっと今ないのかと思うと、ちょっと何かいい方法は、２階建てというわけにもいきません
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しということをちょっと考えました。あと、またそういう意味では整備、急いでいただけたら

ありがたいと思います。 

○委員長 公園費。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 私のほうは、242ページの（１）ですね、２番の（１）公遊園清掃にスポ

ットを当てて質問させていただきたいと思います。 

 先週だったかな、近所の公園の時計が止まりまして、そのことを早速お伝えしたら、すぐ翌

日には動いていただきました。ただその後、会う人、会う人にすごい勢いで言われるんですね。

お話を聞いたら公園課のほうにも数本の連絡があったということで、これだけ公園に関しては

地域の住民の方にとっては非常に親しみがあったり、あるいはそこにちょっと何か不具合があ

るとここまで気にされている方がいるんだなということを改めて認識をしました。公園課のホ

ームページのほうにもいろいろなルールですとか、あるいは今やっていることとか細かく書い

てあって、そして直接通報する、通報というか連絡するメールフォームみたいなのも整備され

ていて、非常にいろいろな取組、努力があると、あるいは関心も非常に高いのかなということ

を認識した上で、ちょっと残念なお話なんですが、最近やはりちょっと汚れがすごい目立つん

ですね。これ私がちょっと緑に注目しているからなのか、あるいはそれ以外の理由があるのか

なというふうにいろいろ考えていたんですが、最近の猛暑でやはり落葉が非常に、夏場も含め

て多いということがあります。それと、インバウンドの方たちの含めて人口も増えていますの

で、利用者がやはり以前に比べて増えているのかと思っています。そうすると相対的に何割の

方はごみをそのまま放置したりとか、そういう方も、割合も自然に増えてくるのかな、吸い殻

などもそうですね。 

 その上で、ほかの区とやはり比べてしまうんですね。一番皆さんよく比べるのは、浅草の地

域なんですが、リバーウォークを渡ると墨田区側には非常に整備されたきれいな公園がありま

す。あとは、近隣区でいっても中央区、千代田区、港区、この辺りの公園はすごい整備されて

いますよ。もう通っただけでもう違いが分かってしまう。それで、その辺りの中心部は仕方な

いよななんてどこかで思っていたんですが、最近、江戸川区とか足立区、江東区、あと最近、

選挙が近いんで葛飾もよく行くんですが、そういうエリアと比べてもやはり何か向こうのほう

がきれい、整備されているんですよね、手入れが。やはり台東区の公園はごみだけじゃなくて

雑草とか、あとつる性の植物が今年の夏はすごいいっぱい生えちゃったんですが、ああいうの

が本来の樹木とか低木に絡んでいて、そういうところもちょっと手当てはどうなのかなという

ことが目につくようになってきました。 

 それで、質問というか、最初お答えいただきたいんですが、清掃のこの清掃費や委託費あり

ますよね、その中で日々のいつもの清掃と、あとはその特別的な取組ってありますよね、特別

というのが、特別清掃、砂場をやったりとか、あれってどんな種類があって委託しているんで

したっけ。 
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○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 清掃の内容につきましては、まず広場清掃、また植え込み地の清掃が

ございます。そのほか、砂場の清掃、除草作業、またかん水作業やグレーチング清掃、またあ

とトイレの掃除が入っての委託になってございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 これは一括して同じ事業者に委託されているということでよろしいですよ

ね。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 一括での委託になっております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 それで、公園の清掃の方の現場もよく見るし、お話もするんですが、これ

が、砂場とか除草とかの作業というのが１日のルーチンの中に組み込まれているんですよ。そ

うすると、結局、別で特別なことやらなければいけないときは一般のそのふだんやっているこ

との時間が削られるだけだというんですよね。本来、多分、委託している趣旨としては、そこ

に別の人員を張りつけるぐらいのことで特別的に砂場をやったり、除草をやったりということ

をやっているはずなんでしょうが、そこがどうもうまくいっていない部分があるのかなという

ふうに思っています。 

 いろいろ申し上げましたが、こうした状況を踏まえると、どうも今のスタイルでの委託はそ

ろそろ限界を迎えているんじゃないかと思っています。これは委託業者とか現場の担当者の働

きが悪いという意味ではなくて、そもそものニーズが高まっている、あるいは周辺区は、恐ら

くですけれど、力を入れて予算を増やしてきれいにやっている、港区などはもうかん水の施設

がついていますよ、ホースが通って。だからそういうところを考えると、やはり、その委託業

者が悪い、現場の担当者が悪いとは、というところじゃない部分でのスタイルを新たに確立し

なければいけない時期に来ていると思うんですが、その点いかがでしょうか。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 清掃状況につきましては、公園を気持ちよく利用していただくために

も必要なことだと考えております。現在、写真つきで実施報告書で確認しているところではご

ざいますが、改めまして掃除業務委託の仕様を見直すとともに、抜き打ちでちょっと清掃状況

の確認を行うなど、まずはすぐできることからやって、取り組んでいきたいと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 例えば除草作業をやったとて、きっとその雑草とかがきれいになっている

はずじゃないですか。その辺りはその報告された写真を見なくても現場を見れば分かると思う

んですよね。そういったところも含めて、じゃどこに向かうのかですよね、多少の雑草あたり

は生えていてもいいのかなというほうに向かうのか、あるいは、その今、公園の官民連携があ

ったりとか、あとはボランティアとか地域の方たちが手入れている公園ってやはりきれいじゃ
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ないですか。ですから、そうした地域の皆さんの力をもっと取り入れていくという方向に向か

うのか、いずれにしろちょっと考えていただきたいなということを申し上げておきます。以上

です。 

○委員長 ほか。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今、青柳委員からあった公園の雑草問題は本当にそうだと思いますし、私、

広徳児童遊園の花が結構頻繁に植え替えられていて、きれいに植え替わっちゃったなって思う

と、少したったらまた業者さんが雑草抜きをしているんだけれども、その手前の役所側のＬ字

側溝のところには雑草がぼうぼうになっているって、やはり一体的にその地域見ていただける

ような方法を取っていただきたいなというふうに思います。 

 それで、私、234ページ、公園の補修関係でちょっとお伺いをしたいんですけれども、先ほ

ど芋坂…… 

          （「240か」と呼ぶ者あり） 

◆鈴木昇 委員 243ページの公園総務費、公園補修工事関係なんですけれど、失礼しました。

芋坂児童遊園の話、ちょっと小坂委員から出ましたけれども、あそこも多分、ＪＲなのかな、

お借りしている、借りているところなのかなと思っているんですけれど、でもあそこ、比較的

クローズな公園になっているので、小さい子供を連れていくのには結構使い勝手のいいところ

で、かつ電車がちょっと見えるので、電車の好きな子などもあそこで遊んでいたりするところ

なんですけれども、私、公園課には指摘をして、改善すべきだというのを言いましたけれど、

コンクリの土台が一部分残っていて、そこの周りにパイロンが立っていて、でもパイロンなの

で風が吹くと倒れちゃっていて、近所の方が取りあえず起こしてくれて、でもそのコンクリー

ト土台のところにはパイロンが回れていないというところがあって、そこのコンクリの土台は

やはり２センチから飛び出ているので、そこって危なくないですかというので公園課補修、公

園課で対応してもらえたらというんで通報を、相談はしましたけれど、例えばそういうところ、

パイロンを、一時はパイロンでいいかと思うんですけれど、そのパイロンだけだとどうしても

風で飛んでしまったりするので、そういうところには環境課とかと一緒に協力して花壇化をす

るとか、大きめのプランターを置いてそこは蹴つまずかないような対応をするとか、そういう

ので花で樹木を増やすというのできるんじゃないかなと思うんですけれど、そういうお考えは

ないですか。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 ご指摘いただいたとおり、強風でカラーコーンが飛んでしまうとかい

う場合もございますので、危険が生じた場所について、その場所や箇所に応じた対応を行って

いきたいと考えているところです。委員ご指摘のプランターにつきましては、その場所にもよ

るんですけれども、その危険箇所が不明瞭になることとか、設置条件が限られるため、その場

その場に合った対応を今後検討してまいりたいと考えております。 
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ、方法は、私の浅さはかな知恵だけだとそういう方法しか取れないです

けれど、プロフェッショナルの方の形を取っていただければよいのかなというふうに思ってい

ます。 

 また、今朝のニュースとかでもやっていましたけれども、台風シーズン含みなんですけれど、

これは要望です。樹木の倒木対策というのがやはり重要になっているんだというのも今朝のニ

ュース、やっていました。50年ぐらい前に一気に公園緑化を進めて、それが経年劣化でいろ

いろな何とか菌、ちょっと度忘れしちゃいましたけれど、菌が入って空洞化しちゃって倒木と

いうのが結構まとまってある公園もあるということでしたので、ぜひ、危険は私、木をそのま

ま切るということは反対ですけれども、やはり危険なものはそのままにしておけないので、そ

れは十分、樹木医さんと相談しながらチェックしてやっていただいて、区民の安全確保という

のはしていただきたいと要望として伝えておきます。以上です。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第５項、建築費について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第６項、都市整備費について、ご審議願います。 

 本目委員。 

◆本目さよ 委員 249ページ、公民連携まちづくりについて、以前、一般質問で住民参加の

ためのデジタルプラットフォームについて伺った際には、寺田部長から、時間に制約がある方

などを含め、より多くの方がまちづくりに参加するために有効であるとのご答弁をいただきま

したが、答弁から少し時間がたったんですけれども、実際にどのような形で検討や活用が進ん

でいるのか教えてください。 

○委員長 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、まちづくりにおいて地域のほうで多様な主体が意見交換を行う場が必

要だというふうに考えているところでございます。その中でやはり時間ですとか、場所ですと

か、こういう制約が意見交換ができる環境を整える中で必要なものだというふうに認識してい

るところでございます。この環境を整える手段して、ご提案いただいておりますデジタルプラ

ットフォームは非常に有効と考えてございまして、現在、特別区の他の動向として、複数の区

で自治体として使っているというのを確認しているところでございます。そのほか、デジタル

プラットフォームを運用している事業者とヒアリングを行うなど、現在、検討を行っていると

ころでございます。今後は住民の方がより参加しやすく開かれたまちづくりが実現できるよう
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に、さらに検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 暮らしの中からの意見を届けられる仕組みというのは地域の力を引き出す

土台にもなりますし、住民参加というのをより活性化させていく力にもなると思います。リア

ルとデジタルの両面で誰もが関われるまちづくりを進めていただきたいと思います。 

 そして、次、250ページ、北部地区まちづくり推進、リノベーション型まちづくりについて

伺います。 

 平成29年に私のほうからリノベーションまちづくりを提案してから、その前に小坂委員か

らも提案していただいていたんですけれども、区としても少しずつ制度化が進んで、今のリノ

ベーション型まちづくりにつながってきました。私自身、これまで産業建設委員会で和歌山市

視察したりとか、あと、紫波町のオガールも行かせてもらったり、また個人的にも草加市、熱

海なども訪れました。どの地域でも空き家や空き店舗を活用したリノベーションが通りの印象

をとても明るくしていて、まちの雰囲気全体として活性化しているなというふうに感じていま

す。 

 まず伺います、これまでのこのリノベーション型まちづくりについては、マッチングや事業

化の実績、どのような分野の事業が進んでいるのか、現状を教えてください。さらに、当初提

案した、私のほうで提案したリノベーションまちづくりと現在のリノベーション型まちづくり

とでは区としてどのように違いを整理しているのか、この「型」という言葉に込めた意味も含

めてお聞かせください。これ、令和３年度から始めていて、今年で５年目ですよねというとこ

ろもお願いします。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 お答えします。 

 マッチングの現状ですけれども、令和６年度に４件、今年度に１件、マッチングは成立して

おります。入居した事業者なんですけれども、花屋さん、ゲストハウス、伝統工芸品、こちら

着物の工房なんですけれども、あと映像クリエーターの事務所、あと今年度につきましてはカ

フェが入る予定となっております。 

 また、「型」という言葉に込めた意味なんですけれども、リノベーションまちづくりにつき

ましては、リノベーションスクールなどで事業者を育てることがメインとなっております。

我々が今使っているリノベーション型まちづくりは事業者の育成、こちらとともに物件所有者

や地域のアプローチも併せて行うなどの意味も込めて「型」というのをつけております。以上

です。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 北部地域、花屋さんなど一部、オープンしたなみたいなところはあるんで

すけれども、なかなかそれに続く動きが表立って見えないんですよね。でも一応５件マッチン

グしたということで、ただ事務所とかだと外からは何が変わったのかなみたいなのは分からな
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かったりはするので、ちなみに５年目なんですよね、きっと、５年目だということで進めます

けれども、後で違ったら教えてください。 

 その５年前とかを見たときに、簡易宿泊所だったりとか古い木造住宅とか、ここはリノベし

て使えるんじゃないかなみたいなところがあったはず、あった建物が、もう本当に最近、見る

見るうちに壊されて駐車場になりました、何か恐らくマンションが建つんだろうなみたいなと

ころ、大分大きな敷地だなみたいなところとかもどんどん、リノベーションで生かせたはずの

建物が失われていたりします。このままでは地域のストックそのものが減っていって、やりた

くても場所がない状況になりかねないなというふうに思っています。先ほど事業者を支援して

いる、事業者も支援している、でもまちづくりもしているみたいな話があったんですけれど、

事業者支援をどんな感じでしているんですかね、あまり何かちゃんと、何か、リノベーション

まちづくりのところでやっているようにリノベスクールでわっと期限を決めて事業計画つくる

ぞみたいな、そういうのはないように、気がするんですけれども、どんな感じで事業者支援や

っているんでしょうか。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 すみません、先ほどの、事業開始は令和３年度からというこ

とです。失礼いたしました。 

 事業者支援なんですけれども、北部でまちづくり始める際に、どんなものを、例えば今度の

カフェのところなんですけれども、当初、ギャラリーだけをやろうかなというふうに考えてい

たんですけれども、その際にいろいろアドバイスして、ギャラリーだけですと何をやっている

のか分からないので、１階に開かれたものをやったほうがいいんじゃないんですかというよう

なアドバイス等をして、カフェを一緒にやるということにもつながってきたりとかしておりま

す。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 アドバイスはしていただけるんですね。ただ、当初提案していたリノベス

クールとかだと、専門家が複数グループになって、本当に３日間で一気に事業計画立てるぞみ

たいな形で、期限があるからこそみんなやるみたいなのとか、あと、いろいろな地域からそう

いったところをやりたいという人たちが集まってきて、台東区内だけじゃなくて、それが本当

にスピード感があって変わっていくというのが特徴だと思うんです。 

 北部の小包集中局跡地のところも、もうお尻が見えてきたというか完成がいつだよみたいな

ところも見えてきた時点で、でも、何か４年か５年で５件ぐらいとなると、あと、じゃあ、残

りで５件ぐらいリノベ進みますかねというぐらいのスピード感として、ちょっと今もう、そろ

そろ焦らなければいけないんじゃないかと思うんですよ。なので、事業者支援のほうに力を入

れなければいけないと思うんですけれども、しかもうちの会派の委員からもありましたけれど

も、今こそまちづくりの方針明確にして、どんな用途でどんな地域にしたいのかみたいなのを

早急に定めた上で、民間が動きやすい環境を整える必要があると思うんですけれども、あと、
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さらに草加市とかだと、もっと狭い地域でエリアを決めているんですよね。北部っていっても

結構広い地域なので、端っこと端っこでリノベをやっても、面としての効果が全然得られない。

こちら行ったからこちら行ってみようとかじゃなくて、近所だからこことこことここ、ちょっ

と立ち寄ろうみたいなのが、それこそ草加とか熱海とかだとあるけれども、それの効果が検証、

発揮されづらい状況だと思うので、ぎゅっと圧縮して、さらに事業者支援をブーストして、早

急にもうリノベしてまちを変えていくよみたいなのが必要じゃないかと思うんですけれども、

その辺いかがでしょうか。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 お答えします。リノベーション型まちづくり、委員おっしゃ

るとおり、このままのペースですとなかなか進んでいかないというのは、我々も認識しており

ますので、様々な手段を考えて、産業振興課とかいろいろなところと連携しながら、まず進め

たいと考えております。 

 あと、重点的に進めていくエリア、こちらにつきましても重要と考えておりますので、例え

ば商店街を中心にしていくとか、清川二丁目プロジェクトのあちらから広げていくとか、そう

いう形で進めていきたいと考えております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひ、リノベスクールだと、卒業した人たちが事業化もするけれども、さ

らに家守と呼ばれる人たち、リノベするまちづくりの担い手である家守会社も複数生まれて、

そこがまた民間でリノベを進めていってしてくれるというところがあるんですよね。なので、

そういったところも、家守ってちなみに江戸時代に不在の地主に代わって長屋を管理する人の

ことなんですけれども、それを現代に当てはめた、民間によるマネジメントの仕組みを現代に

よみがえらせたのが現代版の家守というふうに呼ばれていて、企業支援だとかまちを再生しよ

うという、そういった民間主導型のまちづくりをするためにすごい重要なキーワードというか、

キーマンなんですけれども、そういったところも育っていかなければいけないんじゃないかと

いうふうに思っています。 

 ぜひ、そういった人材育成の仕組みだったりとか、企業も含めて活性化していくというとこ

ろをやっていただきたいなと強くこれは要望して、早急に取組を希望します。以上です。 

○委員長 次、質問。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 私もここのところ、提案していたんですけれども、やはりこの間、リノベ

ーションまちづくりということでいろいろな学習会とか、何でしたっけ、あの参加型のまちづ

くり。 

          （「ワークショップ」と呼ぶ者あり） 

◆伊藤延子 委員 ワークショップ、恥ずかしい、ああだって。ワークショップなどは、皆さ

ん本当に楽しくというのか、やはりこういうふうにつくりたいとかいう希望も持って参加され
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たり、来た人もいて、これだと本当に先ほど本目委員が言われたように、かなりスピード感あ

って、できんのかなって思ったら、具体的に言うと、やはり財政的なことなどを含むのででき

ない。あとは、今住んでいるところをさっと、自分たちが、じゃあ、２階に行くかというと、

そういかないので、ちょっと空間をつくれない。やはり１階のところを使いたいとかも含めて

なのかなと思うんですね。 

 だから、その辺のご相談をぜひぜひ細かくしてほしいというのがあるんですけれど、私、そ

れに加えて、やはり明日とか、明日かな、要するに地域の皆さんたちが十分に楽しんだりでき

る、先ほどカフェの話もありましたけれど、これらが高齢者とかどんな方でもが使えるような

カフェなども含めた形でやってほしい。いわゆる福祉型の部分もここに入れてほしいと思って

いるんですよね。それを数年前にこちらで提案したときは、これはいわゆる産業、今回はまち

づくりのほうになっていて、ここの担当が替わりますよね。最初のあれは空き家対策で産業関

係の方がやっていて、今回はまちづくりということだと地域整備課がやってという形になるの

で、本当にそのまち全体を復活というか、いわゆるリノベーション化するんだということでは、

先ほど事業所も入った、店舗って言ったけれど、事業所も入っているということであれば、そ

ういう福祉系の事業所などにも呼びかけてやっていただくという展開はいかがでしょうか。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 お答えします。リノベーションまちづくりに関しましては、

我々、地域整備第二課のほうで最初から進めている事業です。 

 今回、北部エリアにつきまして、空き店舗というのが多いので、そういったところをいかに

埋めていくかというのが一番のミッションだと思っていますので、一応、いろいろなもの、カ

フェとかオープンなものというのが入ってくれればもちろんいいんですけれども、やはり来て

いただくもの、入っていただくことというのを第一優先に考えて、マッチング等も取り組んで

おりますので、委員おっしゃる福祉という部分についても、もちろん入っていただけるんであ

れば入ってきていただきたいということでは考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今、そうですね、そういう意味で高齢者も含めて、また、障害者の施設な

ども含めて必要だというところはありますので、それぞれの課とも相談しながら、ぜひとも前

に進めていっていただきたいというふうに思います。 

○委員長 関連、普通に。いいですか、普通の。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。関連ではないんですけれど、ちょうどこれの（３）

番になりますね。13番、北部地区まちづくり推進の（３）番の旧東京北部小包集中局跡地に

ついて伺います。 

 現在、この場所、先ほど小坂委員のところでも、自転車の一時保管所になっておりますが、

この場所での観光バスの一時駐車場としての活用もされておりますが、こちら、清川二丁目プ
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ロジェクトが実際始まった際に、この観光バスの一時駐車場としての機能はどのように扱われ

る予定になっておりますでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 お答えをいたします。プロジェクトの推進に伴いまして、清川観

光バス駐車場につきましては、一時使用不可となる予定でございます。 

 その間の仮設駐車場につきましては、現在検討中という状況でございまして、詳細は決まり

次第、所管の委員会でご報告をさせていただきたいと考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 検討中、承知いたしました。結構、これはどうするかというのはすごく問題

にも、いろいろなところで議論も委員会とかでも聞いておりますし、ただ、やはりこの場所の

問題もありますので、なかなか難しいところでありますが、検討を進めていただきますようよ

ろしくお願いします。 

○委員長 次。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 249の７番、鶯谷駅周辺まちづくり検討でお伺いします。よろしいでしょ

うか。 

 鶯谷周辺まちづくりの機運醸成を図ってきていたと思いますが、ここに来て、鶯谷公園アー

バンファーミング、都市農園の社会実験を行うこととなったわけで、いよいよ先日、地元幼稚

園の園児たちに混じって、種まきに参加してきました。11月の野菜収穫、待ち遠しいですが、

今後、どのようにこの事業を継続していくのか教えてください。 

○委員長 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 お答えいたします。委員、今お話しいただきました鶯谷公園です

が、これまでも機運醸成を図ってきたところでございます。 

 今年度、今いただきましたようにアーバンファーミングの社会実験を行ってございまして、

アーバンファーミングの場所を地域の皆様がコミュニケーションを図る場としてご活用いただ

きまして、鶯谷駅周辺のまちづくりとして考えていただき、機運醸成がさらに図られるように、

今後も引き続き継続して、社会実験等々を進めてまいりたいと思ってございます。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 すみません、ちょっと決算になじまなかったようで反省しております。申

し訳ありません。 

 これは社会実験の成功をぜひ果たしたいなと思っていまして、地域でも一緒に育てていこう

と思っています。以上です。 

○委員長 次、質問どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 249ページ、11番、上野地区まちづくりについて伺います。 
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 先日の予算でも質問したんですけれども、そうですね、決算になじまなかったら申し訳あり

ません。そのときも要望したんですが、まちづくりについていろいろな利害関係者、地域の商

店会とか町会とかの意見を集約しているところと承知しておりますけれども、多様な意見をよ

り聴取していただくようにお願いしたところでして、先ほど本目委員からも、そういったオン

ラインなどを活用して、今まで意見をなかなか捉えられなかった層にも波及できないかという

ような、まちづくりＤＸの話もあったところですし、ご検討いただいているんじゃないかと思

いますが、検討状況を伺いたいと思います。 

○委員長 地域整備第一課長。 

◎長廣成彦 地域整備第一課長 お答えいたします。区では、中央通りやパンダ橋の社会実験

時などの機会を捉えまして、広報たいとうやホームページ、ＳＮＳのほか、町会や関係団体と

の情報共有ですとか、多様な主体へのアンケートなどによりまして、情報発信や地域の方々の

意見集約に取り組んでおります。 

 また、現在なんですけれども、まちづくり活動の下支えや多様な主体の参画促進を目的とい

たしまして、地域の方々ですとか民間事業者、区などから成ります公民連携体制の構築に向け

た検討を行っております。 

 その中で幅広い方々の意見やアイデアを共有する仕組みについても検討しておるところでご

ざいます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 この件については、引き続き注視してまいりたいと思います。 

 また、先ほどのアメ横周辺の交通の件に関しましても、まちづくり全体を含めた検討が必要

だと思っておりますので、この件は総括をいたします。以上です。 

○委員長 ほか、新たな質問。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 まちづくりというのは時間は本当にかかるので、先ほど、本目委員から５年

で５件と言われると、それはテンポ的にはいつどうなってしまうんだろうと。５年目で立ち消

えになってしまうんじゃないかとちょっと不安なところはありますけれども、北部は活性化し

て住みやすいまちであり続けてほしいと思うので、ぜひ、まちづくりの先輩である三課にも協

力をあおってもらえればいいなというふうに思った次第でもございます。 

 私、お伺いしたのが、251ページの14番、谷中地区まちづくり推進でございます。 

 この間、所管委員会でもずっとやり取りをしているんですけれども、すぺーす小倉屋さんや

遺贈地は、地域の方もやはり久しぶりの区が前面に出て、かつ自分たちでもいろいろな意見が

言えるグループディスカッションもやっていただいているところなので、すごく楽しみで、か

ついい場所をつくってもらえるんだというふうに、地域の方はお話をされておりましたけれど

も、まず、沿道というところでお伺いをしますけれども、先ほど、土木課長からレーダー探査

によって、穴とかアスファルトの下の状況とか見たとかいう話ありましたけれども、やはり地
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域整備第三課と土木と連絡を取り合って、情報を三課に集約しているとかって、そういうのと

いうのはあるんでしょうか、教えてください。 

○委員長 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 お答えいたします。各地域で起こった出来事に関しまして、

施設管理者であるとかメンテナンスを担当している土木課、その所管の者であっても、各地域

整備であったり、都市計画部門のほうにまちの方とか関係者から連絡が入ることはございます。

また、その逆のパターンもございます。 

 特筆すべきようなことがございましたら、土木担当と都市づくり部でそれぞれ緊密に連携し

合って、情報共有をしているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ありがとうございます。やはりそういう意味では、今までずっとまちづくり

の中心担ってきた三課と連携を取りながらやっていくというのはとても大事だと思いますので、

引き続きよろしくお願いしたいのと、やはり先ほど彫塑館通りとか六阿弥陀で電線の地中化も

設計などに入っていくとかいうのもありましたので、そういう意味じゃ、これから今までずっ

とやってきた活動のまちづくり協議会の方たちへの情報提供とか、情報共有とか、そういうの

をしていくかと思うんですけれども、その辺はどのように進めていくのか教えてください。 

○委員長 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 お答えをいたします。まず、地域整備第三課で行っていくよ

うなまちづくり、市街地整備につきましては、当然、まちづくり協議会の方々と定期的にいろ

いろなお話合いをしたり、情報提供をしたりというところをやってございます。また、谷中地

区のいわゆるインフラ整備といいますか、道路の整備であったりとか、道路の工事もしくは無

電柱化の工事等のことにつきましても、必要なタイミングに関しましては土木課と相談して、

土木課から協力依頼があれば、まちの方へご案内するような機会とかを、何でしょう、橋渡し

をするとか、サポートするとか、そういうことは適宜行っていく予定でございます。従来も行

っております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 先ほど、三課長から、従来も含めて、これから先も含めてまちづくりってま

ちだけが勝手にできるものでもないですし、区だけが勝手に進められるものではなく、これ、

両輪で絶対進めなければいけないものであるというふうに思いますので、もちろんその所管を

またいだところは三課が説明するよりも土木が説明をしたほうが、より丁寧にできるというも

のはもちろんそういうふうにやっていただきたいですけれど、やはりまちづくりのインフラの

部分であったり、ルールづくりであったりというのは、まちと三課とでは主導的にやっていた

だきたいなと。住み続けられるまち、谷中というのをぜひつくり続けていただきたいなという

ふうにお願いを申し上げて、私のほうは以上です。 

○委員長 次。 
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 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 251ページ、16番の循環バスめぐりんの運行のところです。 

 この決算年度は何回かダイヤの改正があったと思います。区として、この年度、運転手不足

に関して、どんな対策を取ってきたのか聞かせてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 お答えをいたします。めぐりんの運転手不足につきましては、大

変ご迷惑をおかけしているところでございます。 

 区としてできることとしまして、運行事業者が実施している人を集めるために重要なことと

して、運行事業者から賃上げと公休日の拡充の２点が重要だと伺っています。このうち公休日

の拡充につきましては、どうしても減便を伴うということがございまして、これまで何度かダ

イヤ改正をお願いしてきたところでございます。これ以上の公休日の拡充は難しいと、なかな

か厳しいというところもありますので、もう１点でございます賃上げのほうに、区としても協

力していきたいと考えております。 

 具体的には、令和６年度運行負担金３億1,221万2,398円につきましては、前年度と比較し

まして3,236万6,509円の増となっております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 ありがとうございます。今月も都バスが大幅なダイヤ改正で、206便も

減便したということで報道もありました。また、日本バス協会の調査によると、５年後には、

今の路線を維持するために12万9,000人に対して３万6,000人ぐらい不足するという試算も出

ていますね。今後、不透明な中で、やはり区として人材、運転手不足というところに関しては、

しっかり努力をしていっていただきたいなと思います。要望で終わります。 

 もう一つあります。19番の…… 

          （発言する者あり） 

○委員長 めぐりん。 

          （「めぐりんで、じゃあ、お願いいたします」と呼ぶ者あり） 

○委員長 めぐれん関連。ちゃんとしっかりこちら向いて言ってください。 

          （「めぐりん関連でしょ」と呼ぶ者あり） 

○委員長 しっかりとこちら向いて言ってもらわないと聞こえないので、すみません。 

          （「ちゃんと手挙げて」と呼ぶ者あり） 

○委員長 手挙げてしっかり…… 

          （「私も手挙げたんですよね」と呼ぶ者あり） 

○委員長 しっかりこちら向いて、関連なら関連って言ってもらわないと分からないので。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今、めぐりんの件、ご報告いただきました。全く、やはりバスの労働者の

ことを考えましたら、運賃、公休日、もちろんというのかな、必要だと思うことで、台東区と
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してできることがそういうことで予算を引き上げたという、ここは一応お受けするというか、

それが区民の足を守ることにもつながるのかと思うんですね。これらがどこの時点で、今これ

だけ運転手不足ですと、どこの時点で改善するのかというのはなかなか見込めないのかなと、

私が言っても、思うんですよね。それなんですけれども、引き続き元にというか、戻っていけ

るようなことをまずはきちんとお願いしたいというふうに思っているところです。 

 そして、情報によると、どれだけの運転手さんがというのを、今、バスの運転手さんがタク

シーの運転手さんに替わる人が増えていると。というのは、私がタクシーに乗ったときに、前

のお仕事ってお聞きしたら、バスの運転手だったと。やはりバスよりタクシーのほうがとても

いいんだと、労働条件とか賃金もという話をされたときに、さらにこれが長引くのかというふ

うに思ったんですね。ですから、これらは何だろう、やはり都とかいろいろ協力して、台東区

だけでもできるものではないのかと。やはり行政というか政治の力でというのか、そこも含め

て改善していくの、必要なのかなというふうに思っているところです。 

 もう一つ、お願いといいますか、前回も言ったんですが、めぐりんのバスの停留所、盤面と

いうんですかね、あれの変更をお願いしたい。ここに変更をというの書いてあるんですけれど

も、三ノ輪駅のところ、やはりあそこ素通りしてしまう。バス停がどこにあるか分からずに素

通りしてしまうって。 

          （「・・・個別の話だよ、それ」と呼ぶ者あり） 

◆伊藤延子 委員 ですけれど、この辺についても、皆さんの細かい要望もぜひ受けていただ

いて、乗りやすく、皆さんがやはりめぐりんだというふうにやっていただきたいなというとこ

ろをまずはお願いしたいと思います。 

 あれですよね、都バスはまた次だから、違う方にバトンタッチですね。 

○委員長 よろしいですか。要望でよろしいんですか。終わりましたか。全部終わられました

か。 

◆伊藤延子 委員 はい、めぐりんは終わりました。 

○委員長 じゃあ、戻します。 

          （「めぐりん関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 過去も他区との接点の部分を追及しましたけれども、やはり隣接区との接点

の場所の工夫であったり、あと、上り坂、下り坂の関係もあると思いますので、ぜひ、隣接区

との話合いってしていただきたいってずっと言っているんですけれど、何かこの間、そういう

話進んでいるんだったら教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 本年の第２回定例会でお答えさせていただいた内容と重複するか

もしれませんが、具体的に接合点についての話をしたことはないですが、近隣の区との情報交

換の場はありますので、そういった場で話題にしていきたいと考えております。 
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ、課題を解決するために、隣接区との関連、関係は取っていただきたい

と思います。人不足は、これは本当に人が、人間が増えていかない限り無理なので、少子化対

策から、根本から考えていく必要があるんだろうなというのは思っています。以上です。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 同じページの19番、まちづくりＤＸの推進のところです。 

 ３Ｄ都市モデル、この年度、どんなことに活用してきたのか、ちょっとお話を伺います。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 お答えさせていただきます。令和６年度に実施いたしま

した内容につきまして、３Ｄ都市モデル基盤データの整備といたしまして、本区の区域のうち、

東京都により既に整備されていた範囲を除きました約640ヘクタールにつきまして、国土交通

省が示す国際標準仕様に基づき、モデルの詳細度でいいますＬＯＤ２にて整備をいたしまして、

オープンデータとして公開させていただいております。 

 また、データの活用面におきましては、谷中地区の修景シミュレーションのほか、３Ｄの模

型を制作いたしまして、都市計画審議会や景観審議会などで都市計画図面を３Ｄモデル上に投

映いたしました。視覚的に直感的な説明が可能になることで、関係者間の共通理解が深まるも

のと考えております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 昨年、会派で視察に関してもお邪魔させていただきましたけれど、本当

に今言ったように交通とか防災とか防犯とか、また、健康とか福祉とか、多岐にわたる可能性

を感じていますので、これ、ちょっと総括でやらせていただきたいと思います。 

○委員長 ほか、質問どうぞ。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 私からは、浅草地区まちづくり推進についてお伺いいたします。 

 こちら、今回、今年度の第１回定例会で、一応推進についての報告があったんですけれども、

おさらいのために、ここの、この令和６年度に行った検討状況、策定委員会とかまちづくり部

会とか基盤整備とかいろいろやっていると思うんですけれども、ちょっとそこを確認させてく

ださい。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 お答えいたします。浅草まちづくりビジョン策定に向けまし

て、今年度は策定委員会、それに基盤整備部会、まちづくり部会をそれぞれ２回ずつ実施して

おります。令和４年度から、これまでにトータルなんですけれども、策定委員会は８回、まち

づくり部会、基盤整備部会はそれぞれ９回実施してまいりました。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。いや、ちょっと実は、今度、令和６年度のをまず伺ったん
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ですけれど。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 失礼いたしました。 

◆田中宏篤 委員 大丈夫です。５回と７回と６回だと認識しているんですけれど、その後、

今年度に関しては２回ずつでいいんですか。ちょっとごめんなさい、確認です。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 そのとおりでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。こちら、このまちづくりビジョンの策定なんですけれども、

令和４年あたりから着手して、地域ごとにワークショップを開いたりとか、策定委員会の中で

も闊達な意見交換があって、非常に浅草地区内においての地域性の差なども、一言で浅草地区

と言ってもいろいろ本当表と観音裏とかっぱ橋のほうとで全然違うので、そういったところも

非常に敏感に、様々話を練って、資料にも盛り込まれていて、すごく議論も活性化して、地元

としても期待値が高い中で、反面、ただ、他方でこれ、ビジョンの策定が当初組まれていた予

定から２回リスケされているというような状況にあります。この令和６年度決算においては、

非常に様々な意見交換、闊達に行われていたように思っているんですけれども、今年度になっ

てから、なかなか流れが見えづらくなっているなというのが、ちょっと私自身が感じている所

感です。 

 流れ、様々議論が闊達化しているときには、例えばそれが話が出てきて、ビジョンに盛り込

む内容が豊富になり過ぎて、いろいろ選定行っていく中で、どうしてもリスケということはあ

ることだと思っていて、それは地域の方々にとってもすごくポジティブなリスケだと思ってい

るんですけれども、現状、今年の２月に今年度中というところでリスケされたんですけれども、

これが続くと、正直、今どういう状況にあるんだろう、このまま立ち消えになってしまうんじ

ゃないかなとかいう心配も生じてくるんですね。なので、これまで、この年度でもしっかり行

った議論を、ちょっとこれからも生かして、そこのビジョンの策定に関しては、しっかりとも

う少し見える化して、推し進めていただきたいというふうに思っていますが、そこについてい

かがでしょうか。 

○委員長 地域整備第二課長。 

◎門倉和広 地域整備第二課長 これまで、地域の方の、令和４年度に関しては、ワークショ

ップ等を開催して、いろいろなご意見いただいて、昨年度、基盤整備部会のほうで浅草駅周辺

についてもう少し議論を深めたいというようなご要望がありまして、１年延期した経緯がござ

います。 

 今年度は、その基盤整備、駅周辺の鉄道事業者関係との調整等を結構メインにやってきた部

分もありますので、今年度末の策定に向けて進めていくことは間違いありませんので、今度の

第４回定例会でも中間案をご提示して、議員の皆様にもしっかりと確認していただきたいと思

っております。 
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○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。そうですね。この間、事業者とのいろいろやり取りがメイ

ンになっている部分もあって、まちの方々というところがというところは事情として分かりま

したので、もうこれに関しては、本当に私自身、楽しみにしていまして、今までのまちづくり

ビジョン、地域性というところが意外と曖昧だったのが、今回はやはり明確に分けて、それぞ

れの特色、今のところの様々な話合いの策定委員会だとか、議会の中だとかの話の中では、非

常に私の肌感覚とも合致するような地域性が明確にされていると思いますので、ぜひ、引き続

き強烈に推し進めていただければと要望だけして終わります。以上です。 

○委員長 次、よろしいでしょうか。ないですか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 次、よろしいでしょうか、新たな質問。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 15番の都バス東42－３路線の運行というところですけれども、これらの

予算じゃない、決算ですかね、これらが上がっているということあります。結果は一応、そこ

についてのお願いいたします。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ただいまのお願いしますの部分について、再度ご確認させていた

だいてもよろしいですか。恐縮でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 決算額が増えております。その理由をお示しください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 ありがとうございます。都バス東42－３路線の運行につきまし

て、決算額につきましては、ここに表示のございます1,925万2,781円でございまして、前年

度比111万560円の増となっております。 

 主な増減理由といたしましては、この路線ですね、東42－３の運行における区の運行負担

金の減でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今回、これらが１時間に１本というんですか、都のほうも減便されている

という状況ですけれども、私たちの北部の地域というのは、浅草とかそちらまで行くのが、や

はり都バスは大事な足になるんですね。ですから、これの減便などは絶対しないでいただきた

い、それを維持していただきたいということはまずきっちりお願いしておきたいというふうに

思うんですが、そこはいかがでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 今、都のほうから具体的な減便についてのお話は来ておりません

が、そういった相談があったときには、強硬な姿勢で協議をしたいと考えております。 
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○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 課長の力を信じて頑張っていただきたいと思います。ここは終わり。 

○委員長 通告していない。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 すみません、ちょっと完全に私が通告忘れて、申し訳ありません。 

 １個だけ、どうしてもこれ、誰かが聞くかなと思って聞かなかったんで…… 

          （「通告書してない」と呼ぶ者あり） 

◆岡田勇一郎 委員 はい。240……。原則として駄目なはずなんで、すみません。 

 249ページの９番、新たな交通手段の検討についてお伺いします。 

 こちら、この決算年度で聞かないと多分もう聞かずに終わってしまうものなので、聞かせて

いただきます。139日間のオンデマンド交通実証実験、通称よぶりんをやっていただいたと思

います。これの実証実験の結果と今後についてをどうお考えか、結果はある程度出ているのは

分かっているんですけれど。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 お答えさせていただきます。よぶりんにつきましては、

実施期間といたしましては、令和６年の10月29日から令和７年の３月16日までということで

実施させていただいておりまして、会員登録といたしましては807名、また、その中で乗車回

数といたしましては1,327回ということでご利用いただいております。 

 第２回の定例のほうで内容のほうは報告させていただいておりますが、特に、満遍なくどの

時間帯にもご利用いただいたというようなことで、運行時間も午前７時から午後10時までと

いうことで、長きにわたって対応させていただきました。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 ありがとうございます。突然で申し訳なかった。このよぶりんなんです

けれど、多分、先ほどまで出ていた、めぐりんに併せて考えたときに、ある委員がタクシーに

替わった運転手もいるとかいう話もあったと思うんですけれど、そういう意味で、特に北部地

域でこの実証実験されて、いろいろな声があったと思うんです。これに関して、やはりこの先

が重要だと思っていて、これから検討、検証に入っていく時代だと思いますけれども、ぜひ、

このラストワンマイルのところをしっかりと重要視していっていただきたいと思いまして、私

からは以上です。すみません。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 よぶりんを実施いたしました目的といたしましては、お

っしゃるとおり、交通事業者の担い手が減っていくという社会環境が変わっていく中、持続可

能な地域公共交通をどう維持していくかというところもあり、基礎データを取るという目的も

ありまして、実施させていただいております。 

 今年度につきましては、めぐりんという交通を基盤にいたしまして、まさに本区の地域公共
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交通の持続可能な可能性というところを関係者で議論する在り方検討会というのを実施してお

りまして、そちらの方向性につきましては、第１回の定例でご報告させていただきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。 

◆岡田勇一郎 委員 ありがとうございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 ここで休憩いたしたいと思います。15時15分に再開いたしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

          午後 ２時５８分休憩 

          午後 ３時１４分再開 

○委員長 ただいまから決算特別委員会を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第７項、住宅費について、ご審議願います。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ２点、お伺いいたします。253ページの３番、台東区高齢者住宅の（１）番

についてお伺いいたします。 

 昨日の話にちょっと関連するんですけれど、昨日の委員会の衛生費のところで、民泊につい

て多くの委員からも発言がありまして、また、民泊の、民泊施設の各町会でどれだけ増えてい

たかというデータも拝見しましたところ、民泊の施設というのは年々増えているということが

分かりました。 

 その一方、調べてみたところ、逆に廃業している民泊もあるということが判明しまして、そ

れが令和６年度は106件廃業です。今年に関しては４月から８月の５か月間なんですが、46件

ということが分かりました。そこで、こちらに戻りますが、お伺いいたします。 

 これら、廃業した民泊をシルバーピアとして利用することはできないかなというふうに思い

まして、これまで既存の民間施設をシルバーピアとして活用した事例はないとは思いますが、

しかし、たくさんの区民の方が新たなシルバーピアを待望されていると思います。この辺りに

ついてお伺いいたします。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 お答えいたします。今、弓矢委員からご提案がありました廃業したホテ

ルのシルバーピアへの転用なんですけれども、こちら、廃業したホテルということで、老朽度

にもよるとも思うんですけれども、それでしたり、集合住宅条例上の規制として、共同住宅と

して台所がないものですから、ホテルについては、台所をつけたりとか駐輪場といったような

規制であったりとか、バリアフリー設備などのシルバーピアに転用するだけの設備投資が必要

になります。 
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 そこにつきましては、オーナーの一定のご負担をいただくことになりますので、そこに難色

を示す方もいるとは思うんですけれども、引き続き高齢者の居住の安定に向けて、研究させて

いただきます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 研究していただき、ありがとうございます。今のお話のところでも、対応し

てそのまますぐ使えるわけではないということは、私も承知しております。 

 ただ、民泊で使っていたということで、建物によってはある程度、内装をそのまま使えると

ころであったり、強度も高かったりするところもあると思います。また、オーナーさんの負担

があるということでしたが、そこも例えばそういう転用していただける場合は、台東区がこれ

だけ負担しますというような、お金はかかってしまうんですけれど、形も一つの手かなという

ふうに感じました。実際、よく近隣というか、いろいろなところでお会いすると、やはり今住

んでいるところが例えば独り身になってしまって、どうしようか。でも、新しいところへ行く

には高くて住めないし、でも、この家ももう老朽化しているしとかで、シルバーピアに入りた

いというお声、すごくいただいておりますので、大変難しいところではあると思うんですけれ

ど、こちら、要望させていただきます。以上です。 

 もう１点、次のページの254ページ、４番、子育て世帯住宅リフォーム支援についてお伺い

いたします。 

 こちらは、事務事業シートを見ておりますが、助成の件数が令和４年、５年が２件ずつで、

６年は１件でした。というんで、ちょっと目標には達しておりませんが、そのことについてど

のような認識でいますでしょうか。お願いします。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 今、子育てリフォーム助成についての実績でございますけれども、令和

４年度、２件、令和５年度、２件、令和６年度、１件と、目標と実績に乖離があることはこち

らも認識しております。今年度から、要件の緩和をしておりまして、対象年齢であったり、世

帯所得の要件を引上げをさせていただきました。 

 加えて、リフォームの対象となる工事も、間取り変更でしたり、トイレの和洋式、そういっ

たものも追加したことで、大分利用しやすくはなっているとは思います。今年度、ＣＡＴＶの

放送であったり、区の内外に向けた、こちらの事業の紹介チラシをリフォーム業者に配布した

りですとか、周知頑張っておりまして、今、問合せ自体は昨年度以上に来ておりますので、引

き続き周知、啓発を頑張りたいと思っております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 今年度、大幅に変わったということですね。承知いたしました。 

 ちなみに、こちらの助成が３分の１かつ上限が20万円になっていたと思うんですけれど、

そこもかなり上がったんでしょうか。 

○委員長 住宅課長。 
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◎浅見晃 住宅課長 こちらの金額につきましては、20万円ということで昨年度と同じなん

ですけれども、同じような対象事業を、助成対象とした補助金が国と都にもありまして、国は

100万円、都は30万円助成しているんですけれども、そこを相互補完しているような形の事業

になっていまして、単体で見ると確かに実績は伸びていないように見えるんですけれども、都

や国がカバーしない部分を、先ほど申し上げたような対象メニューの拡大でカバーしています

ので、金額としても妥当だというふうに考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 分かりました。また、そうですね、個人的にちょっと気になったこととして、

こちらの助成の対象が手すりをつけることであったり、段差を解消すること、また、コンセン

トの位置を移動させるというふうになっております。でも、この事業の名前が子育て世帯住宅

リフォーム支援って書いているので、私ちょっとぱっと見たときに、リフォーム、ビフォー・

アフターのような大きなものというふうに、ちょっと題名だけ見たら思ってしまったので、で

も、内容が今申し上げたようなコンセントの移動とかだったので、かつ手すりとかコンセント

とかいうふうに、かつ、このときは上限が20万円なので、その題名とこの内容で、いいのあ

るなと思って申請しようとしたら、あれ、20万円だ、コンセントかってなってしまう可能性

もちょっとあるのかなと思ったので、これ、すみません、この事業名であるならば、その辺り

をもっと拡大するとか、その辺をするともう自然にこの助成件数も一気に上がるのではないか

なと思いました。かなりちょっと強引な解釈というか、難しいことを言ってしまっているなと

は思っておりますが、その辺り、要望させていただきます。 

○委員長 要望でいいの、いいですか。 

◆弓矢潤 委員 じゃあ、せっかくなので、じゃあ、お願いします。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 名称と助成額の乖離というかミスマッチみたいな部分については、時期

を捉えて考えさせていただきますが、まずは要件緩和等をさせていただいていますんで、これ

をしっかりと進捗を見守りまして検証しながら、助成額であったり、ちょっと名称については

考えてまいりたいと考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 こちら、柔軟に解釈していただきありがとうございます。 

 いずれにしても、一番大切なのは、こちらを利用する方にとって、満足していただけること

ですので、ぜひ今後、さらによいものにしていただきたいと思います。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 住宅リフォーム、関連させていただきます。去年、この件、私も質問い

たしまして、むしろ私は本件については何でしょう、もう少し別の子育て世帯の需要を捉えて、
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発展的にそういった別の事業を開始をしていってもいいのかなという提案をしました。 

 それで、その当時は、先ほどコンセントの話が出ましたけれども、そういう劇的なリフォー

ムだけではなくて、そういう細かい、いろいろな改修ですとか、あとは子育てで子供が大きく

なってくると間取りの変更とかが必要になるから、何かそういったいろいろなニーズを捉えて、

案内などを工夫していくというような答弁が得られたと思います。 

 それで、工夫していただいた結果、逆にその件数が減っているんじゃないかなって、令和５

年に比べて、思ったんですが、違いますでしょうか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 一応、確認なんですけれども、拡充したのは本年の、令和７年度からに

なっておりまして、なので、昨年度までの実績とはまだ、ちょっとそうですね、結びついてい

ないような状況になっております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 失礼いたしました。確かにそうですね。現時点で分かる範囲でいいんで

すけれども、その後、何か申請で駄目になったねとか、そんな声はあるもんでしょうか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 今年度、２件、既に申請があったんですけれども、いずれも今回メニュ

ーを追加して、拡充した部分、床を防音仕様にしたりですとか、そういったものでしたので、

拡充した結果がまずは出たかなというふうに認識しております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 まずは、そういった工夫については評価したいと思います。 

 ただ、私の意見としては変わっていなくて、子育て世代のニーズというのは住居を直すとい

うよりは、もうちょっと広い家に住みたいだとか、賃貸の方は家賃が上がっているだとか、分

譲の方は買えないとか、もっと大きな問題があるので、広い視野で捉えていただきたいなと、

引き続き要望いたします。以上です。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 答弁しますか、いいんですか。関連で。 

 こちら、私も通告させていただいていて、実は三世代住宅助成の部分も絡む話なので、一緒

に聞こうと思っていて、まさに今、木村委員がおっしゃっていた部分も自分もちょっと認識し

ていまして、そもそもこの２つの制度、件数が少ないという部分で、今年度、工夫して子育て

リフォームについては改善するというところなんですけれど、ここの政策意図というか、そも

そもの趣旨というところを、根本的な部分で、ちょっともう一度、再度確認のためにお伺いさ

せていただきます。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 まず、子育てリフォーム支援につきましては、こちらの目的としまして
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は、子育て世帯の継続居住を促進するため、住宅内で子供が安全に過ごすための住宅のリフォ

ーム控除を行ったものに対して、助成金を交付し、安全安心して子育てができる居住環境を整

備するものでございます。 

 続きまして、三世代住宅助成でございます。こちらの目的としましては、市街地の環境の整

備及び機能の向上を図るため、良好な建築物を建築したものに対して、助成金を交付し、住み

よいまちづくりの推進と良好な市街地住宅の供給を図ることでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 ありがとうございます。実は、こちら、なぜ三世代なのかという部分につ

いても、過去の議事録等々やったときに、やはり核家族化が進んでいる中で三世代同時に住め

るということで、子育てしやすい環境というところにもつながるということは、私としても実

は認識しているんですね。同じく子育て住宅リフォームに関しても、やはり子育てに向けた安

心安全という部分で、すごく共通しているというふうに認識しています。 

 ただ、やはりちょっと件数が少ない。今、今年度改善して進めているという中で、ニーズと

いう意味で、やはり広さだとか大規模なリフォームだとか、それは都や国のほうでもあるのは

承知しているんですけれども、様々な部分で住宅環境というのは、ちょっと前回の、前の審議

で言ったんですけれど、少子化対策の観点からもそういった部分というのは必要なのかなとい

うのは実は思っているんですね。過去に質問でもさせていただいたんですけれども、そういう

観点から住宅施策というのは取っていく必要があんのかなと。この事業については、今回、改

善もしていますし、今の中で、今年度２件という話は出ているので、そういった部分のニーズ

というのはあるんですけれども、やはりここは残しつつも、じゃあ、より広くもう少し子育て

環境あるいは子供を産む環境を整備するようなところは考えていかなくてはいけないと。これ、

以前に質問もしていますので、一応ここで要望として言及だけさせていただいて、自分からは

終わります。以上です。 

○委員長 新たに。リフォーム。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 通告も出していますけれど、これ、本当に１件しかなかったというのは、か

なり残念感はありました。今年になって充実を図ったって、今、報告、答弁もありましたけれ

ども、使い勝手がいい、区民の人たちがこういうのってリフォーム対象にならないのというと

ころで、相談になったところも組み込んでいただいているんだなというふうに思いました。 

 ただ、今、区のホームページを見たところ、国の100万円、東京都の30万円とかいうところ

には、台東区のホームページからは直接的に見れないので、改めてこれ、区に相談しなければ

分からないことなのかなというふうに思ったりするんですけれど、例えばそういう関連性のあ

る、子育て世帯住宅リフォーム支援というのを、１つのホームページからリンクが飛ぶとか、

１つのページに１つのチラシにそういうのもあるよというのを書くとかいう、そういう工夫は

されていかないんですか。 
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○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 改めて、そちらにつきましては確認の上、関係課とも協議をしながら、

より分かりやすい利用もしやすい環境になるように整備してまいります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 国の制度を先に探すという人がいれば、国から下りてくるというのも必要に

なると思うんですけれど、なかなか国の政策って大き過ぎちゃって、そこになかなかヒットし

ないというのが多分多くあると思うので、自治体のところからリンクしていくのが見やすいの

かなというふうに、私などは思いました。 

 このリフォーム助成は、賃貸で借りていて、オーナーさんの許可さえあれば、賃貸の借りて

いる主が、このリフォーム助成を使うということは可能なんですか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 はい、可能です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 より多くの人が使えるというのも、ぜひ分かりやすく知らせていただきたい

というふうに思います。以上です。 

○委員長 次。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 253ページの３番、台東区高齢者住宅についてご質問いたします。 

 このシルバーピアですね、橋場に26件のシルバーピア世帯とお独り暮らしの人ということ

ではできました。非常に北部地域の皆さんたちも喜んでいるといいますか、そういう中で、全

体としては309戸ということで、今まで最後の１つ、最後というか区が計画していた１つが、

なかなかできなかったのができたということでは、喜ばしいことかなというふうに思っていま

す。 

 それで、この入居できた人、できた人というか、入居の安心安全のためにということで、先

ほど弓矢委員のほうからも、こういうところをシルバーピアにできないのかって言いましたけ

れど、シルバーピアにするための策というか、こういうことが盛り込まれているのでシルバー

ピアなんですよということがあるかと思いますので、その辺をちょっとご説明ください。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 確認なんですけれども、シルバーピアとしてどのような設備が必要なの

かといったような。 

◆伊藤延子 委員 そうです。 

◎浅見晃 住宅課長 承知しました。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 シルバーピアにつきましては、入居者の安否確認だったり、緊急時の対

応が必要ですので、緊急通報システムであったりバリアフリー、手すりであったりエレベータ
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ーであったり、そういった一定の設備が必要になっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 そのほかにここを見ますと、ここに管理人、ワーデンという言葉はなかっ

たでしたっけね。下を見ますと、高齢者住宅生活援助員という方たちですね。この業務委託料

というものもここに載っています。この方たちについての安心安全というところ、プラスです

かね、説明をお願いしてよろしいですか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 今、管理人というふうにおっしゃっていたんですけれども、そちらを区

のほうでは、ＬＳＡ、ワーデンというふうに呼んでおりまして、まず、ワーデンから説明させ

ていただきますと、入居者の安否確認、緊急時の対応であったり、日頃の生活相談を行ってい

るものでございます。 

 一方で、ＬＳＡというものなんですけれども、こちら、社会福祉事業団のほうに委託してい

るんですけれども、９施設って書いてありますが、こちら、社会福祉士や介護福祉士等の専門

資格を持っている方がなってくれているものでして、先ほどのワーデンさんの相談に加えて、

医療や介護に関しての相談対応であったり、指導、助言、地域包括支援センター等の関係機関

との連携など、そういったことを幅広くやっていただいている方でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今の説明の中で、いかにこのシルバーピアが高齢者の皆さんのために安心

な施設かということが分かりました。 

 こういう中で、これらを、今回の入居、もう皆さん、お示ししているか、相談とか受けてい

るかと思うんですけれど、単身用26戸、世帯用２戸ということでありますけれど、この間、

これら、入居者募集ですかね。これらについてはどれぐらい、この過去３年間のところでよろ

しいですので、申込みの件数とかあとは倍率とかですかね。あと、そのときに抽せんには当た

ったけれども、審査の中で結局入居に至らなかった人などがいらっしゃるかと思うんですね。

その辺について、ちょっと教えてください。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 申込件数と倍率でございます。令和４年度、単身用116件の申込みに対

して6.4倍、世帯用14件の申込みに対して4.7倍、令和５年度、単身用75件の申込みに対して、

倍率4.2倍、世帯用12件の申込みに対して、倍率4.0倍、令和６年度、橋場の募集で単身用67

件の申込みに対して、倍率が6.7倍、世帯用11件に対しての倍率が1.6倍でして、令和６年度、

もう１回定期募集をやっておりますので、単身用の66件の申込みに対して、倍率が6.6倍、世

帯用５件の申込みに対して、倍率5.6倍となっております。 

 審査で失格になった方につきましては、令和４年度から６年度で４名おりました。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 この失格になった要件というんですかね、理由ですかね、その辺をちょっ
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と教えてもらってもいいですか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 審査で失格となった方は、本人名義で賃貸借契約を締結していないです

とか、子供と同居していたということで、住宅に困窮しているという条件に合致しなかった方

でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ありがとうございます。今回、こういうことをちょっと聞きましたのは、

皆さん、このことだったらどなたでも、こういうところに入りたいって思う内容だと思うんで

すね。ですけれど、この申込みを見ますと、用紙を見ますと、要件が皆さん分かっているかと

思うんですけれど、３点あって、その中での築、建物に関してのところにハードルが高いのか

なという思いがあるので、ちょっとここ、確認したいんです。 

 木造は30年、鉄骨造りが45年、鉄筋が70年というふうになっているんですね。そうします

と、こういうことで、いざ申し込むと、築70年超えていませんので駄目ですよというような

ことなどもあるのかなと思うんですが、この辺についての変更とかご検討はないんでしょうか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 こちらの要件につきましては、現時点では緩和するというふうには考え

ておりません。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。ここについては、やはり安全性とかも含めて、随時、見て

いただきたいって。その申し込んだ方の住宅なども見た上で、ちょっと判断していただけると

ありがたいなというふうに思うんです。 

 その中に、衛生上有害な住宅とはということで、騒音、振動、臭いが云々かんぬんというこ

と書かれているんですけれど、私、この人はぜひ入っていただくべきだろうって思ったという

のは、上のほうもあるのかな、非常にもう真っ暗な部屋で、それで、６畳一間ぐらいのところ

なんですけれど、築、この70年に満たないということで入ることができなかった。この環境

なども含めますと、やはり駄目ということだったんですけれど、とても人が住むというかな、

改善したいというところでした。あとは収入が半分、要するに収入、ご自分が得ているものの

半分を超えるような、何だ、家賃というところで、もう本当にぎりぎり、３万円ぐらいのとこ

ろに住んでいたんですね。その方の年金とかすると、半分になっていないということで、これ

らも断られるというか、申請に至らなかったということがあるんです。ですから、こういう場

合は、非常に個別性もきっちり見ていただいて、審査に入れていただきたいって思うんですが、

そこはいかがでしょうか。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 今、要件緩和についていろいろとご事情はあるとは思うんですけれども、

台東区、昨年度10月にシルバーピア橋場が開設したことで、65歳以上高齢者における供給数
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としては、23区中２位になっております。ここで要件を緩和しますと、今、他自治体に比べ

ればまだ比較的倍率としては低いんですけれども、要件緩和によってさらなる高倍率を生んで

しまい、本当に困っている方、そちらがまた、ちょっと入りづらい状況になってしまうという

ことを懸念しておりますので、引き続き、今の条件でご理解いただければと思っております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。そういう場合のちょっと個別性の重視というところは、ぜ

ひとも見ていただきたいと思います。 

 もう一つです。生活保護の方の入所というか申請ですかね。それは問題なくお受けするとい

うことで、この要件が合っていれば生活保護の方もお受けするということでよろしいでしょう

か。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 おっしゃるとおり、生活保護受給中の方も、シルバーピア、三、四割程

度は入居していらっしゃいます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 やはり生活保護の方がなかなか受けにくいという言葉もちょっと聞いたも

のですから、そこの確認をさせていただきました。 

 いずれにしても、台東区、本当に家賃が高くて、賃貸の方たち、住み移ったりとかできない

という状況があります。そういう意味では、ぜひとも、言ったように、シルバーピアを増やし

ていただきたいですし、あとはそういういろいろ要件を満たすということであれば、ぜひとも

高齢者のための住宅というのを拡大してほしい。あと家賃補助、とにもかくにも家賃補助をき

っちり計画にのせていただきたいということを要望しまして。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 私もシルバーピア、いろいろな相談を受けていますが、先ほど課長の答弁

のとおり、これだけきちんとした条件をつけていますよ。それを区議会議員が、個別のケース

を割り込ませろという、そういう要望をこうした公の議会でやるというのは、やはり多くの、

６倍ですよね。仮に条件緩和しても、その方がすぐ入れるとは限らないわけじゃないですか。

そこの現実をしっかり理解した上で、きちんと条件を守っていくということはすごい大切だと

思います。その点だけ申し上げておきます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 私の言い方がちょっと悪かったかなと思うんですけれど、非常に、個別と

いうんですかね、違う形での支援も含めて大事なこともあるということなので、本人たちにも

寄り添うということで、そしたら、違う住居もあっせんするとか、そういうことも含めて支援

はしていただきたいというふうに思います。 

○委員長 よろしいですか。 

 ほか、質問どうぞ。 
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 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、254ページの６番、マンション相談支援です。 

 相談員を派遣並びによろず相談室ということで、２つの事業を行っているんですが、決算額

は決して多くはありませんけれど、様々、分譲マンションの管理組合とか、あと、賃貸マンシ

ョンの個人所有者等の日常の相談内容に寄り添う、非常に大切な支援だというふうに、私は認

識しております。 

 そこで、ちょっと確認をさせていただきます。まず初めの修繕相談員の派遣に関してなんで

すが、謝礼はこのような形で出ておりますけれど、この決算年度における派遣回数並びに主な

相談内容とその相談を受けた結果、どうなったか、そこまで教えてください。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 今、ご指摘のあった点なんですけれども、相談員派遣制度、令和４年、

13件、令和５年、12件、令和６年、９件です。主な相談内容としましては、大規模改修工事

や理事会の運営に関することでございました。成果としましては、長期修繕計画の見直しに当

たり、注意点や注力すべき点を知ることができただったり、どこから手をつければいいかとい

うところで悩んでいる方が、整理することができたというような声をいただいております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 次のよろず相談室も同様に、こちらはたしか開催が年７回ということで認

識しているんですけれど、こちらの内容も同様、主な相談内容、また、その成果についてお聞

きいたします。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 マンションよろず相談なんですけれども、年度によって開催数、少し前

後してはいるんですけれども。 

◆小坂義久 委員 そうなんですか、すみません。 

◎浅見晃 住宅課長 ４年度から申し上げますと、令和４年度、25件、令和５年度、30件、

令和６年度、29件、主な相談内容としましては、先ほどとも重複しますが、大規模改修工事

や設備の不具合に関することになっております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ありがとうございます。派遣のほうが、このよろず相談って、これはあれ

ですよね。実際にこちらに、区役所に来て受けるやつだと思うんですけれど、こちらの相談員

派遣のほうが割と件数少ないんですね。いろいろな意味で、そこのところ、もっと周知しても

らうような形で、様々、今、マンション増えていますんで、いろいろな意味でこういうトラブ

ル、相談内容、結構抱えている方たちというか管理組合とか、多いと思いますので、もっと周

知をしっかり行っていただきたいと要望して終わります。 

○委員長 次。 

 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 254ページの12番、住宅セーフティネットの推進です。 

 この年度、保証料助成が10世帯、住み替え助成が３世帯、数として決して多い数ではない

というふうに思いますけれども、これ、住宅に関しての、特に高齢者のということですけれど

も、主な相談内容と相談に関しての対応、こういう対応をして、こういうふうに解決しました

よみたいな、何かございましたら、どうぞお願いします。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 こちら、主な相談内容としましては、立ち退きを受けているんでどうし

たらいいでしょうかとか、死別や離婚によって同居人が減少してしまいましたとか、高額家賃

のため、転居先を探したいというようなご相談が主なものとなっております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 それに対して、何か、どういう対応をしたのかちょっと教えてください。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 失礼しました。そちらにつきましては、適切に相談窓口において、職員

がニーズを酌みまして、どの辺のエリアで住みたい、家賃は幾らであったりとか、階段でも大

丈夫かとか、そういった個々の状況に応じた物件を、協力不動産店のほうに情報提供しまして、

それをうちのほうで、住宅課のほうで精査しまして、相談者のほうにフィードバックして選ん

でいただくというようなことをしております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 以前は、住宅課に相談しても、不動産屋さんの一覧頂いて、こちらで、その

相談者に探してくださいというのが主なのがあった時代もあったんですけれども、議会の中で

も求めて続けてきて、本当に丁寧にやってほしいというところでいえば、前進したんだなとい

うふうに思っています。 

 私自身も、もう何人も台東区外の居住地に引っ越しをしていただいたのかって、もう胃が痛

くなるぐらい不動産屋を回りましたけれども、本当に台東区の区部でいったら、もう賃貸用の

空き家というのも23区の中でもやはり数が少ないというのが、これはもう東京都の資料でも

出ていますから、なかなか転宅というのは大変なところでありますので、私たち、シルバーピ

アとか老人用の住宅というのをたくさん求めているところでありますので、ぜひ、住み続けら

れる台東区としてできるように、ぜひ、協力不動産屋さんを増やしていただくことと、あと、

居住支援協議会というのが年１回しかないようですけれども、これの回数を増やして、もっと

ディスカッションを増やしていただきたいというのも過去も言っているんですけれども、その

辺の協議会の運営とか回数とか、何かどうでしょうか、いかがでしょうか、教えてください。 

○委員長 住宅課長。 

◎浅見晃 住宅課長 まず初めに、居住支援協議会の回数につきましては、今の回数が適正だ

と考えておりまして、その都度、議題に上げた上で、相談内容に応じたきめ細かな支援を検討

しておりますので、このままでご理解いただければと思っております。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 居住支援協議会の委員さんも、いろいろな知見を持った人たちが集まってい

ますので、知恵を絞ればいろいろな方法が出てくるのかなというふうに期待もしているところ

でもありますので、委員さんたちが年１回あれば、顔を合わせれば、それでよしだよというん

であれば、それを無理やり増やせというのはあれですけれども、ぜひ、委員さんにも、例えば

知恵を絞っていただきたいので、もう一、二回集まりたいというのもお願いできるのであれば、

そういう方法も検討していただきたいなと思います。以上です。 

○委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 254ページの５、三世代住宅助成です。 

 当初の予算書では、４件の助成が予定されておりましたが、決算報告では実績が１件となっ

ておりました。事業目的としては、子育て世帯と高齢者が安心して居住できる住宅の整備と良

好な住環境の整備の推進であることは理解しています。 

 これまで多くの委員がこの件について質問しておりますし、先ほども関連で田中委員が質問

しておりましたので、ここでは質問はなしにしますが、総括で捉え上げさせていただこうと思

っておりますので、ご報告いたします。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

 第７款、土木費について審議を終了いたしたいと思いますので、本款について仮決定いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本款については仮決定いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日の予定は以上で終了いたしました。 

 次回の委員会は、明日、午前10時に開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。 

          午後 ３時５１分閉会 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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